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l高島炭坑における納屋制度の解体過程

本
稿
は
、
す
で
に
発
表
し
て
あ
る
一
一
論
文
、
「
高
島
炭
坑
に
お
け
る
納
屋
制
度
の
成
立
過
程
」
と
「
明
治
中
期
高
島
炭
坑
に
お
け
る

（
１
）

納
屋
制
度
の
榊
造
」
の
続
き
を
な
す
も
の
で
、
本
来
な
ら
ば
二
論
文
の
掲
載
さ
れ
た
『
法
経
論
集
』
（
法
政
大
学
短
期
大
学
部
紀
要
）
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２

Ⅲ
高
島
炭
坑
に
お
け
る
納
屋
制
度
廃
止
の
時
期
と
そ
の
原
因

わ
が
国
石
炭
業
に
お
い
て
納
屋
制
度
が
廃
止
さ
れ
る
時
期
は
、
必
ず
し
も
一
定
時
期
に
集
中
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
何
故
な
ら

ば
、
個
々
の
炭
坑
に
お
け
る
納
屋
制
度
の
存
立
条
件
は
、
地
域
ご
と
企
業
ご
と
に
種
々
異
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
納
屋
制
度
の
存

立
条
件
の
主
な
契
機
を
な
す
炭
坑
の
採
炭
機
栂
、
お
よ
び
経
営
体
制
、
更
に
労
働
市
場
の
構
造
が
、
北
海
道
、
常
磐
、
九
州
の
地
方
ご

と
、
あ
る
い
は
炭
坑
の
規
模
ご
と
に
、
か
な
り
違
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
一
炭
坑
に
お
け
る
納
屋
制
度
の
廃
止
の
仕
方
で
も
、
そ
れ

を
一
挙
に
廃
止
し
て
し
ま
う
も
の
、
除
々
に
解
消
し
て
い
く
も
の
、
一
部
残
し
て
お
く
も
の
、
等
々
多
様
で
あ
る
。
し
か
も
納
屋
制
度

の
廃
止
を
論
じ
る
場
合
に
は
、
明
ら
か
に
納
屋
制
度
に
つ
い
て
の
概
念
規
定
が
前
提
さ
れ
て
お
り
、
あ
る
人
に
と
っ
て
は
廃
止
さ
れ
て

い
る
と
思
わ
れ
た
も
の
が
、
他
の
人
に
よ
っ
て
は
ま
だ
存
続
し
て
い
る
も
の
と
主
張
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
納
屋
制
度
の
廃
止
と
一
言

で
い
っ
て
も
き
わ
め
て
複
雑
な
問
題
で
あ
る
。

に
発
表
す
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
諸
般
の
事
情
で
最
後
の
論
文
だ
け
本
誌
に
発
表
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
本
稿
は
独
立
論
文
で
は
な
く
、

二
論
文
の
続
き
で
、
高
島
炭
坑
に
お
け
る
納
屋
制
度
の
成
立
、
展
開
、
解
体
の
史
的
分
析
の
最
後
の
部
分
を
論
じ
た
も
の
で
あ
り
、
前

二
論
文
を
読
ん
で
い
な
い
読
者
は
、
予
め
前
二
論
文
を
読
ん
だ
う
え
で
本
論
文
を
読
ま
れ
る
こ
と
を
希
望
し
て
お
き
た
い
。
尚
本
稿
の

副
題
は
－
１
明
治
期
高
島
炭
坑
の
労
務
管
理
近
代
化
過
程
の
分
析
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
事
情
が
あ
っ
て
不
適
当
な
が
ら
つ
け
た

も
の
で
、
高
島
炭
坑
の
納
屋
制
度
の
歴
史
的
過
程
の
分
折
を
試
み
た
本
論
は
、
け
っ
し
て
労
務
管
理
史
と
い
う
範
蠕
で
は
包
括
で
き
な

、
、
、
、

い
の
で
あ
っ
て
、
本
来
は
「
明
治
期
高
島
炭
坑
の
労
資
関
係
近
代
化
過
程
の
分
析
」
と
す
べ
き
も
の
な
の
で
、
御
了
解
願
い
た
い
。

（
１
）
『
商
経
論
集
』
第
六
号
、
第
七
号
掲
載
。

第
一
節
高
島
炭
坑
に
お
け
る
納
屋
制
度
の
廃
止
の
必
然
性
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し
た
が
っ
て
、
私
は
、
納
屋
制
度
の
個
別
炭
坑
で
の
研
究
が
進
ん
で
い
な
い
現
段
階
で
は
、
わ
が
国
の
納
屋
制
度
が
全
体
と
し
て
何

（
１
）

（
２
）

時
頃
廃
止
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
、
意
見
を
述
べ
よ
う
と
は
思
わ
な
い
。

さ
て
高
島
炭
坑
に
お
け
る
納
屋
制
度
は
、
何
時
頃
廃
止
さ
れ
た
か
と
い
え
ば
、
す
で
に
指
摘
し
て
お
い
た
よ
う
に
、
明
治
三
○
年
七

月
の
こ
と
で
あ
る
。
『
三
菱
社
誌
』
に
よ
れ
ば
、
明
治
三
○
年
七
月
一
三
日
付
で
「
高
島
炭
坑
納
屋
制
度
ヲ
廃
止
シ
坑
夫
ノ
取
扱
向
ヲ

（
３
）

改
正
ス
」
と
あ
る
。
更
に
同
誌
は
、
同
月
二
六
日
付
で
「
高
島
炭
坑
納
屋
制
度
ヲ
廃
止
シ
坑
夫
ノ
直
轄
ト
シ
共
池
坑
夫
取
扱
方
二
付
テ

（
４
）

変
改
ス
ル
所
多
シ
」
と
記
し
て
い
る
。

こ
の
資
料
の
示
す
よ
う
に
、
明
治
三
○
年
を
も
っ
て
、
三
菱
財
閥
の
形
成
期
の
ド
ル
箱
で
あ
っ
た
高
島
炭
坑
の
坑
夫
の
支
配
・
統
括

機
構
と
し
て
の
歴
史
的
な
使
命
を
も
っ
た
納
屋
制
度
は
、
ほ
ぼ
完
全
に
消
滅
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
完
全
に
と
い
う
の
は
、
私
の
規

定
す
る
よ
う
な
意
味
で
の
納
屋
制
度
が
、
明
治
三
○
年
七
月
を
も
っ
て
ほ
ぼ
全
面
的
に
消
滅
し
、
他
の
炭
坑
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
名
目

上
だ
け
の
納
屋
制
度
の
廃
止
で
は
な
く
、
実
闘
的
な
廃
止
で
あ
り
、
残
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
せ
い
ぜ
い
納
屋
制
度
の
残
映
に
し
か
す

（
５
）

ぎ
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
私
は
、
「
納
屋
制
度
と
は
、
資
本
制
的
炭
砿
経
営
に
お
け
る
採
炭
様
式
の
手
労
働
性
と
分
散
性
と
労
働
力
の

不
足
を
理
由
と
し
て
、
資
本
へ
の
労
働
力
の
実
質
的
包
摂
が
不
十
分
で
あ
る
た
め
に
、
炭
砿
資
本
が
、
資
本
の
指
揮
（
労
働
の
管
理
・

監
督
）
と
労
働
力
の
供
給
（
募
集
）
を
講
負
人
に
請
負
せ
、
か
つ
労
働
者
を
、
謂
負
人
又
は
資
本
の
住
居
に
住
ま
せ
、
謂
負
人
の
支
配
の

（
６
）

も
と
に
労
働
者
を
炭
鉱
に
緊
縛
し
資
本
に
労
働
力
の
供
給
を
保
障
さ
せ
る
た
め
の
資
本
制
的
制
度
な
の
で
あ
る
」
と
規
定
し
た
。
そ
し

て
、
「
請
負
採
炭
を
基
軸
と
し
た
納
屋
制
度
」
を
仮
り
に
前
期
納
屋
制
度
、
採
炭
請
負
を
伴
わ
な
い
で
「
労
働
の
指
揮
の
請
負
を
基
軸

（
７
）

と
す
る
」
納
屋
制
度
を
「
後
期
納
屋
制
度
」
と
呼
ん
で
お
い
た
。
更
に
い
』
え
ば
、
納
屋
制
度
の
「
基
本
機
能
」
た
る
「
労
働
の
指
揮
、

面
）

納
屋
経
営
、
坑
夫
募
集
」
の
請
負
を
す
べ
て
そ
な
』
え
て
い
る
場
合
が
「
本
来
形
態
」
で
あ
る
、
と
も
指
摘
し
て
お
い
た
。
し
た
が
っ
て
、



４
高
島
炭
坑
に
お
け
る
納
屋
制
度
の
廃
止
と
は
、
納
屋
頭
に
よ
る
労
働
の
指
揮
、
納
屋
経
営
、
坑
夫
募
集
の
統
一
的
な
請
負
制
が
廃
止
さ

れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
機
能
が
直
接
資
本
の
機
能
と
し
て
遂
行
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
同
時
に
、
債

務
を
根
拠
と
す
る
坑
夫
の
炭
坑
へ
の
緊
縛
と
強
制
労
働
、
強
圧
的
労
務
管
理
の
体
制
が
崩
壊
す
る
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

で
は
高
島
炭
坑
に
お
け
る
納
屋
制
度
は
、
い
か
な
る
理
由
で
廃
止
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
が
本
稿
の
テ
ー
マ

で
あ
る
が
、
ま
ず
さ
き
に
結
論
を
の
べ
て
お
こ
う
。

高
島
炭
坑
に
お
け
る
納
屋
制
度
の
廃
止
は
、
納
屋
制
度
が
明
治
二
○
年
代
末
に
至
っ
て
資
本
に
と
っ
て
著
し
い
桂
桔
と
化
し
、
そ
の

存
続
が
も
は
や
資
本
の
利
益
で
は
な
く
な
っ
た
こ
と
に
起
因
し
て
い
る
。
納
屋
制
度
が
資
本
の
梗
桔
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
明
治

一
二
年
の
納
屋
制
度
の
改
革
以
後
、
相
対
的
独
自
性
を
制
限
さ
れ
資
本
へ
の
従
属
を
強
め
た
納
屋
頭
が
、
そ
れ
故
に
逆
に
納
屋
制
度
の

独
自
的
強
化
を
は
か
り
、
労
働
者
と
納
屋
頭
と
の
、
ひ
い
て
は
労
働
者
と
資
本
と
の
対
立
、
闘
争
を
激
化
さ
せ
、
納
屋
制
度
を
通
じ
て

の
資
本
に
よ
る
労
働
者
の
管
理
、
支
配
に
不
徹
底
を
招
き
、
そ
の
結
果
労
働
生
産
性
の
著
し
い
低
下
を
惹
起
し
、
納
屋
制
度
は
、
も
は

や
資
本
に
と
っ
て
必
要
か
つ
有
益
な
も
の
で
は
な
く
な
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

し
か
も
、
明
治
三
○
年
に
は
、
一
方
で
は
、
炭
坑
労
働
市
場
が
確
立
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
賃
金
、
労
働
条
件
の
一
定
の
改
善
を
も

っ
て
す
れ
ば
労
働
者
の
募
集
確
保
が
容
易
化
し
て
き
て
お
り
、
他
方
で
は
、
大
炭
坑
で
あ
る
高
島
炭
坑
に
お
い
て
は
、
資
本
の
力
が
強

大
で
あ
り
、
十
数
年
に
わ
た
る
炭
坑
経
営
の
経
験
は
労
働
の
手
労
働
性
、
分
散
性
の
残
存
に
か
か
わ
ら
ず
、
資
本
に
よ
る
労
働
者
の
直

接
的
な
管
理
支
配
能
力
を
蓄
積
し
、
も
は
や
納
屋
制
度
を
通
じ
て
、
労
働
の
指
揮
、
労
働
者
の
募
集
、
生
活
管
理
を
す
る
必
要
は
な
く

な
っ
た
。
こ
う
し
た
納
屋
制
度
廃
止
の
条
件
の
成
熟
の
も
と
で
、
資
本
は
、
納
屋
制
度
下
の
炭
坑
経
営
で
生
み
だ
さ
れ
た
諸
矛
盾
を
除

去
す
る
た
め
に
、
そ
の
原
因
と
な
っ
た
納
屋
制
度
を
廃
止
し
た
の
で
あ
る
。

以
下
、
こ
の
点
を
分
析
し
よ
う
。
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②
納
屋
制
度
の
も
と
で
の
炭
砿
経
営
の
矛
盾
激
化
と
矛
盾
の
克
服

川
納
屋
制
度
の
も
と
で
の
炭
砿
経
営
の
矛
盾
激
化

（
１
）

明
治
二
一
年
に
雑
誌
『
日
本
人
』
に
お
い
て
論
難
さ
れ
た
高
島
炭
坑
に
お
け
る
坑
夫
虐
待
問
題
は
、
納
屋
制
度
の
も
と
で
の
労
盗
関

係
に
基
因
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
一
方
で
は
世
論
は
納
屋
制
度
の
批
判
へ
と
向
い
、
廃
止
喪
鐸
や
改
比
髄

（
４
）

の
提
案
と
な
り
、
他
方
で
は
、
坑
夫
虐
待
の
社
会
問
題
化
を
奇
貨
と
し
て
坑
夫
に
よ
る
納
屋
制
度
へ
の
攻
撃
が
起
こ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

し
か
し
三
菱
炭
砿
社
当
局
は
、
世
論
と
坑
夫
の
圧
力
に
屈
し
て
納
屋
制
度
を
廃
止
す
る
こ
と
な
く
、
若
干
の
改
良
を
ほ
ど
こ
す
こ
と
に

（
１
）
わ
が
国
石
炭
業
に
お
け
る
納
屋
制
度
の
崩
壊
過
程
に
つ
い
て
一
般
的
に
述
べ
た
も
の
に
、
隅
谷
三
喜
男
「
納
屋
制
度
の
成
立
と
崩
壊
」
（
『
思

想
』
一
九
六
○
年
八
月
号
）
が
あ
り
、
お
よ
そ
の
問
題
点
が
提
出
さ
れ
て
い
る
が
、
必
ず
し
も
個
々
の
納
屋
制
度
の
崩
壊
過
程
の
実
証
的
分
析

を
ふ
ま
え
て
い
る
と
は
い
え
な
い
の
で
、
十
分
説
得
的
と
は
い
え
な
い
。

（
２
）
し
か
し
わ
が
国
の
納
屋
制
度
の
廃
止
状
況
を
あ
え
て
概
観
す
れ
ば
、
明
治
三
○
年
代
頃
か
ら
主
と
し
て
古
い
大
炭
坑
で
納
屋
制
度
の
廃
止
が

始
ま
り
、
明
治
末
年
か
ら
大
正
初
期
に
は
、
大
炭
坑
で
は
大
方
廃
止
が
進
み
、
中
小
炭
坑
で
も
大
正
末
期
か
ら
昭
和
初
期
に
は
廃
止
さ
れ
た
。

し
か
し
納
屋
制
度
廃
止
後
に
も
、
そ
れ
は
一
部
に
は
実
質
的
に
残
存
し
た
り
、
形
骸
が
残
存
し
た
り
し
た
。
か
く
て
、
納
屋
制
度
の
廃
止
の
原

因
を
一
般
的
に
説
く
こ
と
が
非
常
に
困
難
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

（
３
）
『
三
菱
社
誌
』
明
治
三
○
年
度
、
一
九
○
頁
。

（
３
）

（
４
）

（
５
）

（
６
）

（
７
）

（
８
）

高
島
炭
坑
の
納
屋
制
度
に
つ
い
て
研
究
を
し
て
い
る
大
山
数
太
郎
氏
は
、
納
屋
制
度
の
本
質
を
親
方
制
度
と
い
う
点
に
み
る
こ
と
に
よ
っ
て

高
島
炭
坑
に
お
い
て
、
明
治
三
○
年
の
納
屋
制
度
廃
止
後
に
も
、
納
屋
制
度
の
復
活
な
い
し
残
存
を
強
く
主
張
し
て
い
る
が
、
後
に
み
る
よ
う

に
そ
れ
は
誤
り
で
あ
る
。

拙
稿
第
一
論
文
『
商
経
論
集
』
第
六
号
、
五
五
頁
。

同
上
、
一
九
○
頁
。

同
上
、
六
三
頁
。

同
上
、
五
六
頁
。



６
よ
っ
て
、
納
屋
制
度
を
存
続
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
。

炭
砿
資
本
側
が
納
屋
制
度
を
こ
の
時
点
で
廃
止
し
な
か
っ
た
の
は
、
高
島
炭
坑
の
経
営
の
た
め
に
ま
だ
納
屋
制
度
の
存
在
が
必
要
だ

っ
た
か
ら
で
あ
り
、
逆
に
い
え
ば
、
当
時
ま
だ
資
本
と
納
屋
制
度
の
矛
盾
が
そ
れ
ほ
ど
著
し
く
な
く
、
ま
た
納
屋
制
度
を
廃
止
し
う
る

条
件
も
備
わ
っ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
、
と
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
が
、
明
治
三
○
年
頃
に
至
っ
て
、
一
方
で
は
納
屋
制
度
の
矛
盾
が
激
化
し
、
資
本
に
と
っ
て
納
屋
制
度
の
存
在
が
桂
桔
化
す

る
と
同
時
に
、
他
方
で
は
、
そ
う
し
た
矛
盾
を
解
消
す
る
た
め
に
納
屋
制
度
を
廃
止
す
る
条
件
が
熟
し
て
く
る
。
か
く
し
て
明
治
三
○

年
に
つ
い
に
納
屋
制
度
は
廃
止
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
私
は
、
ま
ず
第
一
に
、
明
治
三
○
年
に
至
る
納
屋
制
度
が
如
何
な
る
矛

盾
を
内
包
す
る
よ
う
に
な
る
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

高
島
炭
坑
に
お
け
る
納
屋
制
度
の
矛
盾
、
本
質
的
に
は
納
屋
制
度
の
も
と
で
の
炭
坑
経
営
の
矛
盾
は
、
生
産
力
の
低
下
特
に
労
働
生

産
性
の
低
下
、
そ
の
集
中
的
表
現
と
し
て
出
炭
商
の
絶
対
的
低
下
傾
向
と
し
て
現
象
し
た
。
第
一
図
で
明
確
に
わ
か
る
よ
う
に
、
高
島

炭
坑
に
お
け
る
出
炭
商
は
、
坑
夫
虐
待
問
題
が
起
き
た
明
治
一
二
年
以
降
絶
対
的
に
低
下
し
、
納
屋
制
度
が
廃
止
さ
れ
る
明
治
三
○
年

ま
で
約
一
○
年
間
に
半
減
し
て
い
る
。
一
方
明
治
一
四
年
の
三
菱
に
よ
る
高
島
炭
坑
の
買
収
以
来
、
坑
夫
虐
待
問
題
発
生
ま
で
出
炭
は

漸
増
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
更
に
納
屋
制
度
廃
止
後
、
納
屋
制
度
の
矛
盾
を
除
去
す
る
や
、
出
炭
は
上
昇
に
向
っ
て
い
る
。

明
治
一
二
年
以
来
三
○
年
に
至
る
出
炭
高
の
絶
対
的
低
下
の
原
因
は
、
主
と
し
て
労
働
生
産
性
の
低
下
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
の
一
○
年
間
の
採
炭
機
構
を
み
る
と
、
特
に
出
炭
を
激
減
さ
せ
る
よ
う
な
事
故
は
み
ら
れ
な
い
。
明
治
一
一
一
一
年
に
は
、
字
中
山
、
百

万
の
一
一
ヶ
所
に
横
坑
を
開
坑
し
て
お
り
、
同
一
一
一
一
一
年
に
第
二
坑
と
一
一
五
年
に
第
一
坑
が
廃
止
さ
れ
て
い
る
が
、
一
一
三
年
に
近
く
の
端
島

炭
坑
を
買
収
し
、
高
島
炭
坑
に
合
併
し
、
そ
こ
に
二
六
年
、
二
七
年
に
一
一
つ
の
横
坑
を
開
い
て
い
る
。
な
に
よ
り
、
高
島
炭
坑
に
関
す

（
５
）

る
当
時
の
資
料
で
減
炭
の
理
由
が
採
炭
手
段
に
あ
る
と
の
指
示
が
皆
無
で
あ
る
。
生
産
力
の
中
心
で
あ
る
一
一
一
年
か
ら
三
○
年
の
間
の
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明
治

二
○
年

二
五
年

三
○
年

二
Ｑ
Ｄ
ｏ
Ｄ
■
』
●
■
Ｄ

ｌ－－ＵＣＪエ・夘加刊０

四
○
年四五

年年

労
働
力
数
は
、
残
念
な
が
ら
不
明
で
あ
る
が
、
二
一
年
後
の
納

屋
制
度
下
で
坑
夫
数
が
そ
れ
ほ
ど
減
少
し
た
と
は
思
え
な
い
。

そ
れ
は
後
に
み
る
よ
う
に
、
炭
坑
当
局
の
納
屋
制
度
廃
止
の
理

由
の
な
か
に
、
納
屋
制
度
の
下
で
坑
夫
が
集
め
ら
れ
な
い
で
生

産
力
が
低
下
し
た
と
い
う
趣
旨
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
私
は
、
出
炭
高
の
絶
対
的
な
低
下
は
、
も
っ
ぱ
ら
労
働
生

産
性
の
低
下
に
原
因
が
あ
っ
た
と
考
え
て
い
る
。

こ
う
し
た
事
態
を
炭
砿
資
本
は
ど
の
よ
う
に
把
え
た
だ
ろ
う

か
。
炭
砿
当
局
が
納
屋
制
度
廃
止
の
理
由
を
述
べ
た
「
改
革
の

趣
旨
」
と
い
う
資
料
は
、
納
屋
制
度
の
矛
盾
を
次
の
よ
う
に
把

握
し
て
い
る
。
「
当
炭
坑
々
夫
〈
従
来
納
屋
頭
ノ
請
負
一
一
属
シ

炭
坑
ト
直
接
ノ
関
係
ヲ
有
セ
ザ
リ
シ
ヲ
以
テ
本
社
ノ
趣
旨
往
々

貫
徹
セ
サ
ル
等
不
便
ヲ
感
ス
ル
事
少
ナ
カ
ラ
ズ
加
エ
当
時
ノ
状

況
タ
ル
ャ
坑
夫
ハ
唯
自
己
ノ
債
務
ノ
為
〆
一
一
労
役
シ
蓄
財
ノ
思

想
二
乏
シ
ク
遊
逸
具
二
事
ト
シ
不
知
不
識
ノ
間
終
一
二
種
ノ
弊

風
二
流
ル
出
ノ
観
ナ
キ
ニ
非
ラ
ズ
蓋
シ
其
ノ
組
織
ダ
ル
方
今
社

会
ノ
進
運
ト
相
伴
ハ
ザ
ル
モ
ノ
ア
ヅ
テ
存
ス
玄
一
一
当
炭
坑
ハ
之

ヲ
黙
々
一
一
附
ス
ル
ノ
不
利
ナ
ル
ヲ
認
〆
断
然
納
屋
頭
請
負
ノ
制



８

納
屋
制
度
の
改
革
は
、
改
革
前
に
納
屋
頭
の
所
得
と
し
て
「
坑
夫
賃
銀
の
内
よ
り
手
数
料
と
し
て
六
分
引
き
去
り
、
又
無
名
称
に
て

す
）

一
割
を
引
き
去
」
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
た
の
を
、
「
無
名
称
」
の
一
割
の
中
間
搾
取
を
篭
し
た
。
そ
の
た
め
納
屋
頭
の
収
入
は
、

こ
の
点
で
は
半
減
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
そ
れ
に
先
立
っ
て
納
屋
頭
は
、
改
革
が
自
分
達
に
不
利
に
な
る
こ
と
を
予
知
し
て
、
一
部
の

坑
夫
を
煽
動
し
て
反
坑
を
試
み
る
が
、
炭
砿
資
本
の
力
の
前
に
は
力
及
ば
す
、
容
易
に
資
本
の
説
諭
に
応
ず
る
こ
と
に
煙
型
。

さ
て
こ
の
納
屋
頭
の
収
入
制
限
は
、
一
一
つ
の
事
態
を
必
然
化
す
る
。
一
つ
は
、
納
屋
頭
の
唯
一
合
法
的
収
入
源
が
、
今
や
坑
内
へ
の

納
屋
頭
に
よ
る
労
働
の
指
揮
が
資
本
の
意
志
を
十
分
に
貫
徹
し
な
く
な
る
原
因
は
、
明
治
一
二
年
の
納
屋
制
度
の
改
革
に
よ
っ
て
生

み
だ
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
納
屋
制
度
の
改
革
こ
そ
、
生
産
力
の
低
下
、
労
働
生
産
性
の
低
下
の
契
機
で
あ
り
、
現
に
出
炭
高
は
二
一

年
か
ら
絶
対
的
に
減
少
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
７
）

と
こ
ろ
で
明
治
二
一
年
の
納
屋
制
度
の
改
革
は
、
す
で
に
論
じ
て
あ
る
よ
う
に
、
後
期
の
納
屋
制
度
の
本
闘
に
は
な
ん
ら
手
を
下
す

も
の
で
は
な
く
、
つ
ま
り
納
屋
制
度
の
基
本
的
機
能
を
維
持
し
つ
つ
、
納
屋
制
度
の
相
対
的
独
自
性
を
制
限
し
、
資
本
に
よ
る
納
屋
制

度
の
掌
握
力
を
強
め
つ
つ
、
納
屋
頭
に
よ
る
坑
夫
の
取
扱
を
全
体
と
し
て
改
善
す
る
こ
と
を
目
指
す
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の

改
革
が
文
字
通
り
実
現
す
れ
ば
問
題
は
な
い
が
、
こ
の
改
革
の
実
施
は
納
屋
制
度
の
矛
盾
、
資
本
と
納
屋
制
度
と
の
矛
盾
を
激
化
さ
せ

ヲ
廃
止
シ
坑
夫
二
係
ル
諸
般
ノ
事
ハ
炭
坑
直
接
二
之
ヲ
処
理
ス
ル
事
ト
ー
岨
」
・

す
な
わ
ち
こ
の
文
書
に
よ
る
と
、
納
屋
制
度
の
も
と
で
の
炭
坑
経
営
の
矛
盾
が
、
納
屋
制
度
を
通
じ
て
の
労
働
の
指
揮
、
管
理
が
不

徹
底
と
な
り
、
資
本
の
意
図
が
十
分
に
貫
徹
し
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
で
は
納
屋
制
度
を
通
じ
て
の
労
働
の

指
揮
が
ど
う
し
て
著
し
い
生
産
力
の
低
下
、
労
働
生
産
性
の
低
下
を
惹
起
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
を
簡
単
に
分

る
こ
と
に
な
っ
た
。

折
し
て
お
き
た
い
。
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労
働
者
の
繰
込
み
総
人
員
に
か
か
っ
て
く
る
こ
と
か
ら
、
納
屋
頭
は
、
人
繰
、
小
頭
を
通
じ
て
、
強
引
な
坑
夫
の
坑
内
繰
込
み
、
強
圧

的
な
採
炭
労
働
を
強
い
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
納
屋
制
度
の
改
革
は
、
旧
来
の
強
制
労
働
、
暴
力
的
な
労

働
の
指
揮
を
強
化
し
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
一
一
つ
め
は
、
坑
夫
の
手
数
料
の
引
下
げ
が
、
納
屋
頭
の
収
入
源
を
、
他
の
面
で
す
な
わ

ち
納
屋
経
営
で
の
収
入
増
で
補
お
う
と
す
る
衝
動
を
強
め
、
そ
こ
で
、
賄
の
劣
悪
化
、
料
金
の
不
当
引
上
げ
、
日
用
品
そ
の
他
の
価
格

引
上
げ
、
賭
博
の
普
及
、
寺
銭
の
略
取
、
等
々
に
よ
る
収
入
増
を
は
か
る
こ
と
を
必
然
化
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
こ

と
が
、
坑
夫
の
債
務
を
長
期
か
つ
大
量
に
し
、
強
制
労
働
を
強
い
る
経
済
的
根
拠
を
拡
大
す
る
こ
と
に
な
る
。

こ
う
し
た
事
態
を
証
明
し
て
み
よ
う
。
債
務
労
働
の
強
化
に
つ
い
て
は
、
先
の
「
改
革
の
趣
旨
」
が
「
当
時
ノ
状
況
タ
ル
ャ
坑
夫
〈

唯
自
己
ノ
債
務
ノ
為
〆
一
一
労
役
シ
」
云
々
と
指
摘
し
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。
ま
た
納
屋
頭
に
よ
る
納
屋
経
営
で
の
不
当
な
る
中
間
搾

取
に
つ
い
て
は
、
納
屋
制
度
廃
止
真
近
に
起
こ
っ
た
坑
夫
の
納
屋
頭
へ
の
闘
争
を
み
る
と
わ
か
る
。
た
と
え
ば
明
治
一
一
七
年
に
「
端
島

炭
坑
二
於
テ
納
屋
賄
方
二
不
取
締
ノ
コ
ト
ア
リ
ト
称
シ
、
一
一
一
月
十
三
日
ヨ
リ
同
二
十
四
日
一
一
亘
リ
坑
夫
数
十
名
暴
行
シ
、
帳
方
ヲ
殴
打

シ
納
屋
内
諾
建
具
及
器
物
ヲ
破
壊
シ
、
尚
進
デ
巡
査
交
番
所
及
駐
在
所
ノ
窓
硝
子
ヲ
破
壊
ス
。
二
十
四
日
午
後
二
十
余
名
ノ
警
官
出
張

（
ｕ
）

シ
主
謀
者
ト
認
ム
ル
ノ
三
九
九
名
ヲ
逮
捕
鎮
定
セ
シ
ム
」
と
い
う
事
件
が
そ
う
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
明
治
三
○
年
六
月
に
も
「
高
島
炭

坑
坑
夫
七
○
○
名
は
納
屋
頭
が
物
価
騰
貴
を
理
由
に
食
費
を
増
徴
し
た
の
で
三
一
日
夜
暴
行
、
就
業
拒
否
。
巡
査
派
遣
鎮
圧
、
巡
査
引

（
⑫
）

上
げ
後
再
暴
動
し
、
首
謀
者
一
八
名
拘
引
、
四
日
鎮
静
」
し
て
い
る
。
更
に
三
○
年
七
月
一
一
日
「
高
島
炭
坑
坑
夫
三
五
○
名
は
納
屋

（
Ⅲ
）

販
売
の
煙
草
高
価
（
十
○
銭
が
十
二
銭
）
の
た
め
入
坑
拒
否
し
挙
動
不
穏
。
十
三
日
就
業
」
し
た
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。

、
、
、
（
ｕ
）

こ
う
し
た
納
屋
制
度
の
独
自
的
強
化
は
、
労
働
者
の
納
屋
頭
へ
の
反
抗
、
ひ
い
て
は
資
本
へ
の
反
抗
を
強
化
し
、
な
に
よ
り
労
働
意

欲
の
減
退
、
労
働
生
産
性
の
低
下
を
招
か
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。

す
で
に
み
た
納
屋
頭
へ
の
反
抗
だ
け
で
な
く
、
明
治
三
○
年
近
く
に
な
っ
て
坑
夫
の
資
本
へ
の
闘
争
も
激
化
し
て
お
り
、
た
と
え
ば
、



１０

こ
う
し
て
明
治
一
二
年
の
納
屋
制
度
の
改
革
以
後
の
納
屋
制
度
の
下
で
は
、
納
屋
頭
と
坑
夫
の
対
立
が
激
化
し
、
労
働
の
生
産
性
の

低
下
が
生
じ
、
そ
の
こ
と
が
賛
本
と
納
屋
頭
の
矛
盾
を
深
め
納
屋
制
度
は
、
も
は
や
盗
本
に
と
っ
て
の
桂
椎
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で

あ
る
。
か
く
し
て
炭
砿
当
局
は
、
納
屋
制
度
を
「
今
社
会
ノ
進
運
卜
相
伴
ハ
ザ
ル
モ
ノ
｜
「
当
炭
坑
ハ
之
ヲ
黙
々
一
一
附
ス
ル
ノ
不
利
ナ

と
も
の
と
し
て
、
廃
止
を
断
行
し
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
次
に
わ
れ
わ
れ
は
、
納
屋
制
度
の
廃
止
に
よ
っ
て
炭
砿
経
営
の
矛
盾
が
ど
う
克
服
さ
れ
て
い
く
か
を
み
よ
う
。

（
１
）
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
（
第
二
輪
文
）
で
は
簡
単
に
し
か
ふ
れ
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
大
山
論
文
「
高
島
炭
坑
に
見
る
明
治
初
期
の
親

方
制
度
の
実
態
」
（
立
命
館
経
済
学
』
四
の
二
、
後
『
鉱
業
労
働
親
方
制
度
』
所
収
）
に
詳
し
い
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
一
次
資
料
は
、
『
明

治
文
化
全
集
』
第
六
巻
を
参
照
。

（
２
）
納
屋
制
度
の
廃
止
要
求
の
代
表
的
主
張
者
は
、
犬
養
毅
で
、
自
か
ら
見
聞
し
た
レ
ポ
ー
ト
「
高
島
炭
坑
の
賞
況
」
（
『
朝
野
新
聞
」
に
お
い

て
、
「
納
屋
頭
を
廃
し
エ
夫
は
都
べ
て
炭
坑
社
の
直
轄
と
為
す
事
」
を
要
求
し
て
い
る
。
『
明
治
文
化
全
集
』
第
一
五
巻
、
一
一
○
六
頁
。

（
３
）
犬
養
と
違
っ
て
、
納
屋
制
度
の
改
革
を
提
言
し
て
い
る
の
は
、
治
安
当
局
の
清
浦
杢
吾
響
保
局
長
で
あ
り
、
彼
の
提
言
に
沿
っ
て
炭
砿
社
は

改
革
を
実
施
し
た
。
彼
の
提
言
は
「
高
島
炭
坑
事
務
長
日
誌
抜
要
」
（
『
日
本
労
働
運
動
史
料
』
第
一
巻
）
六
六
頁
、
あ
る
い
は
隅
谷
三
喜
男
『
日

本
賃
労
働
史
論
』
、
二
六
三
’
四
頁
参
照
。

（
４
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
拙
稿
第
二
論
文
（
『
商
経
論
集
』
第
七
号
、
五
三
’
四
頁
）
で
ふ
れ
た
が
、
詳
し
く
は
前
提
「
高
島
炭
坑
事
務
長
日
誌
」

三
○
年
四
月
に
「
端
島
炭
坑
々
夫
七
百
余
名
十
一
一
一
日
夜
ヨ
リ
同
盟
罷
業
ヲ
為
ス
、
罷
業
ノ
原
因
ハ
坑
夫
ノ
人
数
一
一
比
シ
切
羽
減
ジ
タ
ル

ー
ー
ョ
リ
賃
金
ノ
減
少
シ
タ
ル
故
ト
推
察
ス
ル
モ
、
其
口
実
ト
ス
ル
所
ハ
ワ
キ
水
ノ
為
坑
内
危
険
ナ
ル
ョ
リ
入
坑
ス
ル
能
ハ
ズ
ト
云
う
一
一

（
巧
）

ア
リ
、
四
月
二
十
一
日
一
部
入
坑
者
ヲ
見
、
二
十
四
日
大
半
入
坑
落
着
二
近
ク
」
云
々
と
い
う
資
料
が
み
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
労
働
者
の
納
屋
頭
、
資
本
へ
の
闘
争
は
、
直
接
労
働
の
生
産
性
を
著
し
た
低
下
さ
せ
る
だ
け
で
な
く
、
労
働
者
の
納
屋
頭
、

（
巧
）

資
本
へ
の
不
満
、
不
信
を
内
蔵
さ
せ
て
い
る
の
で
、
一
般
的
に
坑
夫
の
労
働
意
欲
を
減
退
さ
せ
、
労
働
生
産
性
を
低
下
さ
せ
る
こ
と
に

な
る
。
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、
）
こ
こ
で
納
屋
制
度
の
独
自
的
強
化
と
い
っ
て
い
る
の
は
、
明
治
一
四
年
以
来
三
菱
の
所
有
に
な
っ
て
か
ら
み
ら
れ
る
資
本
の
支
配
の
下
で
の

納
屋
制
度
の
強
化
（
第
二
論
文
三
一
頁
）
と
区
別
す
る
た
め
で
あ
る
。

（
躯
）
『
三
菱
仕
誌
』
明
治
三
○
年
度
、
一
六
七
頁
。
そ
の
ほ
か
、
同
年
六
月
一
日
に
「
高
島
炭
坑
坑
夫
同
盟
罷
エ
ヲ
為
ス
納
屋
ノ
ー
部
ヲ
破
壊
セ

ラ
レ
警
官
出
張
一
時
静
穏
二
帰
シ
反
ル
モ
警
備
ノ
手
薄
ト
ナ
ル
ー
ー
及
ビ
三
日
夜
暴
動
ヲ
起
シ
負
傷
者
捨
六
名
ヲ
出
ス
、
九
日
事
件
落
着
就
職
ス

ル
コ
ト
ト
ナ
ル
」
と
あ
る
。
同
書
、
一
七
八
頁
。

と
こ
ろ
が
山
本
論
文
は
、
六
月
中
旬
に
再
び
「
高
島
炭
坑
坑
夫
三
○
○
名
坑
口
危
険
を
理
由
に
ス
ト
、
二
○
日
警
官
の
説
諭
に
服
す
」
（
『
大

阪
朝
日
新
聞
』
）
と
指
摘
し
て
い
る
。
前
掲
書
、
二
二
五
頁
。

（
９
）
「
納
屋
頭
連
中
は
長
崎
丸
山
で
豪
遊
し
康
署
を
極
め
し
も
の
あ
り
し
様
子
で
相
当
収
益
あ
り
し
も
の
ら
し
く
推
察
せ
ら
れ
る
」
と
、
明
治
三

一
年
に
高
島
炭
坑
に
赴
任
し
た
日
下
部
義
太
郎
（
後
の
当
坑
所
長
）
は
、
手
紙
で
記
し
て
い
る
。
こ
の
手
紙
は
高
島
炭
砿
史
編
纂
委
員
に
あ
て

た
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
生
活
を
し
て
い
た
納
屋
頭
に
と
っ
て
収
入
の
半
減
は
大
き
な
シ
ョ
ッ
ク
で
あ
っ
た
。

（
Ⅲ
）
詳
し
く
は
「
高
島
炭
坑
靭
務
長
日
誌
」
を
み
よ
。
前
掲
書
、
六
六
頁
。
尚
、
こ
こ
で
納
屋
頭
の
抵
抗
を
押
え
き
っ
た
揃
島
炭
当
局
の
力
の
強

さ
に
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。

（
ｕ
）
『
一
一
一
菱
祉
誌
』
明
治
二
七
年
度
、
二
一
頁
。

（
、
）
山
本
四
郎
「
明
治
初
期
の
鉱
山
労
働
お
よ
び
労
働
運
動
」
（
『
明
治
前
期
の
労
働
問
題
』
所
収
、
二
一
一
五
頁
）
参
照
。

（
週
）
同
上
、
二
二
五
頁
。

、
）
こ
こ
で
納
屋
制
度
の
独
自
的
強
化
と
い
っ
て
い
る
の
は
、
明
治
一
四
年
以
来
三
菱
の
所
有
に
な
っ
て
か
ら
み
ら
れ
る
資
本
の
支
配
の
下
で
の

（
６
）
こ
の
資
料
は
高
島
炭
砿
社
の
所
有
す
る
い
わ
ゆ
る
『
高
島
炭
砿
文
書
』
中
の
資
料
で
、
「
明
治
三
十
年
以
降
当
坑
沿
革
其
他
調
査
」
中
に
み

ら
れ
る
文
譜
で
あ
り
、
炭
坑
当
局
に
よ
っ
て
、
納
屋
制
度
改
革
直
後
に
作
成
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
７
）
前
稿
第
二
論
文
の
第
四
節
を
参
照
。

（
８
）
同
上
、
三
五
頁
。

（
９
）
「
納
屋
頭
連
中
は
長
崎
丸
山
で
豪
遊
し
康
署
を
極
め
し
も
の
あ
り
し
様
子
で
相
当
収
益
あ
り
し
も
の
ら
し
く
推
察
せ
ら
れ
る
」
と
、
明
治
三

二
一
年
七
月
以
降
を
参
照
の
こ
と
。

（
５
）
当
時
の
高
島
炭
坑
に
つ
い
て
の
経
営
の
原
資
料
は
、
ほ
と
ん
ど
見
当
ら
な
い
が
、
農
商
務
省
鉱
山
局
『
鉱
山
発
達
史
』
明
治
一
一
一
三
年
刊
（
『
明

治
前
期
産
業
発
達
史
資
料
』
別
冊
樋
Ⅲ
）
、
同
『
本
邦
鉱
業
一
斑
』
明
治
三
九
年
、
高
野
江
基
太
郎
『
日
本
炭
砿
誌
』
明
治
四
三
年
、
等
の
高
島

炭
坑
の
項
を
参
照
。
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納
屋
頭
は
、
納
屋
制
度
廃
止
と
と
も
に
一
部
の
坑
夫
（
小
頭
や
人
繰
な
ど
納
屋
頭
の
配
下
の
も
の
）
を
煽
動
し
て
反
対
の
拳
に
で
た

が
、
そ
れ
は
大
き
な
動
き
に
な
ら
な
か
っ
た
。
『
三
菱
社
誌
』
は
こ
の
事
情
を
「
直
轄
制
度
実
施
後
坑
夫
ノ
ー
部
罷
業
彼
是
交
渉
ノ
末

何
炭
砿
経
営
の
矛
盾
の
克
服

明
治
三
○
年
に
納
屋
制
度
が
廃
止
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
直
接
の
契
機
は
、
労
働
者
の
納
屋
制
度
に
対
す
る
闘
争
、
あ
る
い
は
一
般

に
労
働
者
の
資
本
に
対
す
る
闘
争
で
あ
っ
た
。
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
明
治
一
二
年
以
来
出
炭
高
の
絶
対
的
低
下
の
な
か
で
、
明

治
一
一
七
年
端
儲
炭
坑
で
の
納
屋
経
営
に
対
す
る
闘
争
を
始
め
と
し
て
、
明
治
三
○
年
に
入
る
と
、
四
月
一
三
’
八
日
に
わ
た
っ
て
減
給

に
対
す
る
坑
夫
の
ス
ト
、
暴
行
が
起
き
、
「
日
ノ
出
新
聞
」
に
よ
れ
ば
三
○
○
○
名
が
就
業
拒
否
を
行
い
賃
上
要
求
を
行
っ
て
い
く
墨
。

、
、
、
、

五
月
一
一
一
一
日
か
ら
六
月
四
日
に
は
高
島
坑
で
七
○
○
人
が
納
屋
経
営
に
抗
議
し
て
ス
ト
を
行
い
、
そ
れ
が
鎮
ま
る
か
鎮
ま
ら
な
い
か
の

う
ら
に
、
す
な
わ
ち
六
月
二
○
日
前
に
再
び
高
島
坑
の
坑
夫
三
○
○
人
が
ス
ト
を
行
い
、
七
月
一
一
－
一
二
日
に
も
高
島
坑
の
三
五
○

人
の
坑
夫
が
タ
バ
コ
の
値
上
げ
に
抗
議
し
て
ス
ト
を
行
っ
て
い
る
。
か
く
し
て
、
同
年
七
月
一
三
日
に
納
屋
制
度
の
廃
止
を
断
行
し
た

こ
と
は
、
直
接
的
に
は
、
労
働
者
の
闘
争
に
起
因
し
て
い
る
と
み
て
よ
か
ろ
う
。

し
か
し
納
屋
制
度
廃
止
の
直
接
の
契
機
が
労
働
者
の
闘
争
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
す
で
に
み
た
よ
う
に
本
質
的
な
原
因
は
、
納
屋
制

度
の
存
在
が
資
本
に
と
っ
て
桂
桔
と
な
っ
た
こ
と
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
納
屋
制
度
に
よ
る
労
働
者
の
募
集
、
労
働
の
指
揮
、
労
働
者
の

生
活
管
理
（
炭
坑
へ
の
労
働
力
の
確
保
）
が
、
坑
夫
の
労
働
意
欲
を
著
し
く
悪
化
さ
せ
、
労
働
生
産
性
を
著
し
く
低
下
さ
せ
る
に
い
た

（
２
）

っ
た
こ
と
に
あ
る
。
納
屋
制
度
の
廃
止
と
は
、
ま
さ
に
高
島
炭
坑
に
お
け
る
そ
う
し
た
矛
盾
を
克
服
す
る
た
め
の
手
段
に
ほ
か
な
ら
な

い
◎ （
超
）
『
一
一
一
菱
社
誌
』
明
治
三
○
年
度
は
、
三
○
年
四
月
一
一
八
日
付
で
「
端
島
炭
坑
同
盟
罷
工
等
ノ
為
出
炭
減
少
二
付
長
崎
支
店
二
於
テ
社
外
炭
貫

入
ノ
コ
ト
ト
ス
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
一
七
一
頁
。
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（
３
）

十
六
日
ヨ
リ
悉
皆
入
坑
セ
シ
ガ
、
一
一
十
一
日
二
至
り
再
同
盟
罷
業
ノ
挙
二
出
テ
、
二
十
六
日
二
至
り
入
坑
就
業
セ
リ
」
と
指
摘
し
て
い

る
。
本
来
納
屋
制
度
の
廃
止
は
一
般
の
坑
夫
に
利
益
と
な
っ
た
か
ら
、
納
屋
制
度
擁
護
の
本
格
的
闘
争
は
起
き
よ
う
が
な
か
っ
た
。

（
４
）

納
屋
頭
は
「
慰
労
金
一
人
当
り
几
壱
千
五
○
○
円
」
（
「
其
他
納
屋
頭
へ
支
払
総
額
参
万
五
千
円
ニ
達
」
）
聿
塗
支
払
わ
れ
、
つ
い
に
長

い
間
資
本
の
た
め
に
行
っ
て
き
た
任
務
を
解
か
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
納
屋
制
度
の
廃
止
が
か
な
り
容
易
に
進
ん
だ
こ
と

は
、
三
菱
炭
砿
資
本
の
支
配
の
強
さ
を
物
語
る
の
で
あ
っ
て
、
納
屋
制
度
は
結
局
資
本
に
と
っ
て
必
要
な
制
度
と
し
て
存
在
し
、
そ
の

必
要
性
が
な
く
な
れ
ば
簡
単
に
と
り
つ
ぷ
さ
れ
る
も
の
な
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
任
を
解
か
れ
た
納
屋
頭
は
、
そ
の
配
下
の
小
頭
や
人

繰
と
と
も
に
、
あ
る
者
は
そ
の
ま
ま
資
本
の
中
級
下
級
管
理
要
員
と
し
て
再
編
さ
れ
、
ま
た
あ
る
者
は
後
に
み
る
よ
う
に
「
直
轄
納

屋
」
の
お
や
じ
（
管
理
人
）
に
任
命
さ
れ
、
ま
た
あ
る
者
は
引
退
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
納
屋
制
度
の
廃
止
は
、
納
屋
制
度
下
の
炭
砿
経
営
の
矛
盾
の
集
中
的
表
現
で
あ
る
出
炭
高
の
絶
対
的
低
下
を
阻
止
し
、
再

び
出
炭
高
の
上
昇
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
明
治
一
一
一
○
年
に
は
年
間
一
五
・
五
万
ト
ン
と
明
治
一
一
年
の
水
準
に
逆
戻

り
し
て
い
た
出
炭
高
は
、
納
屋
制
度
の
廃
止
を
機
に
再
び
上
昇
し
、
明
治
三
一
年
に
は
一
六
・
五
万
ト
ン
、
三
三
年
に
は
一
九
・
一
万

（
５
）

ト
ン
、
一
一
一
七
年
に
は
、
一
一
三
・
一
万
ト
ン
、
一
一
一
八
年
に
は
二
○
・
五
万
ト
ン
へ
と
出
炭
量
を
高
め
て
い
っ
た
。
こ
う
し
た
事
情
は
、
出

炭
高
の
絶
対
的
低
下
の
原
因
が
、
納
屋
制
度
に
あ
っ
た
こ
と
を
改
め
て
証
明
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
生
産
力
の
上
昇
は
、
納
屋
制
度
下
で
抑
圧
さ
れ
て
い
た
労
働
生
産
性
が
、
納
屋
制
度
の
廃
止
に
よ
っ
て
、
資
本
の
直
接
の
雇
用

関
係
の
も
と
で
高
め
ら
れ
て
い
っ
た
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、
賃
金
を
引
上
げ
、
労
働
条
件
を
改
善
し
、

労
働
者
の
労
働
意
欲
を
高
め
、
労
働
生
産
性
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
炭
砿
当
局
は
「
改
革
後
の
状
況
」
な
る
文
書
で
こ
の
点

に
関
し
て
「
前
項
改
革
ノ
実
ヲ
拳
ク
ル
ノ
手
段
ト
シ
テ
先
シ
賃
銀
ヲ
増
額
シ
費
用
ヲ
節
セ
シ
ヲ
加
ヘ
テ
貯
金
ノ
方
法
ヲ
拡
張
シ
利
倍
増

（
６
）

殖
以
っ
て
安
身
立
命
ノ
地
ヲ
得
セ
シ
ヲ
坑
夫
保
護
ノ
点
二
於
テ
ハ
勉
メ
テ
間
断
ス
ル
需
ナ
キ
ヲ
期
セ
リ
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
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か
か
る
賃
金
引
上
げ
、
労
働
条
件
の
改
善
は
、
納
屋
制
度
の
廃
止
に
よ
っ
て
排
除
さ
れ
中
間
的
搾
取
を
も
っ
て
あ
る
程
度
可
能
で
あ

っ
た
。
ま
た
そ
の
こ
と
が
、
い
ま
や
納
屋
制
度
に
よ
る
坑
夫
募
集
、
緊
縛
的
な
労
働
力
確
保
で
は
な
く
、
確
立
し
つ
つ
あ
る
炭
坑
労
働

市
場
塗
通
じ
て
、
資
本
に
よ
る
直
接
の
労
働
力
の
募
集
と
確
保
を
可
能
に
し
、
労
働
生
産
性
の
回
復
と
向
上
を
実
現
す
る
こ
と
に
な
る

そ
こ
で
次
項
で
は
ま
ず
納
屋
制
度
を
廃
止
し
う
る
よ
う
に
な
っ
た
条
件
を
分
折
し
、
次
節
で
納
屋
制
度
の
解
体
過
程
す
な
わ
ち
資
本

に
よ
る
直
接
的
な
労
働
力
の
募
集
、
労
働
の
指
揮
、
労
働
者
の
生
活
管
理
の
遂
行
過
程
を
分
析
し
よ
う
。

（
１
）
山
本
論
文
、
前
掲
書
、
一
一
一
一
四
頁
。
た
だ
し
端
島
坑
に
当
時
三
○
○
○
名
の
坑
夫
が
い
た
と
は
思
わ
れ
な
い
が
、
全
島
的
な
闘
争
で
あ
っ
た

の
で
あ
る
。

（
２
）
木
下
悦
二
氏
は
、
納
屋
制
度
の
解
体
の
要
因
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
氏
は
馬
場
克
三
氏
の
説
に
則
し
て
「
納
屋
制
度
が
、
資
本
制

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

生
産
の
確
立
と
同
時
に
資
本
の
要
請
に
し
た
が
っ
て
解
体
化
の
過
程
を
辿
り
、
雇
傭
関
係
の
近
代
化
の
方
向
が
志
向
さ
れ
た
」
と
い
っ
て
お
き

な
が
ら
、
「
低
賃
金
を
保
証
す
る
た
め
に
納
屋
制
度
が
生
み
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
以
上
、
…
…
納
屋
制
度
が
盗
本
に
と
っ
て
梗
桔
と
な
っ
て
い
た

に
し
て
も
、
資
本
目
か
ら
の
樹
極
的
に
こ
れ
を
解
体
し
た
の
で
は
な
い
。
解
体
過
程
を
促
し
た
も
っ
と
も
重
要
な
い
う
ま
で
も
な
く
労
働
者
の

抵
抗
で
あ
ろ
う
」
（
『
日
本
の
石
炭
業
』
、
二
九
、
三
○
頁
。
）
と
主
張
し
て
い
る
。
私
は
納
屋
制
度
の
解
体
の
根
本
要
因
は
、
資
本
に
よ
る
矛
盾

の
解
決
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
と
考
え
、
労
働
者
の
闘
争
は
、
解
体
を
促
進
す
る
契
機
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
も
っ
と
も
労
働
者
の
闘
争
自
体

は
経
営
の
重
大
な
矛
盾
梗
桔
の
一
つ
で
あ
る
が
。

（
３
）
『
三
菱
社
誌
』
明
治
三
○
年
度
、
一
九
三
頁
。

（
３
）

（
４
）

（
５
）

（
６
）

山
本
論
文
、
前
掲
》

こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

高
島
炭
坑
の
出
炭
高
の
推
移
は
、
『
明
治
工
業
史
』
鉱
山
篇
の
附
表
を
参
照
。
あ
る
い
は
第
二
論
文
の
表
を
参
照
。
九
頁
、
一
一
七
頁
。

前
掲
「
明
治
三
十
年
以
降
当
坑
沿
革
其
他
調
査
」
中
の
文
書
。

同
上
、
一
九
三
頁
。
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第１表全国石炭産出高推稗

uii位万トン）

坐E-iiL,墜團iLTii竺璽｜
,｜

明治7年，２０．７１２⑥３３Ｌ９’

Ⅲ
炭
坑
労
働
市
場
の
確
立
と
労
働
者
募
集
・
確
保
の
容
易
化

高
島
炭
坑
に
お
い
て
資
本
の
樫
桔
と
な
っ
て
い
た
納
屋
制
度
が
、
明
治
三
○
年
に
資
本
の
手
に
よ
っ
て
廃
止
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、

そ
の
時
期
に
か
っ
て
高
島
炭
坑
の
経
営
に
と
っ
て
納
屋
制
度
を
必
要
と
し
て
い
た
諸
条
件
が
、
も
は
や
存
在
し
な
く
な
っ
た
と
い
う
こ

と
を
意
味
す
る
。
揃
島
炭
坑
に
納
屋
制
度
を
必
然
化
し
て
い
た
条
件
は
、
第
一
に
、
一
般
的
に
は
日
本
貸
本
主
義
の
不
十
分
な
発
展
と

そ
れ
に
対
応
す
る
明
治
前
期
の
農
民
層
分
解
の
不
徹
底
に
よ
る
労
働
力
不
足
で
あ
り
、
特
殊
的
に
は
、
石
炭
産
業
資
本
の
未
成
熟
に
よ

る
炭
坑
労
働
市
場
の
未
確
立
と
、
地
下
労
働
と
い
う
重
筋
苦
役
に
伴
う
炭
坑
へ
の
労
働
力
の
導
入
、
確
保
の
困
難
、
不
安
定
と
い
う
）
」

明治７年

８

９

１０

第
二
節
高
島
炭
坑
に
お
け
る
納
屋
制
度
廃
止
の
条
件

56.7

７
８
９
０
１
２
３
４
５
６
７

２
２
２
３
３
３
３
３
３
３
３

426.8

481.054.4

49.9 505.9

１
２
３
４
５
６
７
８
９
０
１
２
３
４
５

１
１
１
１
１
１
１
１
１
２
２
２
２
２
２

67.9 522.9

85.7 674.9

88.2 677.5

92.5 748.8

92.9 90Ｌ７

１００．３ 970.1

113.9 1008.8

129.3 1072.3

137.4

８
９
０
１
２
３

３
３
４
４
４
４

1154.2

174.6 1298.0

202.2 1380.3

238.8 1482.5

262.8 1504.8

317.5 1553.5

317.5

注高野江『日本炭砿誌』５５頁より作
成。

》
的
に
は
、
石
炭
産
業
資
本
の
未
成
熟
に
よ

導
入
、
確
保
の
困
難
、
不
安
定
と
い
う
こ

と
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
条
件
こ
そ
、
労

働
力
の
特
殊
な
募
集
、
指
揮
、
確
保
の
機

織
と
し
て
の
納
屋
制
度
を
必
然
化
さ
せ
た

主
要
な
条
件
の
一
つ
で
あ
っ
た
。

し
か
し
日
清
戦
争
を
画
期
と
す
る
日
本

資
本
主
義
と
石
炭
業
の
確
立
は
、
一
方
で

は
農
民
層
の
分
解
を
徐
々
に
促
進
し
、
他

方
で
は
炭
坑
労
働
市
場
を
確
立
し
、
賃
金

と
労
働
条
件
の
改
善
を
も
っ
て
す
れ
ば
、

炭
坑
へ
の
労
働
力
の
導
入
・
確
保
を
比
較
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第２表明治30年迄の全国

炭坑労働者数推計

第３表鉱山労働者数

石炭111鉱夫Ⅲ鉱山鉱夫年代

明淵７年

１０

１５

２０

２５

３０

1,700人

４，１００

70700

14,000

26,000

43,000

145,755人

146,939

157,129

164.858

明治34年 75,230人

78.894

５
６
７
８
９
０
１
２
３

３
３
３
３
３
４
４
４
４

84.941

88.330

154.97579.505

187.922109.589

注推計方法は全炭額を

１人年間平均採炭高

120トンで除したもの。

214.453128.772

202.689126.999

233.827152.511

187.713107.906 的
容
易
化
す
る
に
い
た
っ
た
。
こ
の
点
こ
そ
高
島
炭
坑
に
お
い
て
納
屋
制
度
を
廃
止
す
る

客
体
的
な
条
件
を
な
す
も
の
で
あ
っ
た
。
今
こ
の
点
を
簡
単
に
分
析
し
て
お
き
た
い
。

ま
ず
炭
坑
労
働
市
場
の
確
立
を
炭
坑
労
働
需
要
の
面
か
ら
み
て
み
よ
う
。
明
治
年
間
に

お
け
る
石
炭
業
は
着
実
に
発
展
し
、
第
一
表
の
よ
う
に
全
国
出
炭
高
は
、
明
治
一
○
年
の

年
産
四
九
万
ト
ン
か
ら
明
治
三
○
年
に
は
五
二
二
万
ト
ン
と
十
倍
強
に
伸
び
、
四
○
年
に

土
、
一
一
一
一
八
コ
。
万
ト
ン
レ
一
一
一
八
脅
丘
く
》
』
も
伸
び
て
い
る
。
し
か
も
そ
の
間
、
一
一
一
丼
、

注高野江『日本炭砿誌』７８頁より。

三
八
○
○
万
ト
ン
と
二
八
倍
近
く
に
も
伸
び
て
い
る
。
し
か
も
そ
の
間
、
一
一
一
丼
、

三
菱
、
住
友
を
は
じ
め
と
す
る
財
閥
資
本
を
中
心
に
大
炭
砿
経
営
が
出
現
し
、
大

（
１
）

炭
砿
は
十
社
で
約
六
割
近
く
の
出
炭
を
独
占
す
る
に
い
た
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
石
炭
業
の
発
展
は
、
必
然
的
に
石
炭
業
に
お
け
る
労
働
需
要
を
増

大
さ
せ
、
農
民
や
そ
の
他
の
諸
階
層
の
労
働
力
を
石
炭
業
に
集
制
し
、
炭
坑
労
働

者
と
し
て
陶
冶
し
て
い
っ
た
。
第
二
表
の
よ
う
に
、
私
の
推
計
で
は
、
炭
坑
で
働

く
労
働
者
は
、
全
国
で
明
治
一
○
年
頃
に
は
、
数
千
人
、
明
治
二
○
年
頃
に
は
一

万
数
千
人
に
達
し
て
い
た
。
そ
れ
が
石
炭
業
の
急
速
な
発
展
に
伴
っ
て
、
明
治
二

五
年
に
は
一
一
万
数
千
人
、
三
○
年
に
は
四
万
数
千
人
へ
と
急
増
し
、
更
に
三
五
年

に
は
七
万
八
千
人
、
四
○
年
に
は
二
一
万
八
千
人
に
達
し
た
。
炭
坑
労
働
者
数
は
、

明
治
一
○
年
頃
か
ら
二
○
年
頃
に
は
数
倍
に
増
え
、
明
治
三
○
年
頃
に
は
約
十
倍

に
達
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
労
働
需
要
の
内
的
櫛
成
は
、
ま
ず
労
働
力
の
職
種
欄
成
で
は
、
第
四
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第５表地方別石炭産出高（明治42年） 第４表炭坑労働者の職

種檎成（明治４１年）

、
、

表
の
と
お
ｍ
ソ
で
あ
る
。
炭
坑
労
働
者
の
主
要
な
区
別
は
、
直
接
採
炭
に
係
わ
る
い
わ
ゆ
る
坑
夫
、

次
に
坑
内
外
運
搬
夫
、
雑
夫
の
間
接
部
門
、
ま
た
工
作
夫
、
機
械
夫
等
い
わ
ゆ
る
職
工
と
い
わ
』

_」 産出額 ｜％
－￣

万トン
988.4

８８．８

６２．６鋤標
小計

山ﾛ

福島茨城

共他

北海道

75.7

9.9

10.1

1.139.8

148.5

□
【
】
【
‐
門
し

151.3

９
７
８
９
８

100.0合

塞
口 1504.8

注高野江『ロ木炭砿誌』５９頁より作成。

の
熟
練
坑
夫
を
中
核
に
多
数
の
単
純
労
働
者
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
運
搬
労
働
は
、

炭
車
押
し
、
炭
車
の
操
配
で
後
者
は
熟
練
を
要
す
る
が
、
一
般
に
そ
れ
ほ
ど
熟
練
を
必

要
と
し
な
い
単
純
労
働
で
あ
る
。
そ
の
限
り
で
炭
坑
労
働
市
場
は
、
主
と
し
て
少
数

の
熟
練
坑
夫
を
中
核
と
し
た
多
数
の
単
純
労
働
者
か
ら
な
っ
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
、

運
搬
部
門
に
お
け
る
機
械
運
転
工
や
、
炭
坑
に
必
要
な
生
産
手
段
の
加
工
、
修
繕
を
行

う
大
工
、
鍛
冶
工
な
ど
の
熟
練
を
中
軸
と
し
た
職
種
が
あ
る
が
、
数
的
に
は
少
な
い
。

労
働
需
要
を
資
本
の
地
域
配
分
の
面
か
ら
み
る
と
第
五
表
の
よ
う
に
、
石
炭
採
掘

高
の
地
域
的
分
布
に
照
応
し
て
、
九
州
、
常
磐
、
北
海
道
と
三
大
地
域
別
労
働
市
場

を
形
成
す
る
。

さ
て
こ
う
し
た
炭
坑
労
働
需
要
の
発
展
の
な
か
で
、
労
働
力
は
ど
の
よ
う
に
供
給

「’

ｕ

、
直
接
採
炭
に
係
わ
る
い
わ
ゆ
る
坑
夫
、
支
柱
夫
、
手
子
、
選
鉱
夫
が
あ
り
、

夫
、
機
械
夫
等
い
わ
ゆ
る
職
工
と
い
わ
れ
て
い
る
も
の
の
三
種
類
で
あ
る
。
尚
、

高
島
炭
坑
で
は
、
採
炭
夫
、
支
柱
夫
、
手
子
、
選
炭
の
区
別
な
く
、
そ

ｊ鱈
れ
ら
は
一
括
し
て
採
炭
夫
、
又
は
坑
夫
と
呼
ば
れ
て
い
る
点
注
意
を
要

鱸恥する。
鐸
作
彼
ら
の
う
ち
採
炭
機
榊
の
中
軸
を
な
す
採
炭
夫
、
支
柱
夫
は
、
ほ
ぼ

ｒ
り

（
２
）

注
ょ
一
二
年
で
一
人
前
に
な
り
、
六
年
ぐ
ら
い
で
熟
練
坑
夫
と
な
っ
た
。
し
か

し
採
炭
労
働
は
概
し
て
熟
練
の
あ
ま
り
必
要
で
な
い
職
種
で
あ
り
少
数

全国平均

職種 ％

坑夫

支柱夫

手子

選鉱夫

坑内運搬夫

坑外”

工作夫

機械夫

雑夫その他 ５０５２６７８９８印●●ｑ□●●●●２４９８６３４４５
３

１

１

｜計’ 100.0
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次
に
高
島
炭
坑
の
労
働
者
の
前
職
を
み
る
と
、
第
二
論
文
で
示
し
た
よ
う
に
農
業
出
身
者
が
四
六
・
二
％
で
大
半
を
占
め
、
商
業
が

一
一
○
・
一
％
、
坑
夫
が
一
一
一
・
九
％
、
工
業
が
二
○
・
三
％
、
雑
業
が
九
・
六
％
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
高
島

炭
坑
へ
の
労
働
力
の
供
給
は
、
第
一
に
単
純
労
働
力
に
つ
い
て
は
、
農
業
、
商
業
な
ど
か
ら
行
わ
れ
た
。
そ
れ
ら
の
供
給
は
、
高
島
炭

坑
の
蓄
積
に
伴
う
追
加
労
働
力
の
需
要
と
、
坑
夫
の
流
出
を
補
充
す
る
追
加
労
働
力
需
要
を
充
す
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
地
方
や
近
在

の
農
民
や
商
人
、
商
業
労
働
者
、
手
工
業
者
、
日
雇
は
、
高
島
炭
坑
に
出
稼
に
出
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
、
一
部
は
恒
久
的
な
炭
坑

労
働
者
と
し
て
、
高
島
炭
坑
に
と
ど
ま
り
、
又
は
新
た
な
炭
坑
に
移
動
し
炭
坑
労
働
市
場
に
滞
留
し
、
一
部
は
、
恐
ろ
し
い
炭
坑
労
働

と
そ
の
労
資
関
係
に
驚
き
、
炭
坑
労
働
市
場
か
ら
脱
出
し
、
再
転
業
し
て
い
っ
た
。

熟
練
炭
坑
労
働
者
の
供
給
は
、
一
方
で
は
、
旧
来
か
ら
の
高
島
炭
坑
出
身
の
恒
久
的
坑
夫
が
そ
れ
を
充
た
し
、
他
方
で
は
、
他
の
炭

坑
か
ら
の
熟
練
坑
夫
、
職
工
の
流
入
に
よ
っ
て
充
た
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
特
に
炭
坑
労
働
市
場
へ
は
、
他
鉱
山
労
働
者
が
流
入
し
、
職

工
に
つ
い
て
は
工
業
か
ら
の
転
入
が
み
う
け
ら
れ
る
。
こ
う
し
て
高
島
炭
坑
へ
の
労
働
力
供
給
は
横
断
的
な
炭
坑
労
働
市
場
の
形
成
を

あ
る
程
度
前
提
し
て
い
る
。
高
島
炭
坑
の
坑
夫
の
一
一
一
・
犯
蝋
が
坑
夫
出
身
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
そ
の
こ
と
を
よ
く
示
し
て
い
る
。

さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
そ
し
て
炭
坑
労
働
市
場
は
い
か
に
し
て
確
立
し
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

ま
ず
明
治
二
○
年
頃
の
労
働
力
の
供
給
構
造
を
高
島
炭
坑
の
場
合
を
中
心
に
分
析
し
て
み
よ
う
。
す
で
に
第
二
論
文
で
示
し
て
お
い

た
よ
う
に
、
高
島
炭
坑
の
労
働
者
の
出
身
地
は
、
地
元
の
長
崎
県
が
二
○
・
八
％
、
次
い
で
福
岡
県
が
一
九
・
一
％
、
熊
本
県
が
一

一
一
一
・
五
％
、
佐
賀
県
が
八
・
一
％
で
、
そ
の
他
九
州
地
方
出
身
が
全
体
の
六
九
・
四
％
に
達
し
て
い
る
。
労
働
力
の
供
給
は
、
九
州
地

方
を
中
心
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
残
り
の
一
一
一
○
・
六
％
が
、
中
国
、
四
国
地
方
か
ら
な
っ
て
い
る
こ
と
が
注
目

さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
明
治
二
○
年
頃
に
す
で
に
、
高
島
炭
坑
の
労
働
者
は
、
準
広
域
的
な
地
域
か
ら
集
め
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

（
第
一
二
表
参
照
）



１９高島炭坑における納屋制度の解体過程

第６表高島炭坑の賃金Ｉ

（明治16-7年）

こ
う
し
た
炭
坑
労
働
市
場
の
形
成
に
か
か
わ
ら
ず
坑
夫
虐
待
問
題
の
生
じ
た
明
治
二
○
年
の
前
後
は
、
わ
が
国
の
炭
坑
労
働
者
数
の

絶
対
数
も
一
－
一
一
万
人
に
す
ぎ
ず
、
農
民
層
の
分
解
も
不
十
分
で
あ
っ
た
か
ら
、
炭
坑
に
お
け
る
労
働
力
不
足
、
坑
夫
流
出
後
の
労
働

力
の
補
充
の
困
難
は
著
し
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
が
高
島
炭
坑
に
お
い
て
坑
夫
虐
待
の
元
凶
と
し
て
非
難
さ
れ
た
納
屋
制
度
が
存
続

さ
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
主
な
理
由
で
あ
る
。

し
か
し
、
炭
坑
に
お
け
る
労
働
力
不
足
を
充
す
た
め
に
は
、
資
本
主
義
社
会
で
は
、
競
争
と
い
う
手
段
を
用
い
る
し
か
方
法
は
な
い
。

農
村
や
都
市
の
労
働
者
を
炭
坑
に
導
入
す
る
た
め
に
は
、
基
本
的
に
は
、
賃
金
お
よ
び
労
働
条
件
を
幾
分
で
も
引
上
げ
る
以
外
に
な
い
。

今
明
治
一
七
年
頃
の
高
島
炭
坑
の
賃
金
を
他
の
業
種
や
職
種
の
賃
金
と
比
較
し
て
み
る
と
、
明
ら
か
に
高
島
炭
坑
の
方
が
高
い
こ
と
が

わ
か
る
。

日給鉱夫の賃金

職種｜日給(1１ 月給推計(2)

円銭
7，８０

７００２
６１７６

５，７２

箱押

銭
銭
銭
銭

０
７
６
２

３
２
２
２馬丁{鰍

門看

女夫

坑外鼠車巻方

12銭と10銭

３０銭

3,12-2,60

７．８０

注（１１は「高島炭坑事務日誌抜要」より

作出。

（２）日給鉱夫の月稼働数２６日（『鉱夫

待遇事例』から推測）を掛けたもの。

第７表高島炭坑の賃金Ⅱ

（明治17年９月）

職工の賃金 月給推計

職種 日給（１） (２）

円銭
20,80
14,30

治
工
夫
差
火
油
鑓
筒

鍛
大
汽
卿

銭
銭
銭
銭

５
５
０
０

３
２
４
３

’
’
’
一

０
０
０
０

３
９
５
４

円１

11.70

9．１０

注（1）は『九州地方工場視察復命響』か

ら作成。

（2)は前表に同じ。

第
六
表
は
、
明
治
一
六
年
の
高

島
炭
坑
に
お
け
る
労
働
者
の
日
賃

金
で
あ
る
。
ま
ず
最
低
賃
金
水
準

を
示
す
と
思
わ
れ
る
女
夫
の
賃
金

が
、
一
律
で
一
二
銭
と
一
○
銭
の

二
段
階
で
あ
る
。
次
に
箱
押
（
運

搬
夫
）
の
日
給
（
後
に
み
る
よ
う

に
固
定
給
で
出
来
高
賃
金
で
は
な

い
）
が
三
○
銭
、
炭
車
運
搬
に
た

ず
さ
わ
る
馬
車
の
馬
丁
の
日
給
が



2０

第８表採炭坑夫賃金の推計

割
高
ぐ
ら
い
で
は
な
か
っ
た
か
と
考
え
て
い
る
の
で
、
例
え
ば
汽
鍬
火
夫
の
一
’
一
一
割
増
の
五
○
銭
前
後
で
は
な
か
っ
た
か
と
考
え
て

（
４
）

い
る
。
も
っ
と
も
炭
鉱
当
局
は
、
一
一
一
菱
の
経
営
と
な
っ
て
か
ら
一
七
年
の
一
一
月
ま
で
に
「
坑
内
事
業
賃
総
テ
ニ
割
ヲ
減
ス
」
る
ほ
か
、

坑
外
賃
金
も
大
方
二
割
近
く
引
下
げ
て
い
る
。
例
え
ば
、
坑
外
鼠
車
巻
方
の
賃
金
は
一
一
一
八
銭
で
あ
っ
た
の
が
三
○
銭
に
引
下
げ
ら
れ
た

の
で
あ
り
、
そ
の
他
第
六
表
の
賃
金
額
は
、
大
な
り
小
な
り
賃
金
引
下
げ
後
の
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
第
七
表
の
賃
金
額
も
引
下

げ
後
の
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。

さ
て
こ
う
し
た
高
島
炭
坑
の
賃
金
水
準
と
当
時
の
長
崎
県
及
び
周
辺
県
下
の
賃
金
と
比
較
す
る
と
、
一
応
、
高
島
炭
坑
の
賃
金
の
方

が
高
い
こ
と
が
わ
か
る
。
例
え
ば
、
鍛
冶
工
の
欝
金
を
比
較
し
て
み
る
と
、
高
島
炭
坑
で
は
最
低
一
一
一
五
銭
、
平
均
で
は
八
○
銭
近
い
。

そ
れ
に
対
し
て
、
第
一
○
表
の
よ
う
に
長
崎
市
部
の
鍛
冶
工
は
四
○
銭
、
長
崎
市
外
の
諾
郡
で
は
、
一
一
四
銭
、
一
六
銭
、
佐
賀
市
部
で

目
曰

１
２
２

囲
制
二

０
４

注１．（１）明治39年の鉱夫の賃金格差（第

９表を参照）をもとに推計。

Ａの場合は，第６表の坑夫の最低演金で
ある

…女夫賃金×…響驚
Ｂの場合は，第６表の

岬………総器：
Ｃの場合は，第７表の職工の中位の賃金

を示している

１６年の汽鐡火夫の平均賃金

×3…綴：
注２．’2）は前表と同じ。ただし，坑夫の

月給は月平均稼働日数は２０日とした。

考金○大円れ杭でう杭
えを銭工三て外なこ内
ら推でが○い鼠〈とこ
れ測あ九銭る車、が七
るしる○か゜巻運わ銭
･て゜銭ら第方搬か、
私みこ力国三七の夫る坑
とるうら○表日、゜外
しとし二銭の給雑彼こ
て、た五、よが夫ら六
は三職銭汽う三には銭
、○工、鍵に八属日、
職銭のⅡ即火別銭す給門

斎：：|iii繩鰍で蔦
平五か差五料三、い二
均○らが○で○職わ二
賃銭採四銭｝ま銭工ゆ銭
金で炭○か、にのるだ

２２葵儲＆霧雫譽震j：
’たのら○がげｌ土坑と
二と賃三銭一さ、夫い



２１脚島炭坑における納醗制度の解体過農

第９表高島炭坑の職種別賃金格差

(明治39年）

職禰

u祖9夫（内タ

注『鉱夫待遇事例』６２頁より作成。

も
こ
○
銭
、
郡
部
で
二
○
銭
で
あ
る
。
長
崎
市
部
を
別
に
す
れ
ば
、
鍛
冶
工
の
賃
金
は
、
高
島

炭
坑
の
最
低
水
準
よ
り
低
い
。
次
に
炭
坑
で
の
単
純
労
働
に
属
す
る
箱
押
（
ト
ロ
ッ
コ
運
搬
夫
）

の
賃
金
三
○
銭
と
農
業
賃
金
と
を
比
較
し
て
み
よ
う
。
農
業
（
男
）
の
賃
金
は
、
長
崎
市
部
で

も
二
五
銭
に
す
ぎ
ず
、
長
崎
の
郡
部
で
は
二
四
銭
、
一
五
銭
、
佐
賀
の
市
賀
の
市
部
で
さ
え
一

七
銭
、
郡
部
で
は
一
五
銭
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
高
島
炭
坑
の
単
純
労
働
者
の
賃
金
は
、
明

ら
か
に
農
業
賃
金
よ
り
か
な
り
高
い
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
傾
向
は
、
日
雇
賃
金
と
比
ぺ
て
も

ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
。
た
だ
し
、
女
の
賃
金
の
場
合
は
、
必
ず
も
高
島
炭
坑
の
女
夫
の
方
は
高
く

な
い
。
こ
れ
は
高
島
炭
坑
で
は
、
女
子
労
働
力
が
少
な
い
う
え
、
殆
ん
ど
配
遇
者
も
ち
の
う
え

補
助
労
働
に
た
ず
さ
わ
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。

次
に
採
炭
坑
夫
の
賃
金
で
あ
る
が
、
採
炭
坑
夫
賃
金
は
、
四
○
’
五
○
銭
ぐ
ら
い
と
し
て
も
、

明
ら
か
に
、
長
崎
市
部
の
最
高
の
賃
金
で
あ
る
鍛
冶
工
の
賃
金
と
同
等
な
い
し
そ
れ
以
上
で
あ

り
、
農
業
労
働
者
、
日
雇
の
賃
金
か
ら
み
る
と
著
し
く
高
い
こ
と
が
わ
か
る
。
も
っ
と
も
坑
夫

の
日
賃
金
は
、
坑
夫
の
月
稼
働
日
数
が
平
均
二
○
日
く
ら
い
で
あ
っ
た
か
ら
月
給
で
み
る
と
相

対
的
に
低
く
な
り
、
若
干
稼
働
日
数
の
多
い
職
業
と
比
べ
る
と
と
き
は
、
割
引
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
そ
う
し
た
う
え
で
も
採
炭
坑
夫
の
賃
金
は
、
農
村
や
都
市
の
単
純
労
働
者
よ
り
は
著

し
く
高
く
、
熟
練
を
要
す
る
職
種
の
賃
金
で
は
都
市
部
の
場
合
は
そ
れ
ほ
ど
で
な
い
に
し
て
も

農
村
郡
部
の
場
合
よ
り
は
可
成
り
高
い
と
み
て
さ
し
つ
か
え
な
い
だ
ろ
う
。

こ
う
し
て
、
高
島
炭
坑
の
賃
金
水
準
の
高
さ
は
、
長
崎
県
及
び
周
辺
県
か
ら
高
島
炭
坑
に
労

格差 坑夫を分子とした格差

坑夫

運搬夫（内外）

職工(〃）

雑夫
男

女

64銭

4４

５６

３８

２４ ０８７９７０６８５３
１

０７４８００４１０６■●●●●１１１１２
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第10表長|崎県内及び周辺の職業別賃金

(明治17年）

宝z､諦蔀Tizi耐､雨了

男
女
工
工
治
官
男
女

農
農
大
石
鍛
左
噸
躯

25銭 24銭

加
犯
弱
如
調
塑
皿

４
９
４
４
９

１
３
４
２
２

９
４
８

2７

１４

注『九州地方工場視察復命轡』から作成。

働
力
を
流
入
さ
せ
る
こ
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
事
実
、
明
治
二
一
年
の
高
島
炭
坑
に

は
、
農
民
の
ほ
か
、
商
業
や
工
業
か
ら
の
出
身
者
が
い
た
の
で
あ
る
。
確
か
に
納
屋

制
度
は
、
労
働
力
の
募
集
を
「
誘
拐
的
方
法
」
に
よ
っ
て
行
っ
た
が
、
し
か
し
、
そ

れ
は
必
ず
し
も
高
島
炭
坑
の
賃
金
水
準
を
一
般
水
準
よ
り
著
し
く
引
下
げ
る
た
め
に

行
っ
た
り
、
あ
る
い
は
と
ぼ
う
も
な
く
低
賃
金
で
労
働
者
を
働
か
せ
る
た
め
の
装
置

で
あ
っ
た
、
と
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
も
し
納
屋

制
度
が
な
か
っ
た
ら
、
明
治
二
○
年
前
後
の
高
島
炭
坑
に
お
い
て
は
、
資
本
の
蓄
積

欲
求
を
減
退
さ
せ
る
ほ
ど
の
高
賃
金
が
避
け
ら
れ
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
の
限
り
で
、

納
屋
制
度
は
、
低
賃
金
の
た
め
の
制
度
に
は
違
い
な
い
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
社

（
５
）

今
呑
的
な
賃
金
水
準
か
ら
絶
対
的
に
低
い
賃
金
に
押
え
て
お
く
制
度
で
あ
っ
た
わ
け
で

は
な
い
。

む
し
ろ
納
屋
制
度
は
、
賃
金
を
低
く
抑
え
て
お
く
よ
り
は
、
あ
る
程
度
の
賃
金
を

え
て
も
地
下
労
働
に
な
れ
ず
、
地
獄
の
如
き
地
下
労
働
を
嫌
っ
て
炭
坑
に
定
着
し
な

い
大
量
の
労
働
者
を
強
力
に
炭
坑
に
緊
縛
し
経
験
の
浅
い
資
本
に
代
っ
て
納
屋
頭
に

労
働
の
指
揮
を
代
行
さ
せ
よ
う
と
す
る
こ
と
に
あ
る
。

し
か
し
、
明
治
三
○
年
代
に
な
る
と
労
働
力
供
給
梢
造
は
根
本
的
に
変
化
し
た
。

そ
れ
は
、
第
一
に
、
日
本
資
本
主
義
の
確
立
を
通
じ
て
農
民
層
の
分
解
が
進
展
し
、

新
規
労
働
力
が
続
々
と
排
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
（
煙
）
」
と
。
第
二
に
、
そ
う
し
た
事

東彼杵 佐賀郡市内 同神崎 熊本市内 同宇土

銭２１銭７１銭５１銭７１銭５１

７

３０５５０２３２２２
６２５０５３０５１２３２２２１００００６４１２２２１１

８０９９００００１２２３２２１、犯型珀犯ｕ９



２３高島炭坑における納屋制度の解体過程

第'1表勝野炭坑坑夫の出身地

（明治30年）

態
を
背
景
に
、
石
炭
業
の
発
展
に
伴
っ
て
炭
坑
労
働
者
の
絶
対
的
増
加
を
生
じ
さ
せ
、
恒
久
的
な
炭
坑
労
働
者
が
形
成
さ
れ
、
雇
用
機

会
を
豊
富
に
し
た
こ
と
。
第
一
一
一
に
そ
う
し
た
過
程
で
、
労
働
者
の
側
か
ら
は
よ
り
高
い
賃
金
、
よ
り
よ
い
労
働
条
件
を
求
め
て
労
働
移

動
が
生
じ
、
資
本
の
側
か
ら
い
え
ば
、
必
要
に
応
じ
て
、
よ
り
高
い
賃
金
、
よ
り
よ
い
労
働
条
件
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
労
働
力
の

導
入
、
確
保
が
、
容
易
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
炭
坑
労
働
市
場
の
確
立
は
、
ま
さ
に
明
治
三
○
年
に
高
島
炭
坑
の
納
屋
制

度
を
廃
止
す
る
た
め
の
客
観
的
な
条
件
を
な
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
今
こ
の
点
を
若
干
分
析
し
て
み
よ
う
。

ま
ず
三
○
年
代
の
高
島
炭
坑
の
労
働
者
の
出
身
地
を
み
る
と
、
第
二
一
表
の
と
お
り
で
あ
る
。
明
治
四
○
年
の
高
島
炭
坑
の
労
働
者

の
出
身
地
構
成
を
明
治
一
二
年
の
場
合
と
比
較
し
て
み
る
と
、
第
一
に
、
労
働
の
中
心
的
給
源
が
、
九
州
地
方
で
あ
る
こ
と
は
か
わ
ら

な
い
に
し
て
も
そ
の
ウ
ェ
イ
ト
は
低
下
し
、
そ
の
分
中
国
、
四
国
地
方
か
ら
の
出
身
者
が
増
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
地
域
市
場
の

【
】
』
【
Ｈ
“

Ｅ
ｈ
ｕ

、

注高野江『筑豊炭砿誌』339頁より作成。

が
わ
か
る
。
地
域
市
場
の

一
層
の
広
域
化
の
傾
向
が

み
ら
れ
る
。
第
二
に
、
そ

の
反
面
、
地
元
の
長
崎
県

内
の
出
身
者
が
増
え
、
二

○
年
前
か
ら
五
○
％
も
増

え
て
い
る
。
こ
う
し
た
出

身
地
構
成
は
九
州
地
方
の

大
炭
坑
に
も
み
ら
れ
、
た

と
え
ば
中
炭
坑
で
は
あ
る

が
明
治
三
○
年
の
勝
野
炭

坑夫数 ％

２●８２人５１２

５５１５５２９５４２前前後後前他の筑豊筑豊肥そ
九州地方 456 59.8

213 27.9

２３１１
2５ 3.4

762 100.0

安芸

傭後

石見

周防

その他

中国地方

伊

士

その

予

佐

他

四国地方

但馬

その他

その他地方

計

118

6３

１４

1０

８

|：’
’６８１ 8.9
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第12表高島炭坑の労働者の出身地

昨
一
戦

徴
本
岡
分
島
崎

８
３
９
６

Ⅱ
］

癌
’
六
十
浬
嵐

温
耐
山
鵠

８
４
３
６

島
風
間
愛
闘
番

日
］

、
●
』

準
｜
繩

日
』

『
Ｈ
●
】
ロ
Ｒ
‐
ｕ

注明治40年は『諸調査表』,明治21年は前出の加藤政之助の報告書より作成。

坑
の
労
働
者
の
出
身
地
は
第

二
表
の
と
お
り
、
地
元
の

筑
前
出
身
が
二
八
・
二
％
、

九
州
地
方
が
五
九
・
八
％
、

中
国
四
国
が
二
七
・
九
％
に

な
っ
て
い
る
。

今
明
治
三
○
年
代
の
炭
坑

労
働
者
の
前
職
を
明
ら
か
に

す
る
資
料
が
な
い
が
、
高
野

基
太
郎
の
『
筑
豊
炭
鉱
誌
』

が
興
味
深
い
資
料
を
提
供
し

て
い
る
。
第
一
三
表
の
よ
う

に
労
働
者
の
出
身
地
傾
向
は

形
態
的
に
は
勝
野
炭
坑
に
み

ら
れ
る
よ
う
に
、
県
内
、
九
州

地
方
、
中
国
、
四
国
、
そ
の

他
と
い
う
配
分
で
あ
る
。
そ

れ
を
内
容
的
に
み
て
ゆ
く
と
、

明治40年６月現在

坑夫数 ％

明治21年

坑夫数 ％

長崎

(高島出身）

佐賀

熊本

稿ＩＭＩ

大分

鹿児島

宮崎

１

５３９９０５８５●●●●Ｃ０●●１０３７５２５０
３１く

７８７

１８５２Ｉ

７９

ｗ別闘妬１１１
２１

442

173

286

405

140

1７

１２ ８１５０６８６
●

０●●●●●０８３９６００
２

１１

九州地方 1426 57.0 1475 69.4

ロ島根取山媛知川島山広島鳥岡愛高香徳
７５４３５１１２
４１１

４０４２１９３４３１
２ ５２６６６２８３４●００●●●巳００１６８４３９１１０

５１１

６３６１
１

５

５３７６

４６
４８６２５０２
３

●■●●●●□
●

５７００３３０
０

中国四国地方 931 37.2 “７ 21.0

その他の諸県 145 5.8 185 8.8

計 2502 100.0 2126 100`０



２５滴島炭坑における納騒1M度の解体過程

第13表筑豊炭坑における坑夫の主な出身地

(単位炭坑数）
ⅡⅢ

‐-99人。Ⅱ

注高野江基太郎『筑豊炭砿誌』より作成。

但調査炭坑数90のうち坑夫の主要出身地が記入されているのは36坑にすぎ
ない。－炭坑の出身者は主な傾向であって，絶対数が問題ではない。一炭坑で
二つ以上の主要な出身地が示されたのもある。

近
村
出
身
労
働
者
に
は
、
三
つ
の
形
態
の
労
働
者
が
み
ら
れ
る
。
第
一
は
、
同
村

？
）

内
の
分
解
農
民
が
炭
坑
労
働
者
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
通
勤
坑
夫
で
も
あ

る
・
鏑
二
は
農
閑
期
に
炭
坑
労
働
に
た
ず
さ
わ
る
季
節
的
労
鑿
で
あ
る
・
他
地

す
）

方
出
身
者
は
、
い
わ
ゆ
る
「
出
稼
坑
夫
」
と
呼
ば
れ
、
各
炭
坑
で
そ
の
出
身
地
傾

向
も
若
干
傾
向
的
特
徴
が
み
ら
れ
る
。
彼
ら
は
妻
帯
者
と
単
身
者
に
分
か
れ
る
が
、

筑
豊
地
方
で
は
、
隅
谷
氏
の
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
「
家
族
携
帯
」
者
が
多
く
、

（
、
）

し
た
が
っ
て
主
に
「
炭
坑
へ
の
労
働
力
の
流
出
が
挙
家
流
出
と
い
う
形
態
」
を
と

り
、
し
か
も
そ
の
形
態
が
、
炭
坑
労
働
に
特
有
の
夫
Ⅱ
先
山
、
妻
Ⅱ
後
山
と
い
う

二
人
は
又
三
人
一
組
か
ら
な
る
労
働
様
式
に
照
応
し
、
夫
婦
で
か
な
り
の
賃
金
を

（
ｕ
）

稼
げ
る
こ
と
か
ら
農
民
層
分
解
Ⅱ
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
化
の
道
筋
を
な
し
て
い
た
こ
と

を
物
語
る
。

次
に
第
一
三
表
に
あ
る
よ
う
に
、
炭
坑
の
規
模
と
出
身
地
の
関
連
を
み
る
と
あ

る
特
徴
が
見
出
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
近
村
又
は
県
内
出
身
者
を
多
く
雇
用
し
て
い

る
炭
坑
は
、
炭
坑
の
規
模
が
小
さ
い
場
合
が
多
く
、
逆
に
県
外
又
は
中
国
四
国
の

遠
隔
地
出
身
者
は
、
比
較
的
規
模
の
大
き
い
炭
坑
に
雇
わ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
傾
向
は
、
規
模
の
大
き
い
炭
坑
で
は
生
産
の
規
則
性
が
増

大
し
て
安
定
し
た
労
働
力
確
保
が
必
要
と
な
り
、
近
村
の
季
節
的
な
坑
夫
が
排
除

さ
れ
、
他
地
方
出
身
の
「
挙
家
流
出
」
し
恒
久
化
し
う
る
労
働
者
が
よ
り
多
く
採

～99人
100～

199人

200～

299人
300～

399人
400～

499人
500人以上 合計

近村

福岡県内

県外'九

四国中国

地方・遠方 ６１１２ ５３１１５ ５１２１３ ２１ １２２１ ３２３

９１

５９７
４１

合計 1０ 1５ 1２ ３ ６ ８
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今
明
治
三
九
年
の
炭
坑
労
働
者
全
体
の
勤
続
年
数
を
み
る
と
、
第
一
四
表
の
よ
う
に
、
一
年
未
満
の
者
が
四
四
・
九
％
に
も
達
し
、

一
一
年
未
満
は
一
一
一
・
七
％
、
三
年
未
満
一
三
・
二
％
で
、
四
年
以
上
の
長
勤
続
者
が
二
○
・
二
％
に
し
か
す
ぎ
な
い
。
高
島
炭
坑
の
場

合
も
同
様
の
傾
向
で
あ
る
が
、
四
年
以
上
が
一
一
四
・
八
％
で
若
干
長
勤
続
者
が
多
い
だ
け
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
勤
続
年
数
が
短
い
と
い
う
こ
と
は
、
炭
坑
労
働
者
の
流
動
性
が
高
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
か
も
、
こ
の
流
動
性
は
、

職
種
に
よ
っ
て
若
干
差
異
が
あ
る
。
第
一
五
表
の
よ
う
に
、
坑
夫
、
支
柱
夫
、
手
子
等
は
、
移
動
率
が
著
し
く
高
く
、
工
作
夫
、
機
械

夫
ら
は
前
者
の
三
分
の
一
の
移
動
率
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
坑
内
外
運
搬
夫
、
選
鉱
夫
、
雑
夫
が
そ
の
中
間
に
位
し
て
い
る
。
こ
う
し

た
傾
向
は
高
島
炭
坑
に
お
い
て
も
み
ら
れ
る
（
第
一
六
表
参
照
）
。

で
は
こ
の
移
動
率
の
高
さ
は
如
何
な
る
原
因
に
よ
っ
て
生
じ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
一
般
的
に
い
え
ば
、
第
一
に
、
『
鉱
夫
待
遇

第14表勤続年数

(明治39年）

U３

８８

９Ｒ

①『鉱夫待遇事例』２２，２６頁より作成。

用
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
か
も
そ
う
し
う
る
た
め
に
は
、
よ
り
高

い
賃
金
よ
り
よ
い
労
働
条
件
を
も
っ
て
す
る
こ
と
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
。

そ
の
こ
と
は
た
と
え
ば
高
野
江
が
あ
る
炭
坑
に
つ
い
て
「
各
炭
坑
最
も

不
足
を
感
ず
る
は
坑
夫
な
れ
ど
も
本
坑
の
如
き
は
事
業
創
立
の
時
に
あ
り

採
堀
容
易
な
る
の
み
に
あ
ら
ず
其
の
賃
銭
亦
割
合
に
高
値
な
る
が
為
め
諸

（
辺
）

方
よ
り
士
心
願
し
来
る
も
の
頗
ぷ
る
多
く
竃
も
不
足
を
感
ず
る
こ
と
な
し
」

と
指
摘
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
る
程
度
想
像
が
つ
く
。

こ
う
し
て
炭
坑
労
働
者
は
、
よ
り
よ
い
労
働
条
件
よ
り
高
い
賃
金
を
求

め
て
移
動
す
る
よ
う
に
な
り
、
こ
こ
に
横
断
的
労
働
市
場
が
確
立
し
て
く

る
。

石炭全体 高島炭坑 割合

1年未満

２〃

３”

５〃

７〃

1０〃

１５’

２０〃

２５夕

其他 ９７２７９０７３０１牲皿ｍ８４ａＬ０ｕＬ
人

１８６５３２１５２
０１

３２２

１３８８５３８８３２
１ １１９８１３４４９０●０●●●●●●縞皿８８５３３１０

｜＿’’00.012,547人|lOQOl



２７高島炭坑における納屋制度の解体過程

第15表 炭坑労働者の移動率

（明治41年）

事
例
』
の
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
農
家
兼
業
鉱
夫
の
帰
農
帰
郷
の
た
め
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
鉱
山
付
近
ノ
農
夫
等
農
閑
ノ
節
ハ
鉱

（
週
）

山
ノ
業
務
二
従
事
シ
播
種
収
穫
ノ
季
節
二
至
レ
バ
農
業
二
復
帰
ス
ル
ヲ
以
テ
其
季
節
二
於
テ
ハ
目
ラ
其
移
動
頻
繁
ナ
リ
」
と
い
う
わ
け

で
あ
る
。
確
か
に
こ
う
し
た
傾
向
は
あ
り
、
高
野
江
は
『
筑
豊
炭
砿
誌
』
で
、
同
村
近
村
農
民
の
坑
夫
化
を
指
摘
し
、
た
と
え
ば
某
炭

（
皿
）

坑
で
は
「
近
村
の
農
民
に
し
て
農
暇
に
来
り
稼
ぐ
も
の
四
十
人
あ
り
」
と
述
べ
て
い
る
。
更
に
ま
た
出
稼
人
鉱
夫
ら
が
盆
正
月
に
帰
郷

す
る
こ
と
も
退
職
率
の
多
く
な
る
原
因
と
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ら
「
是
等
ノ
鉱
夫
ハ
郷
里
一
一
一
家
一
族
ア
リ
テ
旧
盆
正
月
若
ハ
年
末

（
巧
）

二
一
時
帰
郷
ス
ル
ノ
習
慣
存
ス
ル
モ
ノ
ア
レ
ハ
為
メ
ニ
生
ス
ル
移
動
亦
少
シ
ト
セ
ス
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
同
じ
く
高
野
江
も
あ
る

炭
坑
に
つ
い
て
「
子
が
巡
遊
の
当
時
旧
盆
時
の
為
め
一
時
他
出
せ
し
も
の
未
だ
全
く
帰
業
せ
ず
為
め
に
百
二
十
三
人
を
減
じ
た
り
左
れ

（
お
）

ど
昨
今
帰
坑
す
る
も
の
の
日
々
十
数
人
に
超
ふ
る
程
な
れ
ば
遠
か
ら
ず
し
て
復
奮
す
る
に
至
る
べ
し
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
し
こ

王
法
圏
圏
ま
乍
繊

弊
エ
ナ
評
辺
陸
別
峠
列
刎
祁
〒
し
幽
閃

］Ｕ

３Ｃ

９Ｃ

７，
Ｆ
）

れ
だ
け
で
あ
れ
ほ
ど
高
い
炭
坑
労
働
者
の
移
動
性
が
生
れ

成作
伽
Ⅲ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

リ
１
１

よ
×
ｘ

第
二
の
原
因
は
、
『
鉱
夫
待
遇
事
例
』
の
指
摘
す
る
よ

頁
数
数
数
一
数

⑫
衛
総
艫
者
ぅ
に
専
業
鉱
夫
の
「
渡
り
」
（
移
動
）
で
あ
る
。
彼
ら
は

劉
脈
夫
睡
夫
「
鉱
山
密
集
セ
ル
地
方
一
一
於
テ
ハ
其
移
動
亦
決
シ
テ
少
ナ

〈
週
）

概
率
年
鉱
辮
年
鉱
シ
ト
セ
ス
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
『
待
遇
事
例
』
は
鉱
夫

酎輌’一躯一一
が
何
故
移
動
す
る
か
、
を
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
が
、
鉱

夫
が
一
般
に
移
動
す
る
の
は
、
次
の
理
由
か
ら
で
あ
る
。

１
２

す
な
わ
ち
当
時
の
手
労
働
を
中
心
と
す
る
採
炭
様
式
の
も

注
と
で
は
、
特
に
坑
夫
の
労
働
条
件
が
、
各
炭
坑
の
規
模
、

年間雇用率 年間退職率

坑夫

友柱夫

手子

滋鉱夫

坑内運搬夫

坑外運搬夫

維夫共他

工作夫

機械夫

％０５１

６６６０９１７７２６８９７９４５
１１

平均 121
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第16表高島炭坑の職種別労働者の移動率

（単位人） (明治40年）

|雲’
[霊

魔
ＩＨｈｌＵＦＩｌＮ

注１．出入率は在籍労働者で入退職者を除したもの。

年間出入率は半年出入率を２倍したもの。

２．『高島炭砿文書」中の『諸調査表』より作成。

第17表機械工労働者の勤続年数

(明治34年）

注森喜一『日本労働者階級状態史』１０９頁より作成。

1月 ２ ３ ４ ５ ６ 計 半年出入率 年間出入率

坑夫
入職

退IWl

203

107

159

105

220

181

119

168

132

162

131

153

964

876 ８６．０８１７７
157

143

運搬夫 〃〃
1５

５

５１

９ ３０１２ ７８３１
６

７１ ６９８６
41.7

33.5 ３７８６

雑夫 〃〃 ７２３２ １１３２ ３５３３ 羽妬 ７４５３ ６９３２
222

186 ３２●●３６４３ ６３８７

製作夫 〃〃
１

３６ ２２１１
２１

１ ２６
３

３５３２ ７０●０３８２１ ７６４３

機械夫 〃〃 ２６２１
1８

１ ４６ ２７１１ ７１１１ ９４ ２５８５
32.2

21.6 ４２６４

合計 〃〃
278

150

211

133 劉躯
184

251

245

231

185

203

1387

1211

55.4

48.4

110

９７

７工場平均 石川島造船所 石炭業

１年未満

２年未満

３年未満

５年未満

５年以上 ５６８４７●●●●●２６７１１
５

１１１

49.6

23.5

12.6

14.3 ９７２７５●●●●●“皿四８１１

計 100,0 155.5 155.5



２９高島炭坑における納屋制礎の解体過程

第18表明治30年代末制度別賃金比較

(明治39年６月現在）

屋稲Ｉ恩

J00人未満ｌ麹 可00銭｜夕張露

懇拙

注１．『鉱夫待遇事例』４１－２頁，６１－２頁より作成。

２．北海道炭山(＊印)の賃金は特別に高いので制度別比較では省くほうが明
確になる。

３．厘以下は４拾５入した。

４．坑夫賃金の坑夫は主として先山の賃金であるが運搬夫以下も含む場合も

ある。特に高島炭坑の場合は坑夫の平均である。

採
炭
の
進
展
状
況
、
炭
層
の
性
闘

、
、

（
走
り
と
い
わ
れ
る
炭
層
の
傾
斜
や

厚
簿
）
な
ど
よ
り
非
常
に
差
異
が
生

じ
賃
率
も
異
な
っ
て
く
る
。
そ
こ
で

は
必
ず
し
も
標
準
的
な
賃
率
の
設
定

が
難
か
し
ぐ
、
し
か
も
そ
れ
が
納
屋

頭
に
よ
る
温
情
的
な
労
務
管
理
の
手

段
と
し
て
利
用
さ
れ
る
と
一
層
不
公

平
と
な
る
。
そ
こ
で
鉱
夫
た
ち
は
、

よ
り
よ
い
労
働
条
件
と
有
利
な
賃
率

を
求
め
て
移
動
す
る
よ
う
に
な
る
の

で
あ
る
。
更
に
鉱
夫
た
ち
は
、
各
種

の
炭
坑
の
各
様
の
切
羽
を
経
験
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
採
炭
技
傭
を
高
め
、

よ
り
高
い
賃
率
で
働
け
る
よ
う
に
も

移
動
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
点
か
ら
み
れ
ば
、
他
の
業
種

の
労
働
者
に
も
同
様
の
こ
と
が
い
え



3０
る
。
た
と
え
ば
第
一
七
表
の
よ
う
に
、
機
械
工
の
場
合
で
も
、
一
年
未
満
の
労
働
者
が
大
半
を
占
め
、
二
年
未
満
が
少
な
く
て
一
一
一
年
未

満
以
上
が
石
炭
業
の
場
合
よ
り
若
干
多
く
な
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

第
三
の
原
因
は
、
『
待
遇
事
例
』
の
指
摘
し
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
当
時
の
採
炭
様
式
の
計
画
性
の
不
足
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
当
時
に
あ
っ
て
は
、
採
炭
方
法
は
主
と
し
て
残
柱
法
で
あ
り
、
長
壁
法
の
場
合
で
も
、
採
炭
は
あ
ま
り
計
画
的
に
行
わ
れ
ず
、

労
働
の
計
画
的
系
統
的
な
配
分
が
十
分
に
行
わ
れ
な
か
っ
た
。
ま
た
自
然
災
害
や
不
測
の
事
態
の
発
生
に
よ
っ
て
も
労
働
の
配
分
が
伸

縮
し
た
。
こ
う
し
て
炭
坑
に
お
け
る
労
働
需
要
は
き
わ
め
て
変
動
的
で
あ
り
、
労
働
者
が
過
剰
に
な
っ
て
は
不
足
に
な
り
、
そ
の
都
度
、

労
働
者
は
解
雇
さ
れ
た
り
、
移
動
し
た
り
し
て
い
た
。
こ
れ
が
鉱
夫
の
移
動
率
の
高
さ
と
な
っ
て
現
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
あ
る
炭

坑
に
お
け
る
こ
う
し
た
事
情
に
つ
い
て
高
野
江
は
、
「
坑
夫
は
事
業
の
休
止
に
従
ひ
漸
次
離
散
し
て
余
ま
す
所
僅
に
三
十
人
に
過
ぎ
ず

（
四
）

日
々
本
卸
の
工
事
と
瓦
斯
後
へ
と
従
事
せ
り
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
労
働
者
の
流
動
性
を
内
包
し
た
横
断
的
労
働
市
場
の
確
立
は
、
も
し
賃
金
と
労
働
条
件
を
改
善
す
る
な
ら
ば
、
納
屋
制
度

な
し
に
労
働
需
要
に
応
じ
て
労
働
者
を
募
集
し
、
確
保
す
る
可
能
性
を
著
し
く
強
め
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

事
実
、
『
鉱
夫
待
遇
事
例
』
に
み
ら
れ
る
主
要
炭
破
の
う
ち
、
納
屋
制
度
を
廃
止
し
た
炭
坑
の
坑
夫
（
採
炭
夫
）
の
賃
金
は
納
屋
制

度
の
も
と
に
あ
る
炭
坑
の
賃
金
よ
り
や
や
高
い
傾
向
が
み
ら
れ
る
。
第
一
八
表
の
よ
う
に
納
屋
制
度
の
諸
炭
坑
の
採
炭
坑
夫
の
平
均
賃

金
は
六
一
銭
、
直
轄
制
度
の
諸
炭
坑
の
場
合
は
六
七
銭
で
あ
る
。
し
か
も
第
二
図
の
よ
う
に
直
轄
制
度
の
炭
坑
の
平
均
賃
金
は
六
○
銭

以
上
が
一
○
企
業
中
九
企
業
、
六
○
銭
未
満
は
一
企
業
に
す
ぎ
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
納
屋
制
度
下
の
炭
坑
の
平
均
賃
金
は
、
六
○
銭
以

上
の
も
と
が
四
企
業
に
し
か
す
ぎ
ず
、
四
企
業
が
六
○
銭
を
下
ま
わ
っ
て
い
る
。
更
に
注
目
す
べ
き
は
、
企
業
規
模
の
大
く
な
る
に
従

っ
て
賃
金
が
高
く
な
っ
て
ゆ
く
傾
向
も
み
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
い
で
に
い
え
ば
、
高
島
炭
坑
の
場
合
は
、
坑
夫
の
賃
金
は

六
五
銭
と
な
っ
て
い
る
が
、
実
は
こ
こ
で
の
坑
夫
と
は
手
子
や
選
炭
夫
な
ど
の
比
較
的
低
い
賃
金
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
、
採
炭
夫
だ
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第２図制度別各炭坑の坑夫賃金比較

Ｏは高島炭坑

納屋制度 直轄制度 ｒ、０

り作成注第18表よ
9０

8０ ●

●
●

●

7０ ●
●

。。
●

●

6０
●

●

●

●
●

凸．

50銭

未
満

○
○
○
人

未
滴

○
○
○
人

○○
○Ｏ

Ｒ霊Ｒ霊

未
満

○
○
○
人

以
上

○
○
○
人

未
満

○
○
○
人

以
上

○
○
○
人



3２
け
の
賃
金
を
と
っ
て
み
る
と
も
っ
と
高
く
な
る
は
ず
で
あ
る
。

か
く
し
て
炭
坑
労
働
市
場
の
確
立
を
背
景
と
し
て
、
高
島
炭
坑
で
は
他
炭
坑
よ
り
あ
る
程
度
高
い
賃
金
と
労
働
条
件
を
与
え
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
明
治
二
○
年
代
末
に
も
は
や
姪
桔
化
し
た
納
屋
制
度
を
廃
止
し
、
納
屋
制
度
に
よ
る
こ
と
な
し
に
、
資
本
に
よ
る
直
接
的

な
労
働
力
の
募
集
、
指
揮
、
確
保
が
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

（
３
）
第
二
論
文
、
三
九
頁
。

（
４
）
「
高
島
炭
坑
事
務
長
日
誌
抜
華
」
、
『
日
本
労
働
運
動
史
料
』
第
一
巻
、
五
九
頁
。

（
５
）
因
み
に
あ
る
資
料
は
納
屋
制
度
の
下
に
多
く
の
出
稼
魁
民
を
坑
夫
と
し
て
包
摂
し
て
い
た
筑
豊
の
諸
炭
坑
の
賃
金
が
、
明
治
二
三
年
頃
、
明

ら
か
に
日
雇
農
民
よ
り
高
か
っ
た
こ
と
を
明
確
に
示
し
て
い
る
。
『
農
事
調
査
』
は
田
川
郡
に
つ
い
て
「
本
郡
西
部
ハ
去
ル
十
八
年
ヨ
リ
坑
業

年
ヲ
逐
テ
進
歩
シ
従
テ
坑
夫
賛
銀
高
キ
ョ
リ
健
壮
ナ
ル
下
男
下
女
一
朝
変
シ
テ
坑
夫
ト
ナ
リ
シ
ョ
リ
雇
人
欠
乏
ヲ
告
ク
ル
ョ
リ
他
郡
村
ヨ
リ
凧

入
し
極
ク
モ
皆
坑
夫
ノ
賃
銀
ヲ
談
ミ
テ
去
テ
坑
夫
ト
ナ
ル
」
云
々
。
『
日
本
労
働
運
働
史
料
』
第
一
巻
、
二
八
頁
。

（
６
）
森
喜
一
『
日
本
労
働
者
階
級
状
態
史
』
、
一
六
頁
、
四
○
頁
以
下
を
参
照
。

高
野
江
は
『
筑
豊
炭
砿
誌
』
に
お
い
て
、
炭
坑
夫
「
等
の
労
働
顛
難
な
る
報
酬
と
し
て
は
其
の
賃
銭
自
か
ら
他
種
労
働
者
よ
り
も
高
額
な
り
」

と
指
摘
し
、
彼
ら
の
生
活
も
「
寒
村
僻
地
の
貧
民
に
比
す
れ
ば
優
に
数
等
の
上
に
あ
る
を
み
る
」
と
述
ぺ
て
い
る
。
七
六
頁
、
八
四
頁
。
か
く

し
て
他
業
種
の
労
働
者
が
炭
坑
に
流
入
す
る
。

（
７
）
高
野
江
は
、
た
と
え
ば
、
遠
賀
郡
の
あ
る
炭
坑
に
つ
い
て
、
「
坑
夫
現
在
総
員
二
百
人
許
に
し
て
他
郡
村
よ
り
出
稼
す
る
し
の
几
ろ
四
分
近

村
に
住
し
て
自
宅
よ
り
通
勤
す
る
も
の
凡
そ
六
分
の
割
合
な
り
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
『
筑
豊
炭
砿
誌
』
、
一
一
四
一
頁
。

（
８
）
同
じ
く
高
野
江
の
指
摘
を
後
に
引
用
す
る
。

（
１
）
丸
山
一
郎
「
鉱
山
業
の
発
達
」
（
『
日
本
資
本
主
義
発
達
史
史
講
座
同
第
二
部
〕
、
一
○
頁
）

（
２
）
炭
坑
の
友
子
制
度
に
お
い
て
、
坑
夫
が
三
年
三
月
で
兄
分
を
持
ち
、
更
に
一
一
一
年
三
月
（
即
ち
六
年
六
ケ
月
で
掘
子
か
ら
大
エ
に
出
世
す
る
、

と
い
う
制
度
は
、
採
炭
労
働
に
お
け
る
熟
練
の
水
噸
を
反
映
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
三
上
徳
三
郎
『
炭
坑
夫
の
生
活
』
（
一
九
二
○
年
）
、

七
四
頁
を
参
照
。

第
二
論
文
、
一
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②
近
代
的
採
炭
機
構
の
存
在
と
労
務
管
理
能
力
の
蓄
積

納
屋
制
度
を
必
然
化
さ
せ
た
第
二
の
条
件
は
、
労
働
力
不
足
と
い
う
客
体
的
条
件
に
加
え
て
、
資
本
制
的
炭
鉱
経
営
に
お
け
る
採
炭

様
式
の
手
労
働
性
と
分
散
性
と
い
う
炭
抗
の
内
部
的
主
体
的
事
情
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
石
炭
業
の
よ
う
に
地
下
採
掘
生
産
様
式
で

は
、
運
搬
部
門
は
と
も
か
く
、
採
炭
部
門
で
は
機
械
化
が
困
難
で
あ
り
、
そ
の
た
め
採
炭
が
も
っ
ぱ
ら
手
労
働
に
依
存
し
、
し
か
も
わ

が
国
の
明
治
年
間
の
支
配
的
な
採
炭
様
式
で
あ
っ
た
残
柱
式
採
炭
法
は
、
切
羽
へ
の
労
働
力
の
分
散
的
配
置
、
各
切
羽
の
労
働
条
件
の

不
均
等
を
著
し
く
し
、
労
働
の
指
揮
、
す
な
わ
ち
労
働
者
の
切
羽
へ
の
操
込
、
配
置
、
労
働
の
監
督
、
賃
金
の
記
帳
、
算
定
、
管
理
を

（
９
）
高
野
江
前
掲
書
、
例
え
ば
二
五
七
頁
、
一
一
六
九
頁
を
参
照
。

（
、
）
隅
谷
三
喜
男
『
日
本
石
炭
産
業
分
析
』
、
三
一
九
頁
。

（
ｕ
）
高
野
江
は
企
業
内
の
採
炭
坑
夫
の
賃
金
が
、
た
と
え
ば
あ
る
炭
坑
で
は
、
一
等
坑
夫
Ⅱ
八
○
’
九
○
銭
、
二
等
Ⅱ
六
○
’
七
○
銭
、
三
等
Ⅱ

四
○
－
五
○
銭
と
等
級
化
し
て
お
り
（
前
掲
表
、
五
二
五
頁
）
、
後
山
の
妻
の
賃
金
を
加
算
す
る
と
、
「
高
額
の
賃
銭
を
得
る
に
至
」
る
（
同
上
、

一
一
二
頁
）
と
指
摘
し
て
い
る
。

（
、
）
高
野
江
前
掲
書
、
二
七
六
頁
。
同
様
の
指
摘
は
六
六
二
頁
に
も
あ
る
。

（
皿
）
『
鉱
夫
待
遇
事
例
』
、
一
四
頁
。

（
皿
）
高
野
江
前
掲
響
、
五
一
一
○
頁
。

（
咽
）
『
鉱
夫
待
遇
事
例
』
、
一
四
頁
。

（
蝿
）
高
野
江
前
掲
書
、
一
一
一
五
一
一
一
頁
。

（
Ⅳ
）
高
島
炭
坑
の
よ
う
な
大
炭
坑
に
お
い
て
は
、
季
節
的
な
出
稼
労
働
者
は
少
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
第
一
五
表
の
よ
う
に
、
炭
坑
労
働
者
の
出

入
に
季
節
性
が
若
干
見
ら
れ
な
い
こ
と
も
な
い
。
す
な
わ
ち
腱
閑
期
の
一
、
二
月
に
入
臓
者
が
や
や
多
く
、
農
繁
期
の
四
、
五
月
に
退
職
者
が

や
や
多
く
な
っ
て
い
る
。

、
〉
『
鉱
夫
待
遇
事
例
』
、
一
四
頁
。

（
四
）
高
野
江
前
掲
書
、
一
一
四
四
頁
。



3４
複
雑
に
し
た
。
こ
う
し
た
採
炭
過
程
の
事
情
が
、
労
働
力
不
足
に
加
え
て
納
屋
制
度
導
入
の
一
つ
の
主
要
な
条
件
で
あ
っ
た
。
明
治
三

○
年
の
納
屋
制
度
の
廃
止
は
こ
う
し
た
採
炭
過
程
に
お
け
る
事
情
の
如
何
な
る
変
化
に
基
づ
い
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。

元
来
わ
が
国
の
石
炭
業
の
大
炭
坑
に
お
い
て
は
明
治
初
頭
か
ら
石
炭
の
運
搬
部
門
は
、
基
本
的
に
は
機
械
化
さ
れ
て
い
た
。
高
島
炭

抗
に
お
い
て
も
す
で
に
み
た
よ
う
に
明
治
初
年
に
わ
が
国
最
初
の
近
代
的
堅
坑
に
蒸
気
巻
揚
機
を
設
置
し
、
坑
内
外
の
炭
車
運
搬
を
機

械
化
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
限
り
で
、
い
わ
ゆ
る
『
共
同
企
業
』
時
代
に
お
い
て
も
機
械
化
さ
れ
た
部
面
の
石
炭
運
搬
に
お
け
る
労
働

者
、
す
な
わ
ち
機
械
運
転
工
や
機
械
工
、
鍛
治
工
な
ど
は
、
採
炭
部
門
が
採
炭
負
講
さ
れ
、
採
炭
部
門
の
労
働
者
が
納
屋
制
度
の
も
と

に
包
摂
さ
れ
て
い
た
の
と
違
っ
て
、
炭
鉱
資
本
の
も
と
に
直
接
雇
用
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
１
）

因
み
に
『
高
島
石
炭
坑
記
』
（
巻
一
二
）
で
は
「
器
械
巻
揚
ケ
方
坑
内
支
配
戸
石
切
抜
風
修
覆
及
び
風
抜
は
此
方
に
て
弁
」
ず
と
あ
り
、

こ
の
部
門
の
労
働
者
は
、
直
接
資
本
の
雇
用
に
よ
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
。
も
っ
と
も
、
機
械
の
運
転
の
主
力
は
、
外
人
技
師
で
あ
り
、

（
２
）

『
高
島
石
炭
坑
記
』
に
よ
れ
ば
「
機
械
方
」
と
し
て
ホ
ー
ル
と
コ
ロ
ウ
ル
の
名
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
当
時
と
し
て
は
、
鉱

夫
総
数
も
三
’
四
百
人
で
あ
り
機
械
職
工
の
数
は
き
わ
め
て
少
数
で
あ
り
一
般
に
坑
夫
が
す
べ
て
納
屋
制
度
の
も
と
に
包
摂
さ
れ
て
い

た
と
み
て
さ
し
つ
か
え
な
い
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
後
藤
経
営
下
の
明
治
九
年
に
、
採
炭
請
負
を
止
し
、
労
働
の
指
揮
講
負
を
中
心
と
す
る
納
屋
制
度
へ
の
再
編
が
行
わ
れ
、

明
治
一
四
年
に
三
菱
の
経
営
に
な
り
炭
坑
の
大
規
模
化
と
近
代
化
の
進
展
の
過
程
で
、
機
械
部
門
の
労
働
者
を
中
心
に
し
て
直
接
盗
本

に
よ
る
雇
用
労
働
者
を
増
大
さ
せ
て
い
っ
た
。

今
明
治
一
六
年
頃
か
ら
二
○
年
代
に
お
け
る
高
島
炭
坑
に
お
け
る
雇
用
形
態
を
み
る
と
、
ま
ず
第
一
に
、
三
菱
本
社
と
雇
用
関
係
に

（
３
）

あ
る
い
わ
ゆ
る
役
員
が
あ
る
。
彼
ら
は
、
炭
坑
経
営
の
上
層
、
及
び
技
師
た
ち
で
あ
り
、
一
尚
給
社
員
で
あ
っ
た
。
次
に
「
場
所
限
傭
員
」

と
い
わ
れ
る
現
地
採
用
の
雇
用
者
が
あ
る
。
こ
れ
は
一
般
に
鉱
夫
あ
る
い
は
炭
坑
労
働
者
で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
ま
た
二
つ
の
雇
用
形
態
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Ｔ
）

に
分
け
ら
れ
る
。
一
つ
は
「
月
給
雇
ノ
者
」
で
あ
り
、
炭
砿
資
本
一
旦
糸
の
中
級
及
び
下
級
の
管
理
職
労
働
者
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
「
各

（
５
）

係
付
属
」
と
呼
ば
れ
た
り
「
小
頭
」
と
呼
ば
れ
た
り
し
て
い
た
。
各
係
は
す
で
に
み
た
よ
う
に
大
き
く
は
事
業
方
と
技
術
方
が
あ
り
、

そ
の
下
に
各
係
が
あ
り
、
明
治
一
六
年
当
時
に
は
、
技
術
方
の
小
頭
が
七
人
、
事
業
方
小
頭
が
三
犯
凪
で
あ
っ
た
。
ま
た
明
治
二
一
年

（
７
）

に
は
犬
養
に
よ
れ
ば
事
業
方
の
う
ち
坑
外
取
締
付
属
が
二
七
人
、
坑
内
取
締
付
属
が
一
○
人
で
あ
っ
た
。
納
屋
頭
も
「
場
所
限
傭
員
」

と
い
う
雇
用
形
態
を
と
っ
た
と
思
わ
れ
れ
が
「
月
給
雇
ノ
者
」
と
は
別
で
あ
る
。

（
８
）

「
場
所
限
傭
員
一
の
も
う
一
つ
の
雇
用
形
態
は
「
日
給
雇
人
」
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
労
働
者
は
、
ま
ず
一
連
の
機
械
に
関
連
す
る
職

（
９
）

工
た
ち
で
あ
る
。
当
時
の
資
料
は
「
坑
外
諸
職
工
」
が
「
日
給
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
一
示
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
坑
内
の
機
械
職
工
の
類

（
Ⅲ
）
（
ｕ
）
（
⑫
）

も
日
給
で
あ
っ
た
こ
と
に
間
違
い
な
い
。
そ
の
ほ
か
「
汽
鋪
鍛
冶
」
職
人
や
「
鋳
物
」
鍛
冶
職
人
、
「
向
槌
」
「
挫
職
」
な
ど
の
一
連
の

職
工
部
類
の
労
働
者
が
日
給
で
あ
っ
た
。
こ
の
日
給
の
職
工
た
ち
は
資
本
の
直
轄
雇
用
で
あ
り
、
納
屋
制
度
の
外
に
あ
っ
た
。

．
（
、
）

職
工
の
．
ほ
か
の
に
日
給
労
働
者
も
い
た
。
た
と
え
ば
「
出
炭
着
到
係
」
が
「
日
給
雇
人
」
で
あ
り
、
そ
の
ほ
か
「
坑
内
付
属
門
看
」
同

「
溶
室
小
使
」
、
「
坑
内
蕊
」
、
「
籍
」
、
「
鍔
馳
」
が
日
給
で
あ
っ
た
．
以
上
の
よ
う
に
日
給
雇
人
は
、
一
つ
は
労
務
管
理
の
末
端
で

（
皿
）

あ
る
採
炭
出
炭
な
ど
の
記
帳
係
や
門
看
、
そ
し
て
小
使
火
番
な
ど
の
間
接
部
門
の
各
種
労
働
者
が
あ
り
、
二
つ
は
、
炭
車
の
運
搬
夫
が
、

（
超
）

す
な
わ
ち
人
力
の
「
箱
押
」
、
馬
匹
に
よ
る
「
馬
丁
」
、
更
に
明
治
一
七
年
に
は
「
坑
木
運
搬
ノ
ミ
直
轄
」
化
が
行
わ
れ
た
か
ら
坑
木
運

搬
夫
な
ど
が
日
給
雇
人
で
あ
っ
た
。

（
⑬
）

こ
れ
ら
「
日
給
雇
人
」
は
納
屋
制
度
の
外
に
あ
っ
た
の
で
一
般
に
納
屋
制
度
下
の
「
坑
夫
」
と
区
別
さ
れ
て
い
た
。
納
屋
制
度
下
に

あ
っ
た
坑
夫
は
基
本
的
に
は
採
炭
夫
、
支
柱
夫
、
堀
進
夫
、
な
ら
び
に
切
羽
か
ら
坑
内
軌
道
ま
で
の
運
搬
夫
（
後
山
）
で
あ
っ
た
。
更
に

（
釦
）

納
屋
制
度
下
の
労
働
者
は
、
一
連
の
納
屋
頭
、
小
頭
等
の
作
業
請
負
の
部
面
に
も
み
ら
れ
る
。
た
と
雪
え
ば
「
車
道
栫
」
あ
る
い
は
「
車

（
皿
）

（
塑
）
（
麗
）

（
鰹
）
〈
路
）

道
修
繕
」
「
坑
内
古
木
場
」
「
瓦
斯
拾
」
「
雑
石
捨
」
更
に
「
石
炭
箱
」
の
掃
嘩
跡
、
修
歸
繕
、
解
体
な
ど
の
諾
作
業
が
、
出
来
一
局
又
は
月
決



６
め
で
請
負
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
作
業
を
行
う
労
働
者
は
作
業
請
負
人
に
雇
用
さ
れ
納
屋
制
度
の
下
に
包
摂
さ
れ
て
い
た
と
思
わ

３

か
く
し
て
高
島
炭
坑
に
お
い
て
、
明
治
三
○
年
に
納
屋
制
度
が
廃
止
す
る
以
前
に
、
炭
坑
労
働
者
の
一
部
に
直
轄
の
雇
用
形
態
が
み

ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
彼
ら
が
全
体
の
労
働
者
の
う
ち
ど
の
く
ら
い
の
数
で
あ
っ
た
か
明
ら
か
に
す
る
資
料
は
な
い
が
、
明
治
四
○

年
頃
の
坑
夫
の
構
成
か
ら
推
測
す
る
と
、
直
轄
形
態
が
明
確
な
機
械
夫
、
工
作
夫
は
一
割
五
分
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
少
な
く
と
も
鉱

夫
の
う
ち
の
一
割
五
分
の
職
工
が
直
轄
制
度
の
も
と
に
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
す
で
に
み
た
よ
う
に
運
搬
夫
、
雑
夫
の
一
部
、

（
麺
）

女
夫
が
直
轄
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
か
ら
二
－
三
割
の
労
働
者
が
す
で
に
二
○
年
代
に
直
轄
制
度
の
も
と
に
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

因
み
に
そ
う
し
た
労
働
者
は
、
当
時
一
般
に
は
、
「
付
属
納
屋
」
す
な
わ
ち
炭
砿
資
本
直
属
の
経
営
す
る
「
納
屋
」
に
収
用
さ
れ
て
い

、
、

（
幻
）

た
ら
し
く
、
明
治
一
七
年
に
従
来
か
ら
の
二
九
人
の
坑
内
「
納
屋
頭
」
が
、
一
九
人
に
削
減
さ
れ
て
残
り
の
一
○
人
が
「
付
属
納
屋
」

（
配
）

、
、

に
命
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
当
時
納
屋
頭
は
二
一
一
一
人
い
た
か
ら
四
人
の
「
納
屋
頭
」
が
坑
外
夫
を
抱
え
る
納
屋
頭
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

し
た
が
っ
て
明
治
二
一
年
の
い
わ
ゆ
る
坑
夫
虐
待
問
題
の
な
か
で
二
○
○
○
人
の
坑
夫
が
す
べ
て
納
屋
制
度
の
下
に
包
摂
さ
れ
て
い

る
か
の
よ
う
に
主
張
さ
れ
た
の
は
正
確
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
資
本
と
労
働
者
の
直
轄
雇
用
と
納
屋
制
度
の
間
接
雇
用
は
、
し

〈
羽
）

ぱ
し
ば
交
替
し
て
お
り
、
か
な
り
錯
綜
し
て
い
た
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

以
上
に
み
た
よ
う
に
明
治
二
○
年
代
に
直
轄
雇
用
さ
れ
て
い
た
労
働
者
は
機
械
の
運
転
、
下
級
管
理
部
門
、
機
械
体
系
に
従
属
し
た

運
搬
部
門
、
更
に
小
使
や
火
番
な
ど
の
間
接
部
門
の
労
働
者
で
あ
る
が
、
彼
ら
が
納
屋
制
度
か
ら
解
放
さ
れ
て
い
た
理
由
は
、
基
本
的

に
は
機
械
体
系
の
下
で
労
働
が
手
労
働
性
と
分
散
性
か
ら
解
放
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
あ
る
。
特
に
、
箱
押
夫
は
、
直
接
機
械
労
働
者
で

は
な
か
っ
た
が
、
機
械
運
搬
に
直
結
し
た
部
面
で
働
く
こ
と
に
よ
っ
て
機
械
体
系
に
従
属
し
出
来
高
賃
金
形
態
を
と
ら
ず
日
給
（
時
間

賃
金
）
形
態
を
と
り
、
納
屋
制
度
に
よ
る
特
殊
な
労
働
の
指
揮
か
ら
解
放
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

れ
る
。
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で
は
明
治
三
○
年
に
至
っ
て
採
炭
部
門
を
中
心
と
し
た
労
働
者
は
、
何
を
条
件
と
し
て
納
屋
制
度
か
ら
解
放
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

採
炭
部
門
に
お
け
る
機
械
化
は
、
一
般
的
に
は
コ
ー
ル
・
カ
ッ
タ
ー
、
切
羽
コ
ン
ベ
ア
ー
の
導
入
で
あ
り
、
本
格
的
に
は
昭
和
の
初

期
か
ら
戦
後
に
ま
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
納
屋
制
度
は
昭
和
初
期
ま
で
に
は
少
な
く
と
も
大
炭
砿
で
は
ほ
と
ん
ど
消
滅
し
て

お
り
、
明
治
末
年
に
お
い
て
さ
え
ほ
質
大
半
は
消
滅
し
て
い
た
の
で
麩
蕊
。
し
た
が
っ
て
納
屋
制
度
を
必
然
化
し
た
ほ
ど
の
採
炭
機
構

に
お
け
る
手
労
働
性
と
分
散
性
の
克
服
は
採
炭
部
門
の
機
械
化
の
以
前
に
生
じ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
機
械
化
に
先
行
す
る
採
炭
機
構

の
手
労
働
性
と
分
散
性
に
あ
る
程
度
の
変
更
を
加
え
た
の
は
長
壁
式
採
炭
法
で
あ
る
。
長
壁
式
採
炭
法
と
は
、
一
定
の
長
さ
の
間
隔
で

平
行
に
一
一
つ
の
坑
道
を
通
し
、
そ
れ
を
や
や
斜
め
に
し
て
横
に
切
り
込
み
、
一
○
○
’
三
○
○
メ
ー
ト
ル
の
切
羽
を
つ
く
り
、
そ
れ
を
採

掘
す
る
も
の
で
延
裂
・
長
壁
式
の
導
入
に
よ
っ
て
起
こ
る
採
炭
様
式
に
お
け
る
変
化
は
、
第
一
に
、
労
働
の
集
中
化
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
従
来
の
残
柱
式
旧
お
城
る
切
羽
の
長
さ
は
小
さ
眠
馴
の
召
「
間
耐
臼
五
間
、
大
劃
附
も
の
で
一
！
○
間
か
ら
五
○
間
（
一
一
○
’
一
○

○
メ
ー
ト
ル
）
で
あ
っ
た
が
、
長
壁
式
で
は
、
そ
れ
よ
り
数
倍
の
長
さ
で
あ
叉
切
羽
の
大
規
模
化
に
よ
り
坑
夫
の
同
一
切
羽
へ
の
集

中
を
も
た
ら
し
、
同
時
に
そ
れ
は
労
働
条
件
の
平
準
化
、
監
督
労
働
と
そ
の
経
費
の
節
約
を
よ
び
お
こ
す
。
第
二
に
、
当
然
に
労
働
生

産
性
を
高
め
る
こ
と
で
あ
る
。
労
働
の
集
中
が
生
産
性
を
高
め
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
特
に
指
摘
し
て
お
く
べ
き
こ
と
は
、
切

（
釦
）

羽
が
単
一
化
し
た
た
め
通
風
が
容
易
に
な
っ
た
こ
と
も
、
労
働
生
産
性
を
一
同
め
る
役
割
を
果
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
第
三
に
、
生
産
の
計

画
性
が
高
ま
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
残
柱
式
採
炭
法
が
不
規
則
に
狭
い
坑
道
を
掘
進
し
、
計
画
性
に
乏
し
か
っ
た
の
に
対
し
て
、
長
壁
式

（
鵠
）

は
「
規
則
的
に
先
づ
坑
道
の
幅
、
間
隔
を
定
め
」
、
計
画
性
を
与
え
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
労
働
配
置
の
計
画
性
と
規
則
性
が
生

じ
る
こ
と
に
な
る
。
第
四
に
、
機
械
導
入
の
条
件
を
つ
く
り
だ
す
こ
と
に
な
る
。
事
実
コ
ー
ル
・
カ
ッ
タ
ー
、
切
羽
コ
ン
ベ
ア
ー
な
ど

（
艶
）

の
導
入
は
長
壁
式
の
採
用
を
前
提
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
長
壁
式
採
炭
法
は
、
納
屋
制
度
の
存
立
条
件
の
一
つ
で
あ
っ
た
採
様
式
に
お
け
る
手
労
働
性
と
分
散
性
を
か
な
り
の
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程
度
止
場
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
従
っ
て
一
般
的
な
納
屋
制
度
の
廃
止
時
期
は
、
ほ
蟹
長
壁
式
の
導
入
と
普
及
の
時
期
と

一
致
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
明
治
四
十
年
代
か
ら
大
正
年
代
に
納
屋
制
度
の
廃
止
が
全
般
化
す
る
の
に
対
し
て
、
長
壁
式
の
採
用
の
一

般
化
も
や
は
り
明
治
四
○
年
代
か
ら
大
正
年
代
で
あ
っ
趣
。
こ
れ
に
よ
っ
て
長
壁
式
の
導
入
は
、
終
局
的
に
は
納
屋
制
度
廃
止
の
技
術

的
な
基
礎
条
件
を
な
し
た
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
明
治
末
年
の
一
連
の
大
炭
坑
に
お
け
る
納
屋
制
度
の
廃
止
は
、
す
べ
て
の
大
炭
坑
に
長
壁
式
採
炭
法
の

導
入
を
直
接
条
件
と
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
何
故
な
ら
、
明
治
末
年
に
お
け
る
長
壁
式
採
炭
法
の
導
入
状
況
を
み
る
と
長
壁
式
採

炭
法
の
導
入
さ
れ
た
炭
坑
で
は
直
轄
制
度
が
み
ら
れ
、
残
柱
式
採
炭
法
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
炭
坑
で
は
納
屋
制
度
が
残
存
し
て
い
る
、

と
い
う
明
確
な
事
態
は
現
わ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
第
一
九
表
に
示
し
た
よ
う
に
、
明
治
四
○
年
頃
に
直
轄
制
度
の
炭

第19表採炭法と納屋制度の関連

第
諜

、
ノ

ア
』

○
○
○
○

服
一
二
宣

〔
）
（
〕

ｏ
ｏ
ｌ
６
ｌ
ｏ

勺
〆
大
工
出
緬
一
士
虹
朽
弘
》

爵
Ⅲ
薊

○
○
○
○
○

注１直轄納屋制度の区別は『鉱夫待遇

事例』（明治39年）

２採炭法については『本邦鉱業一斑』

（明治43年）高野江『日本炭砿誌』参照。

３納屋制度の炭坑は明治39年以後直

轄化したかも知れないが，ここでは直轄

制度を中心にみればよい。

長壁式 残柱式 併用

夕張第二

新夕張第一

満ノｉｉｌｉ

三井山野

相１１ｌ

三井田川

宮崎豊州

池

高Ｋｉｒ

柚木原

杵島

松浦

○

・○○
○○○○
○○

0 ３ ６

一知別城入田瀬波田任知
癖春

山夕空幾王新鯰二穂上大相 ○

○

○

○○○○○
１ １ ６

￣

直

轄

ｉＩｉＩＩ

度



３９滴島鵬坑における納屋制度の解体過程

こ
う
し
て
中
小
炭
坑
と
較
べ
て
み
る
と
残
柱
式
採
炭
法
下
の
大
炭
坑
で
も
、
採
炭
の
計
画
性
、
大
規
模
化
（
労
働
の
条
件
の
均
質
化
、

労
働
の
集
約
化
）
が
著
し
く
、
納
屋
制
度
に
よ
る
特
殊
な
労
働
の
指
揮
を
解
消
し
う
る
主
体
的
条
件
を
強
め
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

坑
に
お
い
て
、
長
壁
式
採
炭
法
を
導
入
し
た
炭
坑
は
大
坑
、
た
だ
し
残
柱
式
と
の
併
用
で
、
長
壁
式
の
み
は
ゼ
ロ
で
あ
り
、
残
柱
法
の

み
は
三
坑
も
あ
る
。
逆
に
、
納
屋
制
度
の
み
で
あ
っ
た
諸
炭
坑
で
も
、
長
壁
式
の
採
炭
は
進
ん
で
い
る
。
も
っ
と
も
残
柱
式
と
の
併
用

が
多
い
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
納
屋
制
度
の
残
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
の
み
、
残
柱
式
が
多
い
と
い
う
傾
向
は
必
ず
し
も
存
在
し
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
隅
谷
氏
の
指
摘
す
る
如
く
、
一
方
で
は
「
日
本
で
は
、
一
般
に
採
炭
機
構
が
大
規
模
化
し
な
か
っ
た
残
柱
式
等
の
一

丁
切
羽
に
納
屋
綱
度
ｌ
崎
に
は
頭
領
制
さ
え
ｌ
が
長
く
存
続
し
」
た
こ
と
が
鬘
で
あ
る
と
し
て
も
、
し
か
し
「
長
篝
を
採
用

（
釦
）

し
た
大
炭
坑
で
は
早
く
納
屋
制
度
さ
え
解
体
し
て
い
っ
た
」
と
は
必
ず
し
も
い
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

高
島
炭
坑
に
お
い
て
も
、
明
沽
三
○
年
に
納
屋
制
度
が
廃
止
さ
れ
た
時
期
に
は
、
長
壁
式
採
炭
法
は
導
入
さ
れ
て
お
ら
ず
、
残
柱
式

採
炭
法
で
あ
り
、
長
壁
式
採
炭
法
の
導
入
は
大
正
一
○
年
頃
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
残
柱
式
採
炭
法
下
で
、
納
屋
制
度
を
廃
止
す
る
に

至
っ
た
技
術
上
の
条
件
は
ど
こ
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

私
の
み
る
と
こ
ろ
で
は
、
高
鳥
炭
坑
に
限
ら
ず
、
長
壁
式
採
炭
法
の
導
入
に
先
立
つ
納
屋
制
度
を
廃
止
し
た
先
駆
的
大
炭
坑
で
は
採

炭
機
構
の
部
面
に
お
い
て
特
に
大
き
な
技
術
的
変
化
が
見
ら
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
あ
え
て
い
え
ば
、
先
駆
的
に
納
屋
制
度
の
廃
止
に

踏
切
っ
た
炭
坑
に
お
い
て
は
、
元
来
が
大
炭
坑
で
あ
り
、
残
柱
式
採
炭
法
の
下
で
、
最
大
限
に
採
炭
の
計
画
性
を
高
め
、
切
羽
の
大
型

化
、
坑
内
運
搬
軌
道
の
十
全
な
る
配
置
が
行
わ
れ
、
手
労
働
性
と
分
散
性
が
あ
る
程
度
克
服
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
高
島

炭
坑
に
お
い
て
後
期
納
屋
制
度
が
導
入
さ
れ
た
明
治
九
年
の
頃
か
ら
較
べ
れ
ば
、
明
治
一
一
一
一
年
以
降
の
新
坑
の
採
炭
機
構
の
近
代
化
は

（
釘
）

著
し
い
も
の
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
因
み
に
鉱
夫
数
は
二
倍
、
出
炭
高
も
、
二
・
六
倍
に
増
え
て
い
る
。
坑
内
運
搬
の
動
力
化
も
こ

（
銘
）

の
時
期
だ
と
思
わ
れ
る
。



4０ 
そ
う
し
た
条
件
を
ふ
ま
え
て
、
納
屋
制
度
が
資
本
に
と
っ
て
の
樫
桔
と
な
っ
て
ゆ
く
過
程
で
、
資
本
直
系
ラ
イ
ン
に
よ
る
経
営
、
労

務
両
管
理
能
力
の
蓄
秋
は
、
納
屋
制
度
の
必
要
性
の
一
部
を
除
去
す
る
こ
と
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
高
島
炭
坑
は
三
菱
の
経
営
に
な
る

（
胡
）

、
、
（
側
）

と
、
経
営
体
制
を
近
代
化
し
、
直
接
資
本
系
統
に
よ
る
労
務
管
理
体
制
を
強
化
し
て
い
る
。
現
に
明
治
二
一
年
の
納
屋
制
度
の
改
善
に

際
し
て
も
納
屋
制
度
の
廃
止
の
蝿
に
も
炭
砿
資
本
は
、
納
屋
頭
の
反
対
を
簡
単
に
抑
圧
し
た
。
こ
の
よ
う
に
炭
砿
資
本
は
、
少
な
く
と

も
明
治
二
○
年
代
に
お
い
て
は
、
す
で
に
直
接
採
炭
部
門
に
お
け
る
労
務
管
理
鵬
焔
を
保
持
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
が
明
治
二
○
年
代
前
半
に
納
屋
制
度
が
廃
止
さ
れ
な
か
っ
た
の
は
、
一
方
で
は
当
時
に
あ
っ
て
は
労
働
力
不
足
が
ま
だ
著
し

く
、
労
働
市
場
の
面
か
ら
納
屋
制
度
の
存
続
の
必
要
性
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
他
方
で
は
、
当
時
に
あ
っ
て
は
ま
だ
そ
れ
ほ
ど
納
屋
制

度
の
存
在
が
資
本
と
矛
盾
せ
ず
、
資
本
に
と
っ
て
充
分
利
用
価
値
の
あ
る
制
度
だ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

し
た
が
っ
て
明
治
三
○
年
に
高
島
炭
坑
に
お
け
る
納
屋
制
度
の
廃
止
は
、
一
方
で
は
、
採
炭
機
梢
に
お
け
る
手
労
働
性
と
分
散
性
が

十
分
克
服
さ
れ
る
以
前
に
、
資
本
が
納
屋
制
度
に
依
存
す
る
こ
と
な
く
独
自
に
労
務
管
理
能
力
を
獲
得
し
て
お
り
、
他
方
で
は
炭
坑
労

働
市
場
の
確
立
に
よ
っ
て
、
労
働
力
の
導
入
、
確
保
が
容
易
化
し
た
と
い
う
二
つ
の
条
件
の
う
え
に
実
現
し
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

〆■、〆へ－、グー、￣、￣、￣、デー、

８７６５４３２１ 
－’、-〆、‐〆ﾐーン－－、－＝、＝グ、－"

同
上
、
五
三
頁
。

『
明
治
文
化
全
集
』
第
一
五
巻
、

『
日
本
労
働
運
動
史
料
』
第
一
巻
、
五
五
頁
。

『
三
菱
社
誌
』
明
治
一
一
一
一
年
度
、
二
六
○
頁
、

「
高
島
炭
坑
事
務
長
日
誌
抜
要
」
、
『
日
本
労
働
運
動
史
料
』
第
一
巻
、
五
四
頁
。

同
上
、
五
四
頁
。

第
一
論
文
、
六
【

同
上
、
五
一
頁
。 六
四
頁
。
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〆■、〆■、￣、〆■、〆向、グー、デー、〆へ戸■、
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勇璽lii1頤電？

塞霊霊韓

〆■、〆へ〆戸、

２９２８２７ 
、‐〆、￣、－グ

同
上
、
五
五
頁
。

同
上
、
五
五
頁
。

同
上
、
五
五
頁
。

同
上
、
五
六
頁
。
尚
彼
ら
は
「
先
般
棹
取
小
頭
の
請
負
ト
ナ
セ
シ
モ
不
都
合
一
一
付
又
直
轄
卜
為
」
の
で
あ
る
。
同
上
。

も
っ
と
も
馬
丁
は
、
明
治
一
七
年
一
一
一
月
に
「
直
轄
ヲ
発
シ
請
負
ト
為
」
さ
れ
た
。
同
上
、
五
七
頁
。

明
治
一
六
年
三
月
一
一
五
日
に
第
一
坑
内
の
馬
匹
運
搬
を
や
め
て
「
今
般
車
道
ヲ
改
良
シ
馬
一
一
換
ル
ー
人
ヲ
以
テ
シ
馬
八
頭
ヲ
減
シ
日
給
州
銭

ノ
箱
押
十
人
ヲ
用
フ
」
。
同
上
、
五
四
頁
。

Iま
、 同同同

上上上
、、､

五五五

七七五

頁頁頁
。ＣＯ

同
上
、
五
七
頁
。

、
、
、
、

「
事
務
長
日
誌
」
に
は
「
坑
夫
虹
〈
他
雇
人
」

同
上
、
五
四
頁
。

同
上
、
五
四
頁
。

同
上
、
五
五
頁
。

「
女
夫
賃
金
ス
ベ
テ
一
日
十
二
銭
」
云
々
か
ら
み
れ
ば
彼
女
ら
は
日
給
で
あ
り
直
轄
夫
で
あ
っ
た
。
同
上
、

、
女
は
坑
内
に
後
山
と
し
て
は
働
い
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
『
鉱
夫
待
遇
事
例
』
、
六
頁
を
参
照
。

同
上
、
五
九
頁
。

同
上
、
五
七
頁
。

た
と
え
ば
、
明
治
一
六
年
七
月
に
「
坑
外
棹
取
丼
二
坪
ロ
枠
木
下
人
員
五
十
名
直
轄
雇
ヲ
廃
止
…
…
請
負
ト
ナ
ス
」
、
同
年
九
月
「
坑
内
棹

と
い
う
云
い
方
が
み
ら
れ
る
。
同
上
、
五
六
頁
。

五
七
頁
。
因
み
に
高
島
炭
坑
で



4２ 

（
釦
）
隅
谷
前
掲
「
納
屋
制
度
の
成
立
と
崩
壊
」
、
『
思
想
』
四
三
四
号
、
一
一
一
頁
’

（
皿
）
山
口
、
山
田
『
石
炭
』
（
高
山
響
院
）
五
七
頁
。

亜
）
厚
見
利
作
『
石
炭
と
石
炭
業
の
知
識
輿
一
八
七
頁
。

（
銘
）
同
上
、
一
八
七
頁
。

（
鍵
）
山
口
、
山
田
前
掲
番
、
五
七
頁
。

弱
）
同
上
、
五
七
頁
。

死
）
隅
谷
前
掲
論
文
、
一
○
八
頁
。

（
師
）
第
二
論
文
、
二
六
頁
参
照
。

（
鍋
）
同
上
、
二
六
－
八
頁
参
照
。

（
羽
）
同
上
、
二
九
頁
参
照
。

耐
）
「
納
屋
頭
等
之
ヲ
奇
貨
ト
シ
テ
種
々
ノ
噸
ヲ
喋
々
シ
不
穏
ノ
色
ア
リ
シ
モ
改
良
ノ
件
ヲ
発
布
セ
シ
ョ
リ
納
屋
頭
ノ
苦
情
ハ
頓
二
氷
解
セ
シ
」

「
事
務
長
日
誌
」
。
前
掲
表
六
六
頁
。

（
虹
）
「
直
轄
制
度
実
施
（
一
一
一
一
日
Ｉ
引
用
者
）
後
坑
夫
ノ
ー
部
罷
業
彼
是
交
渉
ノ
末
十
六
日
ヨ
リ
悉
皆
全
坑
セ
シ
ガ
、
二
十
一
日
一
一
至
り
再
同
盟

罷
業
ノ
拳
二
出
デ
、
一
一
十
六
日
二
至
り
入
坑
就
業
セ
リ
」
。
『
一
一
一
菱
社
誌
』
三
○
年
度
、
一
九
三
頁
。

（
妃
）
「
事
務
長
日
誌
」
に
み
ら
れ
る
一
連
の
労
務
管
理
策
は
、
例
え
ば
明
治
一
六
年
一
月
五
日
、
「
納
屋
頭
ヲ
召
集
シ
坑
夫
ヲ
減
少
ス
ヘ
キ
ヲ
論
ス
」
、

明
治
一
七
年
一
月
二
日
、
「
従
来
両
坑
納
屋
頭
二
九
名
ノ
所
糖
選
ノ
上
十
九
名
ヲ
残
シ
余
ハ
付
属
納
屋
ト
ナ
ス
」
、
一
七
年
二
月
一
日
の
「
坑
内

事
業
賃
総
テ
ニ
割
ヲ
減
ス
」
な
ど
、
一
連
の
賃
引
下
げ
、
雇
用
形
態
の
変
更
、
納
屋
頭
へ
の
命
令
等
な
ど
、
炭
砿
資
本
の
納
屋
頭
へ
の
支
配
権
、

間
接
坑
夫
へ
の
統
括
術
を
如
実
に
示
す
も
の
で
あ
る
。

取
鐘
引
瓦
斯
掻
火
番
大
工
小
取
ノ
直
轄
ヲ
発
シ
…
…
請
負
ト
ナ
ス
」
、
同
一
一
月
に
は
「
坑
内
火
番
」
を
再
直
轄
に
し
、
一
七
年
三
月
に
は
再

び
「
坑
木
運
擬
ノ
請
負
ヲ
発
シ
直
轄
卜
為
シ
」
、
「
坑
外
使
用
ノ
馬
井
二
馬
丁
ト
モ
一
一
直
轄
ヲ
発
シ
請
負
卜
為
と
、
等
々
・
前
掲
『
日
本
運
動

史
料
』
第
一
巻
「
事
務
長
日
誌
」
参
照
。

隅
谷
前
掲
「
納
屋
制
度
の
成
立
と
崩
壊
」
、
『
思
想
』
四
三
四
号
、
一
一
一
頁
。

山
口
、
山
田
『
石
炭
』
（
高
山
響
院
）
五
七
頁
。

厚
見
利
作
『
石
炭
と
石
炭
業
の
知
識
輿
一
八
七
頁
。
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Ⅲ
資
本
に
よ
る
直
接
的
な
鉱
夫
募
集
の
実
施

納
屋
制
度
の
廃
止
は
、
納
屋
頭
に
よ
る
鉱
夫
募
集
、
労
働
の
指
揮
、
納
屋
経
営
に
よ
る
労
働
者
の
生
活
管
理
・
炭
坑
へ
の
緊
縛
の
代

行
を
や
め
て
、
資
本
が
直
接
そ
れ
ら
の
機
能
を
遂
行
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
次
に
、
高
島
炭
坑
に
お
い
て
、
実
際
に
納

屋
制
度
が
ど
の
よ
う
に
消
滅
し
て
い
っ
た
か
、
納
屋
制
度
の
諸
機
能
を
資
本
が
ど
の
よ
う
に
直
接
遂
行
す
る
よ
う
に
な
っ
た
か
、
を
明

ら
か
に
し
た
い
。
こ
の
点
が
実
証
さ
れ
て
は
じ
め
て
納
屋
制
度
の
解
体
が
実
証
的
に
分
析
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

納
屋
制
度
の
解
体
は
、
ま
ず
第
一
に
、
納
屋
頭
に
よ
る
鉱
夫
の
募
集
、
し
か
も
納
屋
頭
に
よ
る
鉱
夫
の
労
働
の
指
揮
、
納
屋
経
営
に

よ
る
労
働
者
の
生
活
管
理
、
炭
坑
へ
の
緊
縛
、
竿
と
有
機
的
に
結
び
つ
い
た
鉱
夫
の
募
集
が
、
と
り
や
め
ら
れ
て
、
鉱
夫
の
募
集
が
直

接
資
本
の
手
に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。

資
本
に
よ
る
坑
夫
の
直
接
的
な
募
集
は
、
納
屋
制
度
廃
止
直
後
の
資
料
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
る
。
高
島
炭
坑
の
『
年
報
』
に
よ
れ
ば
、

「
本
年
度
中
坑
夫
募
集
ノ
為
ノ
係
員
ヲ
各
地
方
二
出
張
セ
シ
メ
タ
ル
人
員
度
数
其
費
シ
タ
ル
日
数
ヲ
通
算
ス
レ
ハ
左
ノ
如
シ

広
島
地
方
一
一
人
十
五
度
弐
百
九
日

岐
阜
”

一
〃

一
〃

拾
一
”

愛
媛
”

一一一〃
五
〃

八
七
〃

山
口
”

一
〃

一
〃

拾
二
”

佐
賀
”

一
か

｜
〃

五
〃

大
分
”

一
〃

｜
が

二
八
〃

第
三
節
高
島
炭
坑
に
お
け
る
納
屋
制
度
の
消
滅
過
程



4４ 

あ
る
い
は
ま
た
明
治
三
一
年
の
一
一
一
菱
「
社
誌
』
は

、
、

「
高
島
炭
坑
々
夫
募
集
等
ノ
為
備
員
出
張
ノ
場
合
一
一
ハ
同
炭
坑
場
所
限
傭
員
旅
費
定
額
二
拠
ラ
ス
、
本
社
旅
費
規
則
第
一
条
ヲ
準
用

（
２
）
 

支
配
ス
ル
コ
ト
ト
ナ
ス
」
と
記
し
て
い
る
。

以
上
の
資
料
に
よ
っ
て
納
屋
制
度
の
廃
止
後
、
坑
夫
の
募
集
は
炭
砿
資
本
の
手
で
し
か
も
炭
砿
経
営
者
直
々
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と

島
根
”

｜
グ

ー
”
．

一一一一ハク「

本
県
内

一一一〃
一
二
〃

一
一
一
ハ
〃

支
配
人
大
木
良
直
ハ
端
島
在
勤
事
務
横
田
七
郎
ヲ
随
へ
十
月
八
日
熊
本
地
方
出
張
十
三
日
帰
山
左
三
十
一
日
ヨ
リ
本
社
へ
参
向
ノ
為

上
京
十
一
月
廿
八
日
帰
山
副
支
配
人
中
村
武
治
〈
十
月
八
日
ヨ
リ
筑
後
地
方
二
出
張
十
四
日
帰
山
五
月
廿
一
一
日
本
社
へ
参
向
ノ
為
〆
上

（
１
）
 

一
夙
廿
二
日
帰
山
」

し
か
し
坑
夫
の
募
集
は
、
明
治
三
○
代
以
後
大
正
期
に
至
る
ま
で
必
ず
し
も
容
易
で
は
な
か
っ
た
の
よ
う
で
、
例
え
ば
、
明
治
四
○

年
の
砿
業
所
の
あ
る
資
料
は
、

「
高
島
ハ
昨
年
三
月
坑
内
瓦
斯
爆
発
二
際
シ
多
数
ノ
罹
災
者
ヲ
出
シ
端
島
ハ
一
昨
年
八
月
水
災
二
基
因
シ
頓
二
坑
夫
ノ
数
ヲ
減
シ
ダ

（
３
）
 

ル
ヲ
以
テ
爾
来
各
方
面
ノ
募
集
二
従
事
セ
ル
モ
特
二
近
来
一
般
事
業
勃
興
ノ
為
〆
応
募
者
少
ナ
ク
之
力
補
充
ヲ
ナ
ス
克
ワ
ス
」
と
述
べ

が
わ
か
る
。

こ
う
し
て
納
屋
制
度
廃
止
後
の
坑
夫
の
不
足
、
す
で
に
分
析
し
た
よ
う
な
労
働
移
動
の
過
多
は
、
納
屋
制
度
廃
止
後
の
経
営
問
題
の

重
大
な
隣
路
の
一
つ
で
あ
る
が
、
涜
本
は
、
地
方
へ
係
員
を
派
遣
し
て
坑
夫
を
募
集
す
る
ほ
か
そ
う
し
た
状
況
に
対
応
す
べ
く
従
来
か

（
４
）
 

ら
募
集
を
行
っ
て
い
る
地
方
に
募
集
人
を
置
き
、
一
種
の
労
働
力
供
給
の
請
負
業
者
を
通
じ
て
新
し
い
労
働
力
の
定
期
的
な
痩
保
に
そ

て
い
る
。



４５高島炭坑における納屋制度の解体過程
な
え
て
い
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
『
鉱
夫
調
査
概
要
』
〈
明
治
四
三
年
）
は
、
高
島
炭
砿
で
は
「
広
島
及
米
子
（
鳥
取
県
）
一
一
各
一
名
長
崎
二
五
名
ノ

周
旋
人
ヲ
置
キ
募
集
ノ
コ
ト
ヲ
取
扱
ハ
シ
ム
而
シ
テ
周
旋
人
二
対
ス
ル
報
酬
ハ
広
島
米
子
ヲ
遠
地
卜
称
シ
遠
地
募
集
者
ニ
ハ
応
募
者
一

名
一
一
付
手
数
料
四
円
長
崎
ハ
三
円
五
十
銭
但
シ
其
報
酬
ハ
炭
砿
一
一
於
テ
体
格
検
査
其
ノ
他
ノ
手
続
ヲ
為
シ
採
用
シ
タ
ル
場
合
二
支
給
ス

こ
の
よ
う
に
資
本
に
よ
る
坑
夫
の
直
接
的
な
募
集
と
い
っ
て
も
、
公
的
な
労
務
供
給
機
関
が
整
備
さ
れ
な
い
段
階
で
は
、
新
規
労
働

力
の
供
給
は
、
請
負
的
な
色
彩
の
強
い
労
働
力
供
給
業
者
Ⅱ
「
周
旋
人
「
｜
に
頼
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

で
は
力
資
本
に
よ
る
こ
の
よ
う
な
直
接
的
募
集
で
、
ど
の
く
ら
い
の
新
規
労
働
力
が
集
め
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
は
非
常
に

重
要
な
点
で
あ
る
が
、
十
分
事
態
を
明
ら
か
に
す
る
資
料
が
な
い
。
し
か
し
高
島
炭
坑
の
『
諾
調
査
表
』
に
よ
る
と
明
治
四
○
年
の
一

月
か
ら
六
月
ま
で
の
「
募
集
人
員
」
は
「
一
二
三
人
」
、
「
其
費
額
」
「
六
○
円
○
七
銭
」
「
一
人
当
平
均
」
「
長
崎
地
方
費
」
は
「
三
円
五

と
指
摘
し
て
い
る
。

ル
モ
ノ
ト
ス

在
長
崎
ノ
周
旋
人
二
対
シ
テ
ハ
左
ノ
割
合
ニ
テ
追
給
ス

一
箇
月
ノ
募
集
人
員

十
人
二
連
ス
ル
ト
キ
ハ
金
三
円

同
十
四
人
迄
ハ
ー
人
二
付
金
三
十
銭
増

同
十
五
人
以
上
ノ
ト
キ
ハ
金
七
円
五
十
銭

同
十
九
人
迄
ハ
ー
人
二
付
金
五
十
銭
増
シ

同
二
十
五
人
ニ
達
ス
ル
ト
キ
ワ
金
二
十
五
円（戸、）

同
二
十
五
人
以
上
ハ
ー
人
二
付
金
一
円
増
シ
」



4６ 

充
さ
れ
た
も
の
と
考
え
る
。

た
と
え
ば
『
鉱
夫
調
査
概
要
』
は
高
島
炭
砿
に
お
い
て
は
「
遠
地
鉱
夫
ノ
炭
砿
二
来
ル
間
ノ
費
用
ハ
会
社
之
ヲ
負
担
ス
来
山
者
ニ
シ

（
７
）
 

テ
採
用
セ
ラ
レ
タ
ル
場
合
ハ
帰
国
ノ
ト
キ
相
当
ノ
帰
国
旅
費
ヲ
支
給
ス
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
指
摘
は
、
流
れ
坑
夫
が
、
旅
費
を

会
社
負
担
と
し
て
高
島
炭
坑
に
自
発
的
に
流
入
し
て
い
る
こ
と
、
更
に
、
高
島
炭
坑
へ
募
集
ル
ー
ト
に
の
ら
ず
に
新
規
労
働
者
が
来
山

し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
納
屋
制
度
廃
止
後
の
資
本
に
よ
る
労
働
力
募
集
は
、
横
断
的
な
炭
坑
労
働
市
場
を
通
じ
て
流
入
、
供
給
さ
れ
る
労

（
８
）
 

働
者
だ
け
で
は
充
し
雲
え
な
い
労
働
需
要
を
補
充
す
る
補
足
的
な
労
働
力
供
給
方
法
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

し
か
し
労
働
力
の
全
体
と
し
て
の
不
足
傾
向
は
当
時
ま
だ
存
在
し
て
い
た
し
、
「
周
旋
人
」
制
度
は
そ
れ
に
対
応
し
た
一
つ
の
制
度

で
あ
る
。
こ
う
し
た
手
数
料
付
の
請
負
的
坑
夫
募
集
制
度
は
、
納
屋
制
度
の
廃
止
後
に
現
わ
れ
た
主
と
し
て
単
身
者
坑
夫
の
「
合
宿
」

（
６
）
 

○
銭
」
、
「
愛
媛
島
根
地
方
墓
集
費
」
は
「
九
円
二
八
銭
六
厘
」
か
か
っ
て
い
る
。
こ
の
資
料
に
よ
れ
ば
、
結
属
鐸
鐵
本
が
直
接
募
集
す
る

坑
夫
は
、
年
間
に
二
五
○
’
三
○
○
人
程
度
で
は
な
か
っ
た
か
、
と
い
う
推
測
が
な
り
た
つ
。
し
か
し
明
治
四
○
年
は
さ
き
の
指
摘
の

と
お
り
坑
夫
の
募
集
が
う
ま
く
ゆ
か
な
か
っ
た
か
ら
、
通
年
は
も
っ
と
多
か
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。

し
か
し
当
時
の
鉱
夫
の
流
動
性
は
高
く
、
資
本
の
手
で
直
接
年
間
に
新
規
労
働
力
を
四
○
○
’
五
○
○
人
位
導
入
し
た
と
し
て
も
、

そ
れ
だ
け
で
流
出
鉱
夫
を
補
充
し
え
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
当
時
の
一
年
間
に
お
け
る
鉱
夫
の
退

職
年
は
、
鉱
夫
総
数
の
八
○
’
一
○
○
％
近
く
で
あ
っ
た
か
ら
、
一
年
間
に
ほ
ぼ
二
○
○
○
人
か
ら
二
五
○
○
人
近
く
が
退
職
し
て
い

っ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
を
錨
鎖
す
る
第
一
の
方
法
と
し
て
、
資
本
に
よ
る
新
規
労
働
力
の
募
集
で
四
○
○
’
五
○
○
人
が
錨
器
さ
れ

た
と
し
て
も
、
残
り
の
一
五
○
○
’
二
○
○
○
人
は
ど
こ
か
ら
補
充
さ
れ
る
の
か
。

私
は
こ
の
鉱
夫
は
、
第
一
に
鉱
夫
の
自
発
的
な
流
入
、
第
二
に
録
故
関
係
を
媒
介
と
す
る
新
規
労
働
力
の
自
主
的
流
入
に
よ
っ
て
補



４７滴島炭坑における納屋制度の解体過程

（
９
）
 

の
経
営
者
で
あ
る
通
称
「
納
屋
頭
」
と
結
び
つ
く
時
、
そ
こ
に
再
び
納
屋
頭
に
よ
る
坑
夫
募
集
の
代
行
坐
と
復
活
さ
せ
は
し
な
い
か
、
と

い
う
閲
題
が
生
じ
る
。
事
実
、
大
正
七
八
年
頃
、
「
合
宿
」
の
経
営
者
で
あ
っ
た
古
老
の
話
に
よ
る
と
、
「
名
目
は
会
社
が
募
集
す
る
の

（
皿
）

で
あ
る
が
」
、
実
際
は
彼
ら
ｑ
ｂ
募
集
の
業
務
に
参
加
し
た
気
配
が
あ
る
。

し
か
し
、
明
治
三
○
年
以
後
の
こ
の
通
称
「
納
屋
頭
」
は
、
本
来
の
納
屋
頭
で
は
な
く
、
「
合
宿
」
も
本
来
の
「
納
屋
」
で
な
く
、

い
わ
ゆ
る
「
直
轄
納
屋
」
で
あ
り
、
資
本
の
直
接
雇
用
下
の
単
身
者
坑
夫
の
宿
舎
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
点
は
後
に
分
析
す
る
が
、

坑
夫
の
募
集
を
こ
の
「
納
屋
頭
」
が
手
伝
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
労
働
の
指
揮
の
代
行
と
結
び
つ
い
て
い
ず
、
本
来
の
納
屋
制
度
の

復
活
で
も
残
存
で
も
な
い
の
で
あ
る
。

（
１
）
高
島
炭
砿
文
書
『
年
報
明
糒
三
十
一
年
』
よ
り
。

（
２
）
『
三
菱
社
誌
』
明
治
三
一
年
度
、
二
六
七
頁
。

（
３
）
高
島
炭
砿
文
書
『
諸
調
査
表
』
（
明
治
四
十
年
八
月
二
六
日
提
出
分
）
。

（
４
）
こ
こ
で
新
し
い
労
働
力
と
は
、
主
と
し
て
炭
砿
で
働
い
た
こ
と
の
な
い
労
働
力
を
指
し
、
炭
坑
労
働
市
場
に
存
在
す
る
炭
坑
労
働
の
経
験
者

②
資
本
に
よ
る

（
７
）
『
鉱
夫
調
査
概
要
』
、
三
六
頁
。

（
８
）
高
島
炭
砿
に
お
け
る
鉱
夫
の
募
集
方
法
は
、
以
上
の
よ
う
に
「
周
旋
募
集
」
、
「
縁
故
募
集
」
、
現
地
「
直
轄
募
集
」
の
三
つ
の
形
態
が
あ

る
。
（
因
み
に
昭
和
十
三
年
の
「
鉱
夫
募
集
規
定
」
に
は
そ
う
し
た
方
法
が
規
定
化
さ
れ
て
い
る
。
『
高
島
鉱
業
所
例
規
』
参
照
）
。

（
９
）
》
ろ
点
は
す
ぐ
後
に
問
題
に
す
る
。

（
、
）
高
島
炭
砿
史
編
纂
委
員
会
編
「
古
老
回
顧
談
整
理
報
告
の
件
」
参
照
。

グー、グー、

６５ 
，－'、－＝ を

除
く
。

『
鉱
夫
調
査
概
要
』
、

前
掲
『
諸
調
査
表
』
。

『
鉱
夫
調
査
概
要
』
、元
的
な
労
働
の
指
揮
・
労
務
管
理
の
遂
行

三
五
－
六
頁
。



4８ 
納
屋
制
度
の
廃
止
は
、
第
二
に
殉
納
屋
頭
に
よ
っ
て
募
集
さ
れ
、
納
屋
頭
と
直
接
雇
用
関
係
を
結
び
、
納
屋
に
包
摂
さ
れ
て
い
た
鉱

夫
の
、
納
屋
頭
Ｉ
小
頭
Ｉ
人
繰
ラ
イ
ン
に
よ
る
労
働
の
指
揮
、
す
な
わ
ち
坑
内
へ
の
繰
込
み
、
採
炭
労
働
の
監
督
の
解
消
に
ほ
か
な
ら

な
い
。
そ
れ
は
、
従
来
炭
鉱
資
本
－
役
員
ｌ
各
係
付
属
の
ラ
イ
ン
主
導
の
下
に
、
納
屋
頭
ｌ
小
頭
１
人
操
ラ
イ
ン
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て

き
た
労
働
の
指
揮
の
二
元
的
方
法
を
、
資
本
ラ
イ
ン
の
下
に
一
元
化
す
る
こ
と
で
あ
る
ｐ
そ
れ
は
具
体
的
に
は
、
一
方
で
は
、
ま
ず
納

屋
頭
の
解
雇
に
は
じ
ま
り
、
納
屋
頭
に
よ
る
債
務
に
基
づ
く
坑
夫
の
強
制
的
労
働
、
入
坑
手
数
料
を
多
く
す
る
た
め
の
坑
夫
の
繰
込
強

制
の
解
消
で
あ
り
、
他
方
で
は
、
そ
う
し
た
納
屋
頭
ラ
イ
ン
に
よ
る
強
圧
的
な
労
働
の
指
揮
に
代
っ
て
、
資
本
に
よ
る
積
極
的
な
労
働

奨
励
策
を
伴
う
直
接
的
な
指
揮
の
提
起
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

ま
ず
前
者
の
点
か
ら
み
て
お
こ
う
。
納
屋
頭
に
よ
る
労
働
の
指
揮
は
、
坑
夫
の
募
集
に
際
し
て
与
え
ら
れ
た
旅
費
又
は
前
貸
金
、
更

に
は
賭
博
や
病
気
な
ど
か
ら
生
じ
た
借
金
の
返
済
を
行
う
ま
で
の
労
働
の
強
制
（
債
務
賃
労
働
）
と
結
び
つ
い
て
い
た
。
納
屋
制
度
の

廃
止
は
、
強
制
労
働
の
根
拠
を
生
み
だ
す
鉱
夫
の
債
務
関
係
を
基
本
的
に
除
去
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

す
な
わ
ち
納
屋
制
度
廃
止
後
に
は
、
資
本
に
よ
る
直
接
的
な
坑
夫
募
集
に
お
い
て
は
、
募
集
費
を
資
本
が
負
担
し
、
な
か
で
も
労
働

者
が
高
島
炭
坑
へ
来
る
ま
で
の
旅
費
は
、
『
鉱
夫
調
査
概
要
』
が
「
遠
地
鉱
夫
ノ
炭
砿
二
来
ル
間
ノ
費
用
ハ
会
社
之
ヲ
負
担
巴
あ
る

い
は
「
来
山
者
一
一
シ
テ
採
用
セ
ラ
レ
タ
ル
場
合
ハ
帰
国
ノ
ト
キ
相
当
ノ
帰
旅
費
ヲ
支
縊
狸
」
と
い
っ
て
い
る
と
お
り
、
炭
坑
資
本
が
負

担
し
、
来
島
後
の
鉱
夫
の
債
務
を
形
成
し
て
は
い
な
い
。
し
か
し
実
際
に
は
、
「
旅
費
は
一
ヶ
月
勤
務
す
れ
ば
免
除
す
る
と
の
事
で
ぁ

（
２
）
 

（
３
）
 

っ
た
」
よ
う
で
、
も
し
一
ケ
月
働
か
な
い
場
合
は
、
周
旋
人
募
集
の
場
合
で
は
手
数
料
が
も
ら
え
な
く
な
る
が
、
労
働
者
の
場
合
は
恐

ら
く
債
務
が
で
き
た
と
思
わ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
一
ヶ
月
の
債
務
労
働
（
旅
費
を
補
填
す
る
ま
で
の
労
働
）
は
、
従
来
納
屋
制
度
の
下

で
生
じ
た
少
額
の
債
務
を
長
期
間
で
返
却
す
る
と
い
う
メ
カ
ニ
ズ
ム
か
ら
生
じ
た
納
屋
制
度
を
特
徴
づ
け
る
債
務
賃
労
働
と
は
根
本
的

に
異
な
っ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
一
ヶ
月
の
債
務
労
働
が
、
納
屋
経
営
や
納
屋
頭
に
よ
る
労
働
の
指
揮
と
結
び
つ
い
て
ぃ
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納
屋
頭
に
よ
る
労
働
の
指
揮
は
、
労
働
者
の
稼
働
者
数
に
応
じ
た
手
数
料
が
納
屋
頭
に
支
払
わ
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
収
入
増
を
は
か

る
た
め
の
納
屋
頭
に
よ
る
労
働
者
の
強
圧
的
就
業
と
も
結
び
つ
い
て
い
た
。
た
と
え
ば
古
老
の
話
に
よ
れ
ば
「
大
納
屋
時
代
に
は
一
本

の
木
に
固
定
さ
れ
た
枕
に
た
く
さ
ん
の
人
が
頭
を
な
ら
べ
て
寝
、
朝
起
こ
さ
れ
る
と
き
は
そ
の
枕
の
端
を
カ
ン
カ
ン
叩
い
て
起
こ
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
が
、
付
飯
や
に
な
っ
て
か
ら
は
廃
止
さ
池
越
」
・
納
屋
頭
の
解
雇
は
、
暴
力
的
強
圧
的
な
就
業
を
生
み
だ
す
根
拠
を
一

応
除
去
し
、
そ
れ
に
代
っ
て
資
本
は
、
労
働
者
の
自
発
的
な
労
働
意
欲
を
醸
成
す
る
た
め
に
積
極
的
な
労
務
管
理
策
を
展
開
す
る
こ
と

な
い
か
ら
で
あ
る
。

に
な
る
。

次
に
納
屋
制
度
廃
止
後
の
積
極
的
な
労
務
管
理
策
の
展
開
を
あ
と
ず
け
て
み
よ
う
。

ＨＥｋｋ 

「
ロ
コ

コ
吟
日

。
』
■

。
』
Ⅱ

。

〕昭

注１『鉱夫待遇事例』１１４頁より作成。

２但しこの賞与を受けたものには柚

せん券が与えられ更に『特別賞与』とし

て一定の賞金が与えられる。

の
展
開
を
あ
と
ず
け
て
み
よ
う
。
ま
ず
賃
金
対
策
と
し
て
は
第
一
に
賃
金
引
上
げ

策
が
と
ら
れ
た
。
す
で
に
引
用
し
た
よ
う
に
、
納
屋
制
度
廃
止
後
炭
砿
当
局
は
「

（
５
）
 

革
改
ノ
実
ヲ
拳
ク
ル
ノ
手
段
ト
シ
テ
先
シ
賃
金
ヲ
増
額
シ
」
た
の
で
あ
る
。
事
実

す
で
に
み
た
よ
う
に
高
島
炭
坑
に
お
け
る
明
治
末
年
の
賃
金
は
比
較
的
高
い
水
準

だ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
第
二
の
対
策
は
、
債
務
的
強
制
労
働
に
代
っ
て
自
発

的
意
欲
を
起
こ
し
労
働
生
産
性
を
高
め
る
た
め
の
各
種
の
割
増
賃
金
制
度
の
採
用

で
あ
る
。
『
鉱
夫
待
遇
事
例
』
（
明
治
三
九
年
）
に
よ
れ
ば
別
表
の
よ
う
な
「
賞
与
」

と
「
特
別
賞
与
」
の
二
つ
の
増
割
賃
金
制
に
よ
っ
て
労
働
督
励
を
行
つ
い
て
る
。

因
み
に
『
鉱
夫
待
遇
事
例
』
で
紹
介
し
て
い
る
割
増
賃
金
制
は
、
直
轄
制
度
の
炭

（
６
）
 

坑
に
多
い
。
こ
の
傾
向
は
割
増
賃
金
制
度
が
納
屋
頭
ラ
イ
ン
に
よ
る
労
務
管
理
に

代
る
施
策
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
事
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
坑
夫
の
出
来
高
が
水

採炭夫 修繕其他日役

毎月18日以上１円

′２０日〃２円

′２３日〃３円

’２５日〃４円

”281］'５円

毎月25日以上１円

’２６日’２円

〃２８日〃３円
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「
高
島
炭
坑
坑
夫
救
伽
規
則
中
坑
夫
ニ
シ
テ
事
業
上
ノ
負
傷
二
基
因
シ
死
亡
シ
タ
ル
場
合
其
適
族
二
対
シ
金
五
拾
円
迄
ノ
手
当
支
給

（
ｕ
）
 

規
定
ヲ
改
メ
テ
、
其
死
因
負
傷
ノ
状
態
家
族
ノ
多
寡
ヲ
参
酌
シ
最
高
額
金
百
円
迄
ノ
範
囲
内
二
於
テ
給
与
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ト
ス
」
と
記

（
７
）
 

準
よ
り
超
え
た
場
合
に
ｊ
ｂ
割
増
手
当
が
つ
い
た
よ
う
で
あ
る
。
長
年
勤
続
者
に
対
す
る
退
職
金
制
度
の
実
施
も
ま
た
注
［
曰
さ
れ
る
。
『
鉱

夫
待
遇
事
例
』
に
よ
れ
ば
、
「
鉱
夫
退
職
ノ
際
三
年
以
上
勤
続
者
ニ
ハ
稼
賃
ノ
百
分
ノ
ー
一
一
、
五
年
以
上
勤
続
者
ニ
ハ
同
上
百
分
の
五
、

（
８
）
 

七
年
以
上
勤
続
者
ニ
ハ
右
ノ
外
若
干
ノ
賞
金
ヲ
与
フ
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
納
屋
制
度
に
よ
る
鉱
夫
の
緊
縛
で
は
な
く
、
賞
与
に
よ
る
炭

坑
の
鉱
夫
の
定
着
策
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

そ
の
他
の
労
働
条
件
の
改
善
策
を
み
る
と
、
明
治
三
一
一
一
年
四
月
に
「
従
来
ノ
無
休
暇
ノ
制
ヲ
改
〆
各
自
事
務
ノ
都
合
一
一
依
り
毎
月
二

（
９
）
 

日
適
宜
休
日
ヲ
給
与
ス
ル
コ
ト
」
ｊ
ｂ
注
目
さ
れ
る
。

第
三
に
注
目
す
ぺ
き
醒
冬
鈴
管
理
策
は
、
福
利
厚
生
策
で
あ
る
。
納
屋
制
度
の
も
と
で
は
全
く
無
視
さ
れ
る
か
、
せ
い
ぜ
い
温
情
的
家

父
長
的
に
行
わ
れ
て
い
た
に
す
ぎ
な
い
鉱
夫
の
福
利
厚
生
策
を
、
資
本
は
稽
極
的
に
展
開
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
賃
金
か
ら
の
供
金
に

よ
る
扶
助
制
度
の
実
施
で
あ
る
。
『
三
菱
社
誌
』
に
よ
れ
ば
、

「
高
島
炭
坑
坑
夫
奨
励
ノ
為
三
十
一
年
一
月
以
来
毎
月
坑
夫
稼
金
高
ノ
参
歩
ヲ
積
立
一
定
ノ
条
件
ヲ
具
フ
ル
者
二
賞
与
ス
ル
コ
ト
ト

セ
シ
ガ
、
後
坑
夫
賑
椣
規
則
及
雇
人
救
護
規
則
ヲ
制
定
シ
賞
与
一
一
関
ス
ル
規
定
ヲ
廃
シ
、
賑
仙
救
護
ノ
実
施
一
一
要
ス
ル
基
金
ト
シ
テ
出

炭
高
壱
噸
一
一
付
五
銭
ヲ
積
立
ツ
ル
コ
ト
レ
型
」
、

弐
一
れ
て
い
る
。

以
上
は
「
改
革
後
の
状
況
」
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
な
納
屋
制
度
廃
止
直
後
の
「
安
身
立
命
」
「
坑
夫
保
護
」
の
施
策
で
あ
る
。

更
に
こ
れ
ら
の
施
策
は
、
明
治
末
年
に
は
一
層
充
実
し
て
い
き
、
高
野
江
に
よ
れ
ば
、
「
坑
夫
」
に
つ
い
て
は
、
「
職
務
上
の
負
傷
た

又
、
三
二
年
七
月
に
は
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素
の
成
績
、
及
勤
続
年
数
←

（⑫） 
す
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

る
と
、
普
通
の
疾
病
た
る
を
問
わ
ず
、
凡
て
炭
坑
の
費
用
を
以
て
全
快
迄
治
療
せ
し
め
、
而
し
て
職
務
上
負
傷
者
の
休
業
中
、
自
宅
に

於
て
療
養
す
る
も
の
に
は
、
手
当
と
し
て
一
日
金
二
銭
を
支
給
し
、
炭
坑
附
属
の
病
室
に
収
容
せ
る
も
の
は
、
該
手
当
を
以
て
食
費
雑

費
を
弁
し
、
家
族
あ
る
も
の
に
は
更
に
相
当
の
手
当
を
給
す
、
職
務
上
の
負
傷
に
其
因
し
、
死
亡
さ
せ
る
も
の
の
遺
族
に
は
、
本
人
平

素
の
成
績
、
及
勤
続
年
数
を
考
え
、
最
高
金
参
百
円
迄
の
範
囲
に
於
て
、
扶
助
料
を
支
給
し
、
外
に
弔
祭
料
と
し
て
金
拾
五
円
を
絵

こ
の
高
野
江
の
指
摘
は
決
し
て
誇
大
で
は
な
く
、
信
懸
性
が
あ
る
。
ま
ず
、
死
亡
手
当
に
つ
い
て
は
『
三
菱
社
誌
』
に
よ
れ
ば
明
治

三
九
年
八
月
二
十
四
日
に
「
従
来
二
於
ケ
ル
遺
族
扶
助
料
規
定
二
依
レ
バ
金
百
円
ノ
範
囲
内
ニ
テ
給
与
ス
ベ
キ
ナ
ル
モ
」
の
を
、
「
扶
助

料
金
参
百
円
弔
祭
料
金
拾
五
円
ノ
範
囲
内
ニ
テ
支
給
ス
ル
ユ
四
」
に
改
め
ら
れ
て
い
る
。
尚
そ
れ
に
先
立
つ
明
治
三
九
年
一
一
一
月
一
一
十
八

（
皿
）

日
の
蝋
瀬
坑
の
爆
発
死
亡
事
故
に
よ
る
「
坑
夫
遺
族
三
百
四
名
二
対
シ
金
七
万
八
千
七
拾
参
円
ヲ
支
出
シ
」
た
が
一
人
平
均
二
五
六
円

で
あ
っ
た
。
改
正
の
契
機
は
同
年
八
月
一
一
四
日
に
、
噸
瀬
坑
で
「
就
業
中
釣
炭
墜
落
シ
後
山
坑
夫
一
名
圧
死
」
し
た
際
に
従
来
の
規
定

百
円
以
内
を
支
払
う
の
で
は
二
股
人
気
二
影
響
ス
ル
所
ア
ル
」
と
し
て
、
蠣
瀬
坑
大
爆
発
事
故
の
実
績
に
上
執
し
て
、
死
亡
三
百
円

（
脳
）

そ
の
他
の
点
に
つ
い
て
は
明
確
な
規
則
が
見
当
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
た
と
え
ば
明
治
三
八
年
八
月
の
暴
風
に
よ
る
「
家
財
食
品
食

器
」
の
流
出
等
の
被
害
に
対
し
て
炭
砿
当
局
は
、
「
災
害
救
助
ト
シ
テ
ハ
鉱
夫
及
其
家
族
七
百
二
十
余
名
一
一
対
シ
一
人
金
壱
円
、
場
所

限
雇
員
、
小
頭
等
及
其
家
族
四
百
九
十
一
一
一
名
一
一
対
シ
一
人
金
弐
円
…
：
・
支
給
」
の
ほ
か
、
「
一
揃
平
均
金
四
円
」
の
「
鍋
釜
其
他
炊
事

（
Ⅳ
）
 

道
具
一
揃
宛
ヲ
給
与
」
（
総
額
「
金
壱
千
二
百
円
」
）
し
て
い
る
。

も
っ
と
も
こ
う
し
た
資
本
に
よ
る
労
働
者
の
保
謹
策
は
、
も
っ
ぱ
ら
労
働
者
を
炭
坑
に
確
保
す
る
た
め
の
手
段
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ

っ
て
、
『
三
菱
社
誌
』
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
「
死
者
ノ
掛
鐸
族
及
負
傷
者
一
一
対
ス
ル
救
仙
一
一
関
シ
テ
ハ
向
後
ノ
人
気
二
影
響
セ
シ
ム

（
猫
）

以
内
と
し
た
の
で
あ
る
。
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尚
、
最
後
に
、
資
本
の
直
接
的
労
働
の
指
揮
の
遂
行
に
際
し
て
、
旧
来
の
納
屋
頭
Ｉ
小
頭
ｌ
人
繰
ラ
イ
ン
は
資
本
に
下
に
包
摂
さ
れ

て
い
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
炭
砿
当
局
は
、
下
級
管
理
職
層
の
掌
握
に
努
め
て
い
る
。
た
と
え
ば
明
治
三
○
年
十
一
月
に
「
高
島
炭
坑

取
締
係
附
属
員
二
帽
子
竝
冬
期
ハ
ー
期
毎
一
一
『
ヘ
ル
』
地
製
洋
服
壱
着
、
夏
期
ハ
ー
期
毎
一
一
白
小
倉
製
洋
服
弐
組
ノ
見
込
ヲ
以
テ
貸

（
型
）

付
」
け
た
り
、
「
坑
内
小
頭
弐
名
、
坑
外
鍛
治
小
頭
壱
名
、
坑
内
小
頭
壱
名
、
坑
内
鍛
治
小
頭
二
名
、
坑
外
大
工
小
頭
一
名
計
七
名
二

（
麹
）

在
勤
中
玄
米
扶
持
ノ
給
与
ヲ
為
」
し
た
り
、
明
治
三
二
年
三
月
一
五
日
に
は
「
坑
内
小
頭
松
崎
林
太
郎
明
治
十
五
年
以
来
永
年
篤
実
勤

（
別
）

続
二
付
特
二
在
務
中
一
人
扶
持
ヲ
支
給
」
し
た
り
し
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
納
屋
頭
に
よ
る
労
働
の
指
揮
に
代
る
資
本
の
直
接
的
な
労
働
の
指
揮
は
、
労
働
の
意
欲
を
起
こ
し
生
産
性
を
高
め
、

労
働
者
の
定
着
率
を
高
め
る
た
め
の
債
極
的
な
労
務
管
理
策
の
展
開
で
あ
っ
た
。

（
蝿
）

ル
モ
ノ
ナ
ル
ヲ
以
テ
其
取
扱
二
就
キ
識
鵠
臓
ナ
カ
ラ
シ
ム
ル
コ
ト
」
の
た
め
な
の
で
あ
る
。

（
、
）

こ
の
ほ
か
炭
砿
当
局
は
、
明
治
三
一
一
年
か
ら
は
島
内
の
小
学
校
「
経
費
ヲ
補
助
」
（
一
一
○
○
円
）
し
、
四
一
年
に
は
「
総
計
壱
千
五

百
円
ヲ
以
テ
維
持
零
獅
一
」
し
た
・
こ
れ
も
「
小
学
教
育
ハ
従
業
者
二
対
シ
後
顧
ノ
念
断
チ
専
心
稼
業
セ
シ
メ
永
住
ノ
志
ヲ
義
ハ
シ
ム
ル

ー
方
途
元
哩
」
た
め
で
あ
る
。

（
１
）
『
鉱
夫
調
査
概
要
』
、
三
六
頁
。

（
２
）
前
掲
「
古
老
回
顧
談
整
理
報
告
の
件
」
参
照
。

（
３
）
『
鉱
夫
調
査
概
要
』
、
三
六
頁
。

（
４
）
前
掲
「
古
老
回
顧
談
」
。

〈
５
）
前
掲
「
改
革
後
の
状
況
」
。

（
６
）
直
轄
制
度
の
炭
坑
で
は
、
一
一
一
井
山
野
、
三
井
田
川
、
三
池
、
高
島
、
松
浦
の
計
五
つ
の
炭
坑
の
割
増
賃
金
制
度
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
の
に
、

納
屋
制
度
の
炭
坑
で
は
新
入
と
相
知
だ
け
し
か
紹
介
さ
れ
て
い
な
い
。
『
鉱
夫
待
遇
事
例
』
第
九
章
参
照
。
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（
８
）
『
鉱
夫
待
遇
事
例
』
、
一
三
○
頁
。

（
９
）
『
一
一
一
菱
社
誌
』
明
治
三
三
年
度
、
四
○
一
頁
。

（
、
）
同
上
、
明
治
三
一
年
度
、
二
七
一
一
頁
。

（
ｕ
）
同
上
、
三
四
○
頁
。

（
⑫
）
間
野
江
『
日
本
炭
砿
誌
』
、
九
九
頁
。

（
皿
）
『
三
菱
社
誌
』
三
九
年
度
、
八
九
六
頁
。

、
）
同
上
、
八
九
六
頁
。

（
巧
）
同
上
、
八
九
六
頁
。

（
焔
）
『
三
菱
祉
誌
』
に
よ
れ
ば
、
明
治
三
七
年
に
は
「
傭
使
人
」
に
つ
い
て
は
「
傭
使
員
疾
病
ノ
場
合
会
社
二
於
テ
指
定
ス
ル
所
ノ
医
師
成
〈
病

院
長
ノ
診
断
ヲ
証
ト
シ
テ
四
ヶ
月
限
各
自
月
給
若
ク
ハ
日
給
額
二
等
シ
キ
金
額
ヲ
比
基
金
ヨ
リ
扶
助
支
出
シ
、
疾
病
四
ケ
月
以
上
一
一
瓦
ル
時
ハ

給
興
額
ヲ
減
ズ
ル
ヵ
又
ハ
之
ヲ
中
止
ス
ル
カ
一
一
一
所
属
決
裁
二
依
ル
」
云
々
（
「
価
使
人
扶
助
規
定
」
）
と
あ
る
。
こ
こ
で
「
傭
使
人
」
と
は
「
各

場
所
限
ノ
雇
員
」
で
あ
る
が
、
一
般
の
職
工
た
ち
で
は
な
く
各
係
の
事
務
員
、
付
属
ノ
者
で
あ
る
。
職
エ
た
ち
に
は
「
職
工
船
員
救
漣
規
則
」

が
あ
り
、
坑
夫
に
つ
い
て
は
従
来
か
ら
「
坑
夫
救
仙
規
則
」
が
あ
る
が
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
「
赫
使
人
扶
助
規
則
」
か
ら
み
て
高
野
江
の
指

摘
し
て
い
る
よ
う
な
坑
夫
救
仙
規
則
は
存
在
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

（
Ⅳ
）
『
三
菱
社
誌
』
明
治
三
八
年
度
、
八
一
四
頁
。

（
咽
）
同
上
、
三
五
年
度
、
五
五
九
頁
。

（
四
）
同
上
、
一
一
一
二
年
度
、
一
一
一
二
○
頁
。

（
卯
）
同
上
、
四
一
年
度
、
二
○
八
頁
。

（
幻
）
同
上
、
二
○
八
頁
。

（
皿
）
同
上
、
三
○
年
度
、
二
二
五
頁
。

（
７
）
間
野
江
は
「
日
給
願
人
及
坑
夫
に
し
て
規
定
の
時
間
以
上
労
働
し
、
又
其
時
間
内
と
錐
も
、
特
に
難
業
に
従
事
し
、
或
は
勉
励
せ
し
も
の
は

相
当
の
割
増
賃
銭
を
支
給
す
」
ｓ
日
本
炭
砿
誌
』
九
八
頁
）
と
指
摘
し
、
『
鉱
夫
調
査
概
要
』
は
「
預
定
函
数
ヲ
採
出
シ
タ
ル
モ
ノ
」
に
「
賞

与
」
が
出
た
と
指
摘
し
て
い
る
（
同
上
、
二
六
八
頁
）
。

（
８
）
『
鉱
夫
待
遇
事
例
』
、
一
三
○
頁
。

（
９
）
『
一
一
一
菱
社
誌
』
明
治
三
三
年
度
、
四
○
一
頁
。

（
、
）
同
上
、
明
治
三
一
年
度
、
二
七
一
一
頁
。
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③
資
本
に
よ
る
直
接
的
な
労
働
者
の
生
活
管
理
の
展
開

納
屋
制
度
の
廃
止
は
、
納
屋
頭
に
よ
っ
て
募
集
さ
れ
、
直
接
納
屋
頭
の
指
揮
で
働
か
さ
れ
て
い
る
労
働
者
を
、
納
屋
に
集
中
的
に
起

居
さ
せ
、
賃
金
の
支
払
を
管
理
し
単
身
者
に
つ
い
て
は
賄
、
家
族
持
に
つ
い
て
は
日
用
品
の
販
売
を
行
い
そ
れ
ら
を
通
じ
て
労
働
者
を

支
配
雛
握
し
、
更
に
収
奪
し
、
債
務
を
根
拠
と
し
て
炭
坑
に
緊
縛
し
、
労
働
力
の
確
保
と
繰
込
を
保
陣
す
る
納
屋
経
営
の
廃
止
で
あ
る
。

明
治
三
○
年
の
納
屋
制
度
の
廃
止
は
、
納
屋
頭
を
解
雇
し
、
納
屋
頭
に
よ
る
坑
夫
の
募
集
、
労
働
の
指
揮
を
廃
止
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
必
然
的
に
納
屋
頭
に
よ
る
納
屋
経
営
を
も
消
滅
さ
せ
た
。

し
か
し
、
炭
坑
は
、
都
市
工
業
と
違
っ
て
大
な
り
小
な
り
避
地
に
あ
り
、
労
働
者
を
炭
坑
周
辺
に
集
中
的
に
住
居
さ
せ
る
必
要
が
ぁ

．
、
も

る
。
し
た
が
っ
て
、
納
屋
制
度
の
廃
止
に
よ
っ
て
も
、
労
働
者
の
住
居
形
態
は
直
ち
に
変
わ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
す
で
に
明
治
一
一

（
１
）
 

○
年
代
に
直
轄
雇
用
さ
れ
て
い
た
職
工
や
運
搬
夫
な
ど
の
日
給
労
働
者
も
、
「
付
属
納
屋
」
と
呼
ば
れ
る
炭
坑
住
居
に
住
ん
で
い
た
の

納
屋
制
度
廃
止
後
単
身
者
を
収
容
し
て
い
た
旧
来
の
大
納
屋
は
「
直
轄
納
屋
」
と
名
称
を
変
え
ら
れ
小
納
屋
に
住
ん
で
い
た
妻
帯
者
、

（
２
）
 

家
族
持
は
、
棟
割
長
屋
の
「
家
族
特
坑
夫
居
住
」
が
与
え
ら
れ
、
こ
れ
よ
り
「
納
屋
」
と
い
う
一
冨
葉
か
ら
も
大
方
解
放
さ
れ
た
。
因
み

に
明
治
四
○
年
の
家
族
持
鉱
夫
は
三
八
・
一
一
％
で
、
単
身
者
は
六
一
・
八
％
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
納
屋
制
度
廃
止
後
の
鉱
夫
の
居
住
形
態
は
、
大
き
く
一
一
つ
に
わ
か
れ
て
い
っ
た
。
し
か
し
、
鉱
夫
の
中
心
勢
力
で

あ
る
単
身
者
鉱
夫
は
形
態
的
に
は
納
屋
制
度
時
代
と
類
似
の
居
住
様
式
を
と
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
新
た
な
問
題
が
発
生
す
る
。
い
わ
ゆ

る
「
直
轄
納
屋
」
制
度
と
い
う
も
の
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
が
明
ら
か
に
な
ら
な
い
と
、
「
直

で
あ
る
。

（
蝿
）
同
上
、
二
二
五
頁
。

（
型
）
同
上
、
三
二
年
度
、

三
一
八
頁
。
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糖
納
屋
」
が
本
来
の
納
屋
制
度
と
混
同
さ
れ
、
納
屋
制
度
の
認
繊
に
不
用
な
混
乱
を
招
く
恐
れ
が
あ
る
。

高
島
炭
坑
の
古
老
た
ち
の
話
に
よ
る
と
、
納
屋
制
度
が
廃
止
さ
れ
た
「
明
治
末
年
に
直
轄
制
度
が
出
来
」
、
「
こ
の
直
轄
納
屋
が
『
っ

（
３
）
 

け
め
し
や
』
と
呼
ば
れ
て
い
た
」
と
い
う
。
こ
の
証
一
言
は
、
納
屋
制
度
廃
止
直
後
の
単
身
者
鉱
夫
は
、
「
つ
け
め
し
や
」
と
呼
ば
れ
る

「
直
轄
納
屋
」
に
居
住
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
も
興
味
深
い
こ
と
は
、
「
直
轄
納
屋
」
の
管
理
人
は
二
股
に
依
然
と
し
て

（
４
）
 

．
…
：
納
屋
頭
」
と
呼
ば
れ
、
ま
だ
「
大
納
屋
中
納
屋
小
納
屋
…
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
て
い
た
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

は
本
来
的
な
納
屋
制
度
の
消
滅
後
も
名
称
だ
け
は
し
ば
ら
く
残
存
し
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
。

し
か
し
古
老
の
話
に
よ
れ
ば
「
納
屋
と
い
う
名
義
は
、
…
大
正
二
年
…
に
は
な
く
、
付
飯
舎
（
つ
け
め
し
や
）
と
い
わ
れ
て
ゐ
た
」
と

（
５
）
 

い
わ
れ
、
昭
和
初
年
に
は
「
直
轄
納
屋
」
、
ま
た
は
「
付
飯
舎
」
と
い
う
呼
称
は
、
「
〈
ロ
宿
」
と
い
う
名
称
に
変
え
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る

、家族員数１１，９
崖
と
い
う
名
義
は
、
…
大
正
二
年
…
に
は
な
く
、
付
飯
舎
（
つ
け
め
し
や
）
と
い
わ
れ
て
ゐ
た
」
と

（
５
）
 

崖
」
、
ま
た
は
「
付
飯
舎
」
と
い
う
呼
称
は
、
「
〈
ロ
宿
」
と
い
う
名
称
に
変
え
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

（
６
）
 

り
つ
い
で
に
い
え
ば
、
こ
の
「
坑
夫
ム
ロ
宿
」
は
、
昭
和
一
七
年
に
「
寮
制
度
」
に
変
っ
て

よ劃
い
る
。

鱸
さ
て
こ
の
「
直
轄
納
屋
」
あ
る
い
は
「
付
飯
舎
「
一
と
い
う
制
度
は
、
如
何
な
る
機
能

儲
を
果
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
本
来
の
納
屋
頭
の
納
屋
経
営
と
ど

の中
の
よ
う
に
違
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
へ
「
こ
の
点
を
明
ら
か
に
す
る
資
料
は
、
ほ
と

ｊ
 

難
ん
ど
見
当
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
一
一
一
一
一
の
資
料
に
も
と
づ
い
て
簡
単
な
が
ら
分
析
し
て

蔵
み
よ
う
。

僻
・
蕊
鮒
鰄
溺
繩
踊
壜
鯛
鮭
簾
澱
鑪
璽
難
鼈

注
い
て
は
、
「
直
轄
納
屋
」
の
管
理
人
（
す
な
わ
ち
通
称
「
納
屋
頭
」
「
納
屋
の
お
や
じ
」

区別 人数 ％ 
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5６ 
「
付
飯
舎
の
お
や
じ
」
）
か
ら
支
払
わ
れ
た
よ
う
で
麩
巫
・
後
の
場
合
は
そ
の
限
り
で
納
屋
制
度
の
場
合
と
類
似
し
て
い
る
。
し
か
し
そ

れ
は
、
単
身
者
鉱
夫
が
「
直
轄
納
屋
」
に
お
い
て
賄
を
し
て
も
ら
っ
て
お
り
、
賄
料
が
賃
金
か
ら
差
引
く
必
要
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

従
来
の
納
屋
制
度
で
納
屋
頭
に
よ
っ
て
独
占
的
に
経
営
さ
れ
て
い
た
米
、
味
噌
そ
の
他
の
日
用
品
、
仕
事
上
の
用
品
の
販
売
は
、
紬

（
８
）
 

屋
制
度
廃
止
後
は
、
「
炭
砿
当
局
」
、
「
指
定
ノ
商
店
二
価
格
ヲ
指
定
シ
テ
販
売
」
さ
せ
て
い
た
。
そ
し
て
具
体
的
に
は
、
鉱
夫
は
諸
商

（
９
）
 

回
叩
を
商
店
か
ら
「
切
符
引
換
」
に
購
入
し
、
「
物
品
代
価
ハ
」
直
接
支
払
わ
ず
、
「
炭
坑
二
於
テ
供
給
ノ
商
店
へ
立
替
支
払
上
」
、
賃
金

（
、
）

支
払
日
に
「
本
人
賃
金
勘
定
の
節
炭
坑
へ
対
シ
支
払
ワ
シ
ム
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
物
口
叩
の
販
売
制
度
は
、
商
店
に

よ
る
悪
徳
収
奪
は
あ
っ
て
も
、
一
般
に
「
直
轄
納
屋
」
管
理
人
に
よ
る
収
奪
を
排
除
し
て
い
る
。
「
直
轄
納
屋
」
管
理
人
に
よ
る
単
身
者

鉱
夫
の
収
奪
が
あ
る
と
す
れ
ば
賄
か
ら
に
限
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
鉱
夫
の
生
活
構
造
か
ら
、
納
屋
制
度
に
み
ら
れ
た
よ
う
な
債
務
関
係
は
生
じ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
特
に
病
気
そ
の
他
の

理
由
で
稼
働
で
き
ず
、
鉱
夫
が
賃
金
を
取
得
で
き
な
い
場
合
に
は
、
す
で
に
述
べ
た
扶
助
制
度
が
あ
り
、
た
と
え
商
店
か
ら
の
信
用
買

い
が
賃
金
収
入
よ
り
多
く
な
っ
て
も
、
資
本
へ
の
負
債
で
、
従
来
の
よ
う
に
、
納
屋
頭
へ
の
負
債
で
は
な
い
。
か
く
て
、
従
来
の
よ
う

（
Ⅲ
）
 

に
、
納
屋
頭
へ
の
債
務
に
基
づ
く
炭
坑
へ
の
緊
縛
、
強
制
労
働
の
一
般
的
根
拠
は
一
応
排
除
さ
れ
た
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
賭
博
も
一

（
Ｌ
）
 

応
禁
止
さ
れ
て
い
た
よ
ニ
フ
で
あ
る
。

（
遇
）

以
上
の
よ
う
に
、
一
‐
直
轄
納
屋
」
と
い
う
の
は
、
本
質
的
に
単
身
者
鉱
夫
の
単
な
る
寄
宿
舎
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
従
来
の
納
屋

制
度
の
一
機
能
の
残
存
で
は
あ
っ
て
も
、
納
屋
制
度
の
残
存
で
は
な
い
。
旧
来
の
納
屋
頭
よ
り
任
命
さ
れ
た
り
坑
夫
中
の
実
力
者
か
ら

抜
樋
さ
れ
た
「
直
轄
納
屋
」
の
頭
は
、
炭
砿
当
局
に
委
頼
さ
れ
て
、
単
身
者
坑
夫
の
世
話
を
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
限
り
で

（
Ｍ
）
 

「
世
話
方
」
あ
る
い
は
「
世
話
役
」
で
あ
っ
て
、
「
直
轄
納
屋
」
制
度
は
「
世
話
役
制
度
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
彼
ら
は
「
納
屋
頭
」

と
呼
ば
れ
て
い
て
も
、
本
来
の
納
屋
頭
で
は
な
く
、
納
屋
制
度
の
残
映
と
し
て
の
「
直
轄
納
屋
」
の
「
納
屋
頭
」
に
す
ぎ
な
い
。
し
た
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が
っ
て
「
納
屋
》

れ
ぱ
な
ら
な
い
。

納
屋
制
度
の
廃
止
後
の
資
本
に
よ
る
直
接
的
な
労
働
者
の
生
活
管
理
は
、
単
身
者
鉱
夫
を
世
話
方
制
度
を
通
じ
て
行
う
も
の
で
あ
つ

（
巧
）

た
が
、
更
に
注
目
す
べ
き
対
策
は
「
大
正
五
年
五
月
以
来
同
鉱
労
働
者
全
体
に
対
し
て
自
治
制
を
施
行
」
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

当
時
の
炭
坑
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
の
代
表
作
で
あ
る
『
日
本
炭
砿
行
脚
』
の
著
者
は
こ
の
『
自
治
制
』
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
指
摘
し

て
い
る
。
「
先
ず
坑
夫
や
職
工
な
ど
か
ら
其
の
頭
数
を
定
め
て
十
人
と
か
十
五
人
と
か
の
内
で
組
長
を
選
挙
せ
し
め
る
。
組
長
は
大
抵
長

屋
一
棟
に
一
人
位
に
割
当
て
出
あ
る
訳
だ
。
か
く
て
五
六
棟
集
っ
て
一
団
と
な
り
各
組
合
長
が
互
選
に
よ
っ
て
団
長
を
作
る
。
更
に
坑

夫
総
代
を
選
挙
す
る
の
だ
。
坑
夫
総
代
選
挙
は
一
島
か
ら
三
人
宛
で
、
各
坑
の
坑
夫
各
自
己
の
島
か
ら
三
人
の
総
代
を
選
出
す
る
の
だ
。

此
の
総
代
を
特
に
坑
夫
に
限
っ
て
、
職
工
よ
り
総
代
を
選
挙
せ
し
め
な
い
…
…
。
組
団
長
は
名
誉
職
で
や
は
り
仕
事
を
す
る
が
坑
夫
総

代
は
仕
事
を
さ
せ
な
い
で
会
社
か
ら
給
料
を
払
っ
て
い
る
。
か
く
し
て
一
月
一
回
と
か
二
回
と
か
組
団
長
会
議
を
開
き
、
そ
れ
に
は
会

社
側
か
ら
役
員
も
出
席
し
、
坑
夫
総
代
も
出
て
坑
夫
か
ら
会
社
に
対
し
て
そ
の
云
い
分
を
協
議
さ
せ
、
会
社
か
ら
坑
夫
に
対
す
る
注
文

（
お
）

も
此
時
に
一
玄
ふ
」
。
更
に
「
坑
夫
間
に
起
っ
た
大
抵
の
こ
と
は
団
組
長
に
よ
っ
て
落
着
し
、
坑
夫
総
代
の
如
き
は
夫
婦
喧
嘩
の
仲
裁
に
妙

を
得
て
居
る
。
坑
夫
総
代
に
至
っ
て
は
坑
夫
が
信
頼
し
切
っ
て
居
る
か
ら
よ
く
云
う
こ
と
を
聞
く
故
に
・
・
…
・
主
と
し
て
坑
夫
等
の
取
締

が
本
職
の
や
ユ
趣
」
と
。
か
か
る
『
自
治
制
』
は
納
屋
頭
に
よ
る
坑
夫
の
生
活
管
理
に
代
る
盗
本
に
よ
る
労
務
管
理
の
一
端
を
な
す
生

（
昭
）

活
管
理
の
遂
行
組
織
、
坑
夫
の
「
不
平
を
聞
く
べ
き
機
関
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
「
彼
の
米
暴
動
に
際
し
て
高
島
炭
砿
が
平
穏
無
事
だ
っ
た
の
は
団
組
長
制
度
で
あ
っ
た
か
ら
で
、
坑
夫
間
の
不
平
蔵

（
、
）

時
々
刻
々
組
長
会
議
に
よ
っ
て
〈
呑
社
は
聴
取
す
る
を
得
て
常
に
其
施
設
を
行
っ
た
か
ら
大
事
に
い
た
ら
な
か
っ
た
」
と
い
う
指
摘
に
よ

っ
て
端
的
に
裏
付
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
以
上
が
納
屋
制
度
に
代
る
直
接
資
本
に
よ
－
と
労
働
者
の
生
活
管
理
の
展
開
で
あ
る
。

「
納
屋
頭
」
と
い
う
呼
称
の
存
在
を
も
っ
て
、
本
来
の
納
屋
制
度
の
残
存
を
主
張
す
る
こ
と
は
全
く
皮
相
な
判
断
と
い
わ
な
け
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（
１
）
「
事
務
長
日
誌
」
、
五
六
頁
。

（
２
）
『
三
菱
社
誌
』
、
明
治
三
○
年
度
、
二
○
一
頁
。

（
３
）
前
掲
「
古
老
回
顧
談
」
。

（
４
）
同
上
。

（
５
）
同
上
。
こ
の
点
は
後
に
も
う
一
度
ふ
れ
る
。

（
６
）
同
上
。

（
７
）
大
正
一
四
年
の
福
岡
鉱
山
監
督
局
か
ら
高
島
炭
坑
へ
の
通
達
を
参
照
。
後
出
。

（
８
）
『
鉱
夫
待
遇
事
例
』
、
八
四
頁
。

（
９
）
『
鉱
夫
調
査
概
要
』
、
三
三
五
頁
。

（
、
）
前
掲
「
諸
調
査
表
」
。

（
ｕ
）
古
老
の
話
に
よ
れ
ば
、
大
正
期
に
お
い
て
も
鉱
夫
の
「
借
金
」
は
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
す
で
に
前
項
で
み
た
よ
う
に
従
来
の
よ
う
な
債

務
と
は
違
っ
て
い
る
点
を
見
誤
っ
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
も
「
借
金
」
の
あ
る
と
こ
ろ
に
は
、
緊
縛
も
生
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
古
老
の
話
に
よ

れ
ば
借
金
坑
夫
は
、
島
を
出
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
ケ
ッ
ワ
リ
」
（
債
務
の
踏
倒
し
）
を
資
本
が
恐
れ
た

か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
も
そ
れ
自
体
納
屋
制
度
の
残
存
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。

（
、
）
元
「
直
轄
納
屋
」
の
管
理
人
を
し
て
い
た
古
老
は
「
博
打
は
黒
田
納
屋
で
は
禁
止
し
た
。
借
金
の
出
来
る
原
因
は
博
打
に
あ
る
か
ら
だ
」
と

述
べ
て
い
る
。
前
掲
「
古
老
回
顧
談
」
。

（
Ⅲ
）
古
老
に
よ
る
と
大
正
二
年
に
は
「
『
付
飯
舎
』
は
高
島
だ
け
で
も
二
十
軒
ほ
ど
あ
っ
た
。
大
正
十
二
年
に
は
四
十
軒
ほ
ど
あ
っ
た
」
と
い
う
。

古
老
の
一
人
黒
田
氏
は
、
大
正
二
年
三
月
一
一
一
日
に
「
鳥
取
県
米
子
に
於
て
募
集
に
ひ
っ
か
か
り
、
十
九
日
に
入
籍
し
」
、
五
年
後
「
一
一
九
才
の

時
納
屋
を
は
じ
め
た
」
と
い
う
。
前
掲
資
料
。
こ
の
よ
う
に
比
較
的
簡
単
に
「
納
屋
頭
」
に
な
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

、
）
世
話
役
制
度
に
つ
い
て
は
、
大
山
「
鉱
山
労
働
と
親
方
制
度
」
、
隅
谷
「
納
屋
制
度
の
成
立
と
崩
壊
」
参
照
。
し
か
し
私
は
両
氏
の
見
解
に

必
ず
し
も
納
得
で
き
な
い
が
、
今
は
深
く
立
入
ら
な
い
。

（
喝
）
里
見
敬
二
、
清
官
一
郎
『
日
本
炭
砿
行
脚
』
（
大
正
八
年
刊
）
、
一
二
○
頁
。

こ
の
組
織
は
、
大
正
五
年
に
は
「
戸
主
会
」
と
し
て
組
織
さ
れ
、
同
年
十
二
月
に
初
の
会
合
を
開
い
て
い
る
。
高
島
取
締
係
調
査
『
高
島
炭

「
事
務
長
日
誌
」
、
五
六
頁
。

『
三
菱
社
誌
』
、
明
治
三
○
年
度
、
二
○
一
頁
。

前
掲
「
古
老
回
顧
談
」
。
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四
納
屋
制
度
の
「
復
活
・
存
続
」
説
に
つ
い
て

「
第
一
条
、
本
会
△
燭
島
砿
業
所
親
会
卜
称
シ
高
島
砿
業
所
在
籍
鉱
夫
ヲ
以
テ
組
ス

第
二
条
、
本
会
ハ
主
ト
シ
テ
経
営
者
卜
意
志
ノ
疎
通
ヲ
計
り
協
調
ノ
実
ヲ
拳
ヶ
会
員
間
ノ
親
和
、
共
済
、
身
神
ノ
修
養
、
能
率
並
福
祉
ノ
増

進
二
資
ス
ル
コ
ト
以
テ
目
的
ト
ス

第
四
条
本
会
ハ
各
支
部
二
左
ノ
役
員
ヲ
侭
グ

ー
総
代
甲
種
鉱
夫
一
名

乙
種
鉱
夫
三
名

二
団
長
甲

二
名

乙
三
名

三
組
長
甲

五
乃
至
十
名

乙
同

本
部
役
員
ハ
各
支
部
総
代
及
び
団
長
ヲ
以
テ
之
二
充
テ
会
議
二
依
り
会
務
ヲ
総
括
ス

第
六
条
、
総
代
ハ
満
五
ケ
年
以
上
勤
続
、
満
二
十
五
才
以
上
ノ
会
員
中
ヨ
リ
団
長
並
組
長
之
ヲ
選
挙
ス

団
長
〈
満
三
年
以
上
勤
続
、
二
十
五
才
以
上
ノ
会
員
ヨ
リ
組
長
ヲ
選
挙
ス
。

組
長
ハ
満
一
ケ
年
以
上
勤
続
セ
ル
満
二
十
五
才
以
上
ノ
会
員
ヨ
リ
六
ケ
月
以
上
当
所
二
勤
続
セ
ル
満
二
十
才
以
上
の
会
員
之
ヲ
選
挙
己

（
同
上
攪
料
）
尚
、
「
甲
種
鉱
夫
ハ
…
…
日
給
」
鉱
夫
で
あ
り
、
「
乙
種
鉱
夫
…
…
〈
出
来
高
払
」
鉱
夫
の
こ
と
で
あ
る
。

（
咽
）
『
日
本
炭
砿
行
脚
』
、
二
一
七
頁
。

（
Ⅳ
）
同
上
、
一
二
七
頁
。

（
蛆
）
同
上
、
二
一
七
頁
。

（
四
）
同
上
や
二
一
七
頁
。

坑
状
況
一
班
』
（
大
正
五
年
十
一
一
月
）
、
参
照
。
大
正
十
一
年
に
戸
主
会
は
「
親
和
会
」
と
し
て
発
展
し
、
会
則
を
定
め
て
い
る
。
そ
の
一
部
を

列
挙
す
る
。

「
第
一
条
、

第
二
条
、
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す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
納
屋
制
度
を
「
親
方
制
度
」
と
し
て
把
え
る
大
山
敷
太
郎
氏
は
、
高
島
炭
坑
に
お
い
て
、
明
治
三
○
年

以
後
の
納
屋
制
度
の
復
活
、
存
続
を
強
調
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
大
山
氏
は
「
大
正
の
末
年
に
お
い
て
、
い
わ
ゆ
る
納
屋
頭
（
親
方
）

（
１
）
 

制
度
が
ま
だ
活
き
て
存
在
し
て
い
た
」
と
主
張
し
、
二
筒
島
炭
坑
に
お
い
て
は
納
屋
頭
（
親
方
）
制
度
が
徹
底
し
て
お
り
、
形
態
と
し
て

（
２
）
 

は
世
話
後
制
度
そ
の
他
変
遷
し
な
が
ら
も
実
質
的
に
は
な
お
遅
く
、
多
分
昭
和
一
六
年
ご
ろ
ま
で
は
残
存
し
て
い
た
」
と
い
う
古
老
の

主
張
を
肯
定
的
に
と
ら
え
て
い
る
。

し
か
し
こ
の
大
山
氏
の
主
張
に
は
二
つ
の
問
題
が
あ
る
。
第
一
に
、
大
山
氏
は
、
納
屋
制
度
を
、
親
方
制
度
と
み
、
私
の
主
張
す
る

よ
う
な
本
来
の
納
屋
制
度
の
み
を
意
味
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
大
山
氏
に
と
っ
て
は
炭
坑
に
お
け
る
親
方

子
方
的
関
係
の
あ
る
生
産
諸
関
係
は
、
す
べ
て
納
屋
制
度
と
把
握
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
意
味
で
大
山
氏
の
納
屋
制
度

存
続
説
は
、
そ
れ
な
り
に
筋
が
通
っ
て
い
る
が
、
納
屋
制
度
の
本
質
認
識
に
関
す
る
限
り
肯
定
し
が
た
い
。
す
で
に
第
二
論
文
で
分
析
、

し
た
よ
う
に
、
典
型
的
な
納
屋
制
度
の
本
彌
は
、
鉱
夫
の
募
集
、
労
働
の
指
揮
、
労
働
者
の
生
活
管
理
の
納
屋
頭
に
よ
る
統
一
的
な
鏑

、

負
と
い
う
点
に
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
は
、
親
方
制
度
的
形
態
を
も
ち
つ
つ
、
資
本
と
ワ
ン
セ
ッ
ト
と
な
り
、
資
本
主
義
的
な
生
産
関
係（
３
）
 

の
特
殊
な
形
態
を
な
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
〈
「
大
山
氏
の
納
屋
制
度
論
を
全
面
的
に
批
判
的
に
考
察
す
る
つ
も
り
は
な
い
が
、

少
な
く
と
も
大
山
氏
は
典
型
的
な
納
屋
制
度
の
本
質
認
織
を
回
避
し
て
、
納
屋
制
度
を
親
方
制
度
に
綾
小
化
し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
指

摘
し
て
お
き
た
い
。

か
く
し
て
、
犬
。

以
上
の
よ
う
に
、

と
い
っ
て
、
納
屋
州

肘
し
て
お
き
た
い
。

う
に
、
高
島
炭
坑
に
お
け
る
納
屋
制
度
は
基
本
的
に
明
治
三
○
年
を
も
っ
て
消
滅
し
た
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
だ
か
ら

納
屋
制
度
の
一
部
が
復
活
し
た
り
残
続
し
た
り
し
な
い
と
は
断
言
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
点
に
つ
い
て
若
干
検

大
山
氏
に
よ
る
高
島
炭
坑
に
お
け
る
納
屋
制
度
の
存
続
は
本
来
の
納
屋
制
度
の
存
続
で
は
な
く
、
親
方
制
度
の
存
続
で
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（
６
）
 

こ
の
点
と
は
別
個
に
大
山
氏
は
、
明
治
三
○
年
以
後
の
『
一
一
一
菱
社
誌
』
の
記
事
に
「
小
頭
」
と
い
う
名
称
を
見
出
し
納
屋
制
度
存
在

の
根
拠
の
一
つ
と
し
て
い
る
。
大
山
氏
に
と
っ
て
は
「
小
頭
」
の
名
称
は
、
親
方
制
度
の
存
在
を
実
証
す
る
か
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る

（
７
）
 

う
が
、
『
筑
豊
炭
砿
誌
』
を
み
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
直
轄
雇
用
の
機
械
職
工
の
職
制
の
名
称
と
し
て
Ｊ
ｂ
使
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

納
屋
頭
ｌ
小
頭
１
人
操
ラ
イ
ン
の
小
頭
を
さ
す
だ
け
で
は
な
い
。

（
８
）
 

第
三
点
は
、
す
で
に
み
た
よ
う
に
「
坑
夫
周
旋
人
」
「
坑
夫
募
集
周
旋
人
」
を
Ｊ
ｂ
っ
て
「
納
屋
制
度
」
の
存
在
と
同
一
視
す
る
。
し
か

し
「
周
旋
人
」
を
も
っ
て
納
屋
制
度
と
み
る
の
は
無
理
で
あ
る
。
も
し
「
直
轄
納
屋
」
頭
が
「
坑
夫
周
旋
人
」
を
兼
ね
れ
ば
、
そ
れ
な

（
９
）
 

り
に
「
納
屋
制
度
」
の
機
能
の
残
存
を
主
張
で
き
る
が
、
大
山
氏
は
な
ん
ら
そ
の
点
を
実
証
し
て
い
な
い
。
一
筒
島
炭
坑
の
場
〈
ロ
は
「
坑

夫
周
旋
人
」
は
地
方
に
存
住
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
直
轄
納
屋
頭
と
は
別
個
の
存
在
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
問
題
と
並
べ
て
大
山
氏
は
「
人
夫
請
負
人
一
（
大
正
元
年
）
の
存
在
を
も
っ
て
納
屋
制
度
の
残
存
を
主
張
し
て
い
る
が
、
こ
の

あ
り
、
納
屋
制
度
の
形
骸
の
残
存
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。

第
一
一
に
、
氏
の
納
屋
制
度
の
存
続
の
実
証
が
問
題
で
あ
る
。
大
山
氏
は
、
明
治
三
○
年
以
後
の
納
屋
制
度
の
存
続
を
実
証
す
る
た
め

に
五
つ
の
根
拠
を
挙
げ
て
い
る
。
第
一
点
は
香
春
炭
坑
で
直
轄
制
へ
の
移
行
後
、
納
屋
制
度
の
復
活
が
あ
っ
た
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
が
、

こ
れ
は
納
屋
制
度
復
活
の
一
般
的
可
能
性
を
主
張
し
て
い
る
に
す
ぎ
ず
問
題
に
な
ら
な
い
。
第
二
点
は
、
明
治
三
○
年
一
二
月
に
「
端

（
４
）
 

島
炭
坑
納
屋
頭
其
ノ
他
二
対
ス
ル
貸
金
五
千
四
百
九
拾
参
円
余
取
立
ノ
見
込
ナ
キ
ヲ
以
テ
切
捨
ヲ
認
許
ス
」
と
い
う
『
三
菱
社
誌
』
の

記
録
を
も
っ
て
、
高
島
炭
坑
の
支
坑
で
あ
る
端
島
坑
の
納
屋
制
度
の
存
続
を
主
張
す
る
。
し
か
し
、
当
時
の
資
料
は
端
島
坑
で
の
納
屋

（
５
）
 

制
度
の
存
続
を
主
張
し
て
い
な
い
の
で
あ
り
、
明
治
三
○
年
七
月
に
端
島
坑
で
も
納
屋
制
度
が
廃
止
さ
れ
た
か
、
少
な
く
と
も
明
治
末

ま
で
に
は
廃
止
さ
れ
た
も
の
、
と
考
え
ら
れ
る
。
右
の
資
料
は
結
局
、
解
雇
し
た
納
屋
頭
か
ら
貸
金
の
取
立
を
放
棄
し
た
こ
と
を
示
す

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。



6２ 

点
は
一
応
正
当
な
根
拠
で
な
い
こ
と
も
な
い
。

（
、
）

『
一
二
菱
社
誌
』
に
よ
れ
ば
事
実
明
治
一
一
一
一
年
一
○
月
以
後
も
「
定
請
負
人
夫
」
の
存
在
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
高
島
炭
坑
で

「
人
夫
」
と
い
う
場
合
は
原
則
と
し
て
鉱
夫
や
坑
夫
か
ら
区
別
さ
れ
た
職
種
の
労
働
者
を
さ
し
、
主
と
し
て
、
土
木
工
事
や
、
営
繕
の

人
夫
を
さ
し
て
い
た
。
し
か
も
古
老
の
話
に
よ
る
と
、
大
正
年
間
に
「
営
繕
で
は
所
謂
職
人
が
一
○
○
人
も
居
り
棟
領
制
を
し
い
て

（
皿
）

い
た
。
こ
の
職
人
が
日
給
と
な
っ
た
の
は
大
分
後
の
事
で
あ
る
」
。
因
み
に
、
こ
の
一
○
○
人
も
い
た
営
繕
人
夫
は
、
実
は
大
正
初
め
か

（
⑫
）
 

ら
行
わ
れ
七
年
に
》
毛
成
し
た
二
子
島
と
高
島
本
島
と
の
接
陸
工
事
の
た
め
に
臨
時
的
に
増
大
し
た
土
木
人
夫
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
の

限
り
で
営
繕
部
門
で
棟
領
請
負
制
が
残
存
し
て
い
た
と
の
主
張
は
正
し
い
し
、
恐
ら
く
こ
の
部
門
で
は
納
屋
制
度
が
残
存
し
て
い
た
と

み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
営
繕
は
、
き
わ
め
て
不
規
則
的
な
土
木
工
事
に
動
員
さ
れ
人
夫
の
必
要
数
も
変
動
が
大
き
か
っ

た
か
ら
、
謂
負
制
Ⅱ
納
屋
制
度
形
態
を
と
る
こ
と
が
合
理
的
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
し
か
し
厳
密
に
い
え
ば
彼
ら
は
本
来
の
採
炭

機
機
に
必
要
な
鉱
夫
で
は
な
く
、
納
屋
制
度
は
本
来
の
炭
坑
部
門
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
と
み
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

第
四
点
は
、
大
山
氏
は
大
正
一
四
年
二
一
月
に
、
福
岡
鉱
山
監
督
局
長
か
ら
高
島
炭
坑
へ
の
通
達
の
な
か
に
「
鉱
夫
賃
金
ハ
納
屋
坑

夫
ニ
ア
リ
テ
ハ
納
屋
頭
二
、
直
轄
鉱
夫
一
一
対
ス
ル
賃
金
ハ
役
員
一
一
支
払
上
居
し
り
。
右
ハ
飯
場
制
度
の
現
状
ヨ
リ
斯
ク
取
扱
上
居
レ
ル

（
蝿
）

モ
ノ
ト
推
知
ス
ル
モ
、
賃
金
ハ
ム
「
後
必
ズ
鉱
夫
本
人
二
支
払
ヲ
及
ス
コ
ト
」
を
見
出
し
、
納
屋
制
度
の
存
続
を
強
調
し
て
い
る
。

し
か
し
私
は
こ
の
監
督
局
の
通
達
に
あ
る
「
納
屋
坑
夫
」
の
存
在
か
ら
本
来
の
納
屋
制
度
の
存
続
を
主
張
す
る
の
は
早
計
だ
と
考
え

る
。
そ
の
理
由
は
、
こ
の
「
納
屋
坑
夫
」
と
は
「
直
轄
納
屋
」
の
単
身
者
の
こ
と
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
古
老
の
話
に
あ
る
「
大
正
末

年
か
ら
昭
和
初
年
」
に
「
直
轄
納
屋
」
の
名
称
が
「
合
宿
」
に
改
め
ら
れ
た
と
い
う
の
は
、
丁
度
こ
の
監
督
局
の
通
達
に
従
っ
て
の
こ

と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
「
納
屋
坑
土
凸
と
は
「
直
轄
納
屋
」
坑
夫
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
確
か
に
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
「
直

轄
納
屋
」
で
は
、
賃
金
が
「
納
屋
頭
」
を
通
じ
て
支
払
わ
れ
て
い
た
の
だ
が
、
こ
こ
で
の
「
納
屋
頭
」
は
本
来
の
納
屋
頭
で
な
く
「
世
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以
上
、
大
山
氏
の
見
解
を
中
心
に
、
高
島
炭
坑
に
お
け
る
納
屋
制
度
の
存
続
、
残
存
の
有
無
を
検
討
し
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
炭
坑

本
来
の
労
働
部
門
で
は
明
治
三
○
年
を
も
っ
て
本
来
の
納
屋
制
度
は
基
本
的
に
消
滅
し
て
い
っ
た
と
み
て
さ
し
つ
か
え
な
い
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
い
わ
ゆ
る
「
直
轄
納
屋
」
も
、
旧
来
の
納
屋
制
度
の
機
能
を
遂
行
し
た
程
度
に
応
じ
て
、
納
屋
制
度
の
過
渡
的
解
体
形

態
、
あ
る
い
は
残
存
形
態
と
い
え
る
が
、
高
島
炭
坑
に
お
い
て
は
、
そ
う
し
た
著
し
い
事
実
を
実
証
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
そ

、
、

も
っ
と
も
、
端
島
坑
に
お
い
て
は
、
昭
和
四
年
に
「
馬
丁
を
直
轄
鉱
夫
ト
ス
ル
」
こ
と
と
「
井
西
信
市
配
下
人
夫
ハ
無
条
件
ニ
テ
之

（
巧
）

ヲ
直
轄
坑
夫
二
編
入
ス
ル
」
と
あ
り
、
端
島
坑
で
は
ご
く
一
部
に
し
か
も
一
般
の
坑
夫
で
な
く
、
馬
丁
や
人
夫
と
い
う
特
殊
な
職
種
に

本
来
的
な
納
屋
制
度
が
残
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
限
り
で
、
大
山
氏
の
主
張
は
肯
定
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。

第
五
点
は
、
「
高
島
炭
坑
に
お
い
て
は
納
屋
頭
（
親
方
）
制
度
が
徹
底
し
て
お
り
、
形
態
と
し
て
は
世
話
役
制
度
そ
の
他
変
遷
し
な

（
脳
）

が
ら
ｊ
ｂ
実
質
的
に
は
な
お
遅
く
、
多
分
昭
和
一
六
年
ご
ろ
ま
で
残
存
し
て
い
た
」
と
の
「
古
老
の
一
百
」
で
あ
る
。
し
か
し
す
で
に
指
摘

し
た
よ
う
に
、
「
納
屋
頭
」
の
呼
称
あ
る
い
は
親
方
制
の
存
在
を
も
っ
て
本
来
の
納
屋
制
度
の
存
在
を
主
張
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の

福
岡
鉱
山
監
督
局
は
、
「
直
轄
納
屋
」
で
賃
金
が
い
わ
ゆ
る
通
称
の
「
納
屋
頭
」
か
ら
支
払
わ
れ
て
い
る
事
実
か
ら
、
「
直
轄
納
屋
」

を
本
来
の
納
屋
制
度
と
混
同
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
「
直
轄
納
屋
」
を
「
飯
場
制
度
「
｜
と
し
て
把
え
て
い
る
が
、
官
庁
文
献
で

は
、
『
鉱
夫
調
査
概
要
』
が
指
摘
し
て
い
よ
う
に
、
「
所
謂
飯
場
ナ
ル
名
称
ハ
制
度
ニ
ア
ラ
ズ
シ
テ
単
二
独
身
鉱
夫
ヲ
収
容
ス
ル
寄
宿
舎

（
ｕ
）
 

ノ
称
呼
二
過
キ
サ
ル
モ
ノ
ト
ス
」
る
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
監
督
局
の
通
達
を
無
批
判
的
に
、
文
字
通
り
信
用
し
、
事
態
の
本
質
認
識
を
誤
っ
て
は
な
ら
な
い
で

話
方
」
に
す
ぎ
な
い
。

で
あ
る
。

あ
ろ
う
。



6４ 
の
限
り
で
、
し
ば
し
ば
他
の
炭
坑
に
お
い
て
、
主
と
し
て
単
身
者
坑
夫
を
中
心
に
「
飯
場
制
度
」
と
し
て
本
来
の
納
屋
制
度
が
部
分
的

に
存
在
し
た
り
、
著
し
く
本
来
の
納
屋
制
度
の
形
態
を
残
存
さ
せ
り
し
た
の
と
は
違
っ
て
、
高
島
炭
坑
で
の
納
屋
制
度
の
解
体
は
か
な

り
一
挙
的
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

と
は
い
え
、
ご
く
一
部
に
特
に
営
繕
部
門
で
は
請
負
制
度
が
昭
和
初
期
ま
で
残
存
し
、
そ
こ
に
本
来
の
納
屋
制
度
が
残
存
し
て
い
た

よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
本
来
の
炭
坑
労
働
部
門
で
な
か
っ
た
点
が
留
意
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
大
山
氏
の
如
く
、

（
Ⅳ
）
 

明
治
三
○
年
後
「
い
く
ば
く
も
な
く
納
屋
頭
（
親
方
）
制
度
」
が
「
復
活
」
を
み
た
と
主
張
す
る
の
は
、
過
大
評
価
で
あ
り
、
事
実
認

識
に
お
い
て
も
不
当
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
１
）
大
山
『
鉱
業
労
働
と
親
方
制
度
』
、
一
七
一
’
一
一
頁
。

（
１
）
大
山
『
鉱
業
労
働
と
親
方
制
度
』
、
一
七
一
’
二
頁
。

（
２
）
同
上
、
三
一
頁
。

（
３
）
本
稿
は
、
あ
く
ま
で
高
島
炭
坑
に
お
け
る
納
屋
制
度
の
史
的
分
析
で
あ
っ
て
、
こ
こ
か
ら
直
ち
に
納
屋
制
度
一
般
を
論
じ
る
つ
も
り
は
な
い
。

し
た
が
っ
て
納
屋
制
度
論
一
般
に
つ
い
て
は
も
う
少
し
個
別
分
析
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
論
じ
た
い
。

（
４
）
前
掲
書
、
一
七
一
頁
。
但
し
大
山
氏
は
こ
の
資
料
の
出
典
が
『
三
菱
社
誌
』
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
な
い
。

（
５
）
『
鉱
夫
待
遇
事
例
』
、
『
鉱
夫
調
査
概
要
』
高
野
江
『
日
本
炭
砿
誌
』
参
照
。

（
６
）
大
山
前
掲
轡
、
一
七
一
頁
。

（
７
）
例
え
ば
『
筑
豊
炭
砿
誌
』
の
鯰
田
炭
坑
の
雇
員
の
職
種
区
分
を
み
よ
。
四
四
九
頁
。

（
８
）
大
山
前
掲
書
、
一
七
一
頁
。

（
０
）
大
山
氏
は
、
昭
和
初
期
の
某
炭
坑
の
「
周
旋
人
」
が
「
納
屋
頭
」
と
同
一
人
物
で
あ
っ
た
と
主
張
し
て
い
る
が
、
た
と
え
本
来
の
納
屋
制
度

に
お
け
る
納
屋
頭
と
周
旋
人
と
が
同
一
人
物
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
高
島
炭
坑
で
は
そ
う
し
た
事
実
は
存
在
し
な
か
っ
た
、
と
言
わ
ね
ば
な
ら

〈
、
）
『
三
菱
社
誌
』
明
治
一
一
一
一
年
度
、
二
八
三
頁
。

（
ｕ
）
前
掲
「
古
老
回
顧
談
」
。

な
い
｡ 
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以
上
で
『
高
島
炭
坑
に
お
け
る
納
屋
制
度
の
史
的
分
析
』
を
終
え
る
こ
と
に
し
た
い
。
以
上
の
分
析
に
よ
っ
て
、
従
来
全
く
明
ら
か

に
さ
れ
な
か
っ
た
高
島
炭
坑
に
お
け
る
納
屋
制
度
の
歴
史
的
な
発
展
過
程
と
構
造
が
一
応
解
明
さ
れ
た
と
思
う
。

こ
の
分
析
に
よ
っ
て
、
従
来
主
張
さ
れ
て
い
た
高
島
炭
坑
の
納
屋
制
度
及
び
納
屋
制
度
一
般
に
関
す
る
い
く
つ
か
の
説
、
命
題
は
、

再
検
討
乃
至
修
正
を
せ
ま
ら
れ
た
と
確
信
す
る
。
し
か
し
本
論
で
は
、
高
島
炭
坑
に
関
連
す
る
問
題
以
外
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
言

、
、

及
し
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
私
の
分
析
の
中
心
は
あ
く
ま
で
高
島
炭
坑
の
納
屋
制
度
の
個
別
分
析
で
あ
っ
て
、
ま
だ
納
屋
制
度
一

般
に
つ
い
て
の
綜
合
的
な
研
究
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
限
り
で
私
の
納
屋
制
度
に
関
す
る
一
般
的
な
見
解
は
、
充
分
に
実
証
さ

れ
て
い
な
い
仮
説
に
す
ぎ
な
い
。
納
屋
制
度
一
般
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
今
後
更
に
我
が
国
の
典
型
的
な
地
方
、
諸
炭
坑
に
お
け
る
納

屋
制
度
の
い
く
つ
か
の
個
別
分
析
、
更
に
外
国
の
類
似
の
制
度
と
の
比
較
史
的
研
究
を
ふ
ま
え
て
進
め
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

そ
の
際
に
改
め
て
納
屋
制
度
一
般
に
関
す
る
諸
見
解
（
例
え
ば
山
田
盛
太
郎
、
大
山
敷
太
郎
、
馬
場
克
三
、
隅
谷
三
喜
男
の
諸
氏
）

－、〆￣、￣、伊一、〆へ〆へ

１７１６１５１４１３１２ 
、－ﾌﾟ、-ン、￣～〆、－〆ﾐｰｸﾞ な

お
す
ぐ
後
に
み
る
よ
う
に
端
島
坑
で
は
昭
和
四
年
に
「
人
夫
」
の
直
轄
化
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
営
繕
部
門
の
直
轄
化
は
こ
の
頃
か
も
知
れ

な
い
。

同
上
。

大
山
前
掲
書
、
一
七
一
頁
。

『
鉱
夫
調
査
概
要
』
、
一
八
九
頁
。

「
高
島
砿
業
所
例
規
」
『
高
島
炭
砿
文
書
』
よ
り
）
、
参
照
。

「
古
老
回
顧
談
」
。

大
山
前
掲
書
、

あ
と
が
き

一
七
二
頁
。



船
に
つ
い
て
の
批
判
的
検
討
を
行
う
こ
と
に
し
た
い
。

な
お
、
前
二
論
文
は
、
発
表
後
す
で
に
四
五
年
を
経
過
し
て
お
り
、
本
稿
と
論
文
の
記
述
法
や
理
論
的
な
点
に
い
た
る
ま
で
、
ニ

ュ
ア
ン
ス
の
違
い
や
ず
れ
が
で
て
き
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
逐
一
ふ
れ
な
か
っ
た
。
別
の
機
会
に
統
一
修
正
を
期
し
た
い
。
し
か
し
、

次
の
三
点
に
つ
い
て
の
み
訂
正
し
て
お
き
た
い
。

一
、
第
一
論
文
六
五
頁
の
一
二
行
目
の
「
竪
坪
方
日
雇
之
者
共
」
と
い
う
資
料
中
の
「
竪
坪
」
を
小
頭
の
姓
名
と
間
違
え
た
が

「
竪
坪
」
と
は
竪
坑
の
こ
と
で
あ
る
。

｜
、
第
二
論
文
、
一
四
頁
の
注
④
松
林
公
次
郎
を
根
拠
な
し
に
松
林
源
蔵
と
し
た
が
、
彼
は
実
は
源
蔵
（
明
治
八
年
没
）
の
次
男

で
あ
る
『
松
林
公
留
君
略
伝
』
参
照
）
。

一
、
第
二
論
文
、
四
三
頁
の
五
行
目
、
レ
ー
ニ
ン
の
「
債
務
奴
隷
制
」
云
々
の
、
「
債
務
奴
隷
制
」
は
、
レ
ー
ニ
ン
の
ロ
シ
ア
語
で
は

房
ｏ
色
目
（
苗
の
冒
困
８
国
⑫
（
愚
息
目
、
Ｐ
）
ｐ
四
＄
．
）
あ
り
、
レ
ー
ニ
ン
の
真
意
は
「
債
務
労
働
制
」
と
す
べ
き
で
「
債
務
奴
隷
制
」

は
誤
訳
で
あ
る
旨
の
見
解
（
日
南
用
櫛
真
）
が
あ
る
の
で
、
筆
者
の
レ
ー
ニ
ン
批
判
は
、
誤
訳
者
批
判
で
あ
る
と
す
る
筆
宝
康
之
氏
の

、
、
、
、
、
、

批
判
を
入
れ
て
さ
し
あ
た
っ
て
撤
回
し
て
お
く
。


